
  

1 

○
環
境
省
令
第
二
号 

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
六
十
一
号
）
及
び
廃

棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
三
十
年
政
令
第
二
十
三
号
）
の
施
行

に
伴
い
、
並
び
に
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
及
び
廃
棄
物
の

処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
三
百
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
を
実
施

す
る
た
め
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

平
成
三
十
年
二
月
二
十
二
日 

環
境
大
臣 

中
川 

雅
治 

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令 

（
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
厚
生
省
令
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
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る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に

二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
対
象
規
定
全
体
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も

の
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の

は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の

は
、
こ
れ
を
新
た
に
追
加
す
る
。 

○ 

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
厚
生
省
令
第
三
十
五
号
）
（
抄
） 

改 
 
 
 
 
 
 

正 
 
 
 
 
 
 

後 

改 
 
 
 
 
 
 

正 
 
 
 
 
 
 
 

前 

 

（
多
量
排
出
事
業
者
の
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
理
計
画
） 

第
八
条
の
十
七
の
二 

法
第
十
二
条
の
二
第
十
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
様
式
第
二
号
の
十
三
に
よ
る
計
画
書
を

当
該
年
度
の
六
月
三
十
日
ま
で
に
提
出
す
る
こ
と
と
す
る
。 

 

一
～
十 

（
略
） 

十
一 

電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
に
関
す
る
事
項 

 

（
多
量
排
出
事
業
者
の
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
理
計
画
） 

第
八
条
の
十
七
の
二 

法
第
十
二
条
の
二
第
十
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
様
式
第
二
号
の
十
三
に
よ
る
計
画
書
を

当
該
年
度
の
六
月
三
十
日
ま
で
に
提
出
す
る
こ
と
と
す
る
。 

 

一
～
十 

（
略
） 

（
新
規
） 

（
情
報
処
理
セ
ン
タ
ー
へ
の
登
録
期
限
） 

第
八
条
の
三
十
一
の
三 

法
第
十
二
条
の
五
第
一
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
期

間
は
、
三
日
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二

十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
休
日
、
一
月
二
日
、
一
月
三
日

（
情
報
処
理
セ
ン
タ
ー
へ
の
登
録
期
限
） 

第
八
条
の
三
十
一
の
三 

法
第
十
二
条
の
五
第
一
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
期

間
は
、
三
日
と
す
る
。 
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及
び
十
二
月
二
十
九
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
日
（
以
下
「
休
日
等

」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
と
す
る
。 

（
情
報
処
理
セ
ン
タ
ー
へ
の
報
告
期
限
） 

第
八
条
の
三
十
四 

法
第
十
二
条
の
五
第
二
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
期
間
は

、
運
搬
又
は
処
分
を
終
了
し
た
日
か
ら
三
日
（
休
日
等
を
除
く
。
）
と
す

る
。 

（
情
報
処
理
セ
ン
タ
ー
へ
の
報
告
期
限
） 

第
八
条
の
三
十
四 

法
第
十
二
条
の
五
第
二
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
期
間
は

、
運
搬
又
は
処
分
を
終
了
し
た
日
か
ら
三
日
と
す
る
。 

（
処
分
受
託
者
の
情
報
処
理
セ
ン
タ
ー
へ
の
報
告
期
限
） 

第
八
条
の
三
十
四
の
三 

法
第
十
二
条
の
五
第
三
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
期

間
は
、
三
日
（
休
日
等
を
除
く
。
）
と
す
る
。 

（
処
分
受
託
者
の
情
報
処
理
セ
ン
タ
ー
へ
の
報
告
期
限
） 

第
八
条
の
三
十
四
の
三 

法
第
十
二
条
の
五
第
三
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
期

間
は
、
三
日
と
す
る
。 

 

 

様式第二号の十三(第八条の十七の二関係) 

(第１面)～（第４面） （略） 

 

 

 

様式第二号の十三(第八条の十七の二関係) 

(第１面)～（第４面） （略） 
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（第５面） 

 ②計画 

【目標】 

特別管理産業廃棄物の種類   

全 処 理 委 託 量 ｔ ｔ 

 

優良認定処理業者への 

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ 

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ 

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ 

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量 

ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

 

 

 

 

 

 

 

電子情報処理組織の使用

に関する事項 

【前年度（平成   年度）実績】 

特別管理産業廃棄物 

排 出 量 

（ポリ塩化ビフェニル廃棄物を除く。） 

ｔ  

（今後実施する予定の取組） 

 

 

 

 

 

※事務処理欄   

  

 

 

（第５面） 

 ②計画 

【目標】 

特別管理産業廃棄物の種類   

全 処 理 委 託 量 ｔ ｔ 

 

優良認定処理業者への 

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ 

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ 

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ 

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量 

ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新規） 

※事務処理欄   

  

 

 

（第６面） 

備考 

１  前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上の事業場ごとに１枚作成すること。 

２ 当該年度の６月30日までに提出すること。 

３ 「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入すること。 

 (1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。 

 (2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）、建設業の場合における元請完成

工事高（前年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時点）等の業種に応じ事業規

模が分かるような前年度の実績を記入すること。 

 (3)④欄には、当該事業場において生ずる特別管理産業廃棄物についての発生から最終処分が終了

するまでの一連の処理の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。）を記入するこ

と。 

４ 「自ら行う特別管理産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、特別管理産業廃棄物の種

類ごとに、自ら中間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った特別管理産

業廃棄物の量と、自ら中間処理を行うことによって減量した量について、前年度の実績、目標及

び取組を記入すること。 

５ 「自ら行う特別管理産業廃棄物の埋立処分に関する事項」の欄には、特別管理産業廃棄物の種

類ごとに、埋立処分した量を記入すること。なお、中間処理を行うことにより特別管理産業廃棄

物に該当しなくなった産業廃棄物を海洋投入処分するときは、その量も含めて記入すること。 

 ６ 「特別管理産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、特別管理産業廃棄物の種類ごと

に、全処理委託量を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃

に関する法律施行令（以下「令」という。）第６条の14第２号に該当する者）への処理委託量、

処理業者への再生利用委託量、認定熱回収施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15

条の３の３第１項の認定を受けた者）である処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設

置者以外の熱回収を行っている処理業者への焼却処理委託量について、前年度実績、目標及び取

組を記入すること。 

 ７ 「電子情報処理組織の使用に関する事項」の欄には、前年度の特別管理産業廃棄物の全発生量

（ポリ塩化ビフェニル廃棄物（令第２条の４第５号イからハまでに掲げるものをいう。）を除く。）

を記入すること。その量が50トンを超える者にあっては、今後の電子情報処理組織の使用に関す

る取組について記入すること。 

 ８ それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙のと

おり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、特別管理産業

廃棄物の種類が３以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該

欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべき事項がな

いときは、「―」を記入すること。 

９ ※欄は記入しないこと。 

  

 

 

（第６面） 

備考 

１  前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上の事業場ごとに１枚作成すること。 

２ 当該年度の６月30日までに提出すること。 

３ 「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入すること。 

 (1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。 

 (2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）、建設業の場合における元請完成

工事高（前年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時点）等の業種に応じ事業規

模が分かるような前年度の実績を記入すること。 

 (3)④欄には、当該事業場において生ずる特別管理産業廃棄物についての発生から最終処分が終了

するまでの一連の処理の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。）を記入するこ

と。 

４ 「自ら行う特別管理産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、特別管理産業廃棄物の種

類ごとに、自ら中間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った特別管理産

業廃棄物の量と、自ら中間処理を行うことによって減量した量について、前年度の実績、目標及

び取組を記入すること。 

５ 「自ら行う特別管理産業廃棄物の埋立処分に関する事項」の欄には、特別管理産業廃棄物の種

類ごとに、埋立処分した量を記入すること。なお、中間処理を行うことにより特別管理産業廃棄

物に該当しなくなった産業廃棄物を海洋投入処分するときは、その量も含めて記入すること。 

 ６ 「特別管理産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、特別管理産業廃棄物の種類ごと

に、全処理委託量を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃

に関する法律施行令第６条の14第２号に該当する者）への処理委託量、処理業者への再生利用委

託量、認定熱回収施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の３の３第１項の認定

を受けた者）である処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っ

ている処理業者への焼却処理委託量について、前年度実績、目標及び取組を記入すること。 

（新規） 

 ７ それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙のと

おり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、特別管理産業

廃棄物の種類が３以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該

欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべき事項がな

いときは、「―」を記入すること。 

８ ※欄は記入しないこと。 
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（
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に

二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
対
象
規
定
全
体
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も

の
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の

は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の

は
、
こ
れ
を
新
た
に
追
加
す
る
。 
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○ 
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
厚
生
省
令
第
三
十
五
号
）
（
抄
） 

改 
 
 
 
 
 
 

正 
 
 
 
 
 
 

後 

改 
 
 
 
 
 
 

正 
 
 
 
 
 
 
 

前 

（
一
般
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
の
許
可
を
要
し
な
い
者
） 

第
二
条 

法
第
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
環
境
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
と

お
り
と
す
る
。 

一
～
六 

（
略
） 

七 

特
定
家
庭
用
機
器
再
商
品
化
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
七
号
）
第
二

十
三
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
製
造
業
者
等
（
同
法
第
四
条
に
規
定
す

る
製
造
業
者
等
を
い
う
。
）
の
委
託
を
受
け
て
、
特
定
家
庭
用
機
器
一
般

廃
棄
物
（
同
法
第
五
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
家
庭
用
機
器
一
般
廃

棄
物
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
再
商
品
化
（
同
法
第
二
条
第
一
項
に
規

定
す
る
再
商
品
化
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
必
要
な
行
為
（
同
法
第
十

七
条
に
規
定
す
る
指
定
引
取
場
所
か
ら
再
商
品
化
の
用
に
供
す
る
同
法
第

二
十
三
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
施
設
へ
の
運
搬
に
該
当
す
る
も
の
に

限
る
。
）
を
業
と
し
て
実
施
す
る
者
で
あ
つ
て
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す

る
も
の
と
し
て
環
境
大
臣
の
指
定
を
受
け
た
も
の
（
イ
に
規
定
す
る
事
業

計
画
に
基
づ
き
、
法
第
六
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
一
般
廃
棄
物
処
理

基
準
（
以
下
「
一
般
廃
棄
物
処
理
基
準
」
と
い
う
。
）
に
従
い
、
当
該
特

定
家
庭
用
機
器
一
般
廃
棄
物
の
み
の
収
集
又
は
運
搬
を
業
と
し
て
行
う
場

合
に
限
る
。
） 

イ
～
ト 

（
略
） 

（
一
般
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
の
許
可
を
要
し
な
い
者
） 

第
二
条 

法
第
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
環
境
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
と

お
り
と
す
る
。 

一
～
六 

（
略
） 

七 

特
定
家
庭
用
機
器
再
商
品
化
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
七
号
）
第
二

十
三
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
製
造
業
者
等
（
同
法
第
四
条
に
規
定
す

る
製
造
業
者
等
を
い
う
。
）
の
委
託
を
受
け
て
、
特
定
家
庭
用
機
器
一
般

廃
棄
物
（
同
法
第
五
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
家
庭
用
機
器
一
般
廃

棄
物
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
再
商
品
化
（
同
法
第
二
条
第
一
項
に
規

定
す
る
再
商
品
化
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
必
要
な
行
為
（
同
法
第
十

七
条
に
規
定
す
る
指
定
引
取
場
所
か
ら
再
商
品
化
の
用
に
供
す
る
同
法
第

二
十
三
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
施
設
へ
の
運
搬
に
該
当
す
る
も
の
に

限
る
。
）
を
業
と
し
て
実
施
す
る
者
で
あ
つ
て
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す

る
も
の
と
し
て
環
境
大
臣
の
指
定
を
受
け
た
も
の
（
イ
に
規
定
す
る
事
業

計
画
に
基
づ
き
、
法
第
六
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
一
般
廃
棄
物
処
理

基
準
（
以
下
「
一
般
廃
棄
物
処
理
基
準
」
と
い
う
。
）
に
従
い
、
当
該
特

定
家
庭
用
機
器
一
般
廃
棄
物
の
み
の
収
集
又
は
運
搬
を
業
と
し
て
行
う
場

合
に
限
る
。
） 

イ
～
ト 
（
略
） 
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チ 

法
、
浄
化
槽
法
（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
四
十
三
号
）
又
は
令
第
四

条
の
六
に
規
定
す
る
法
令
の
規
定
に
よ
る
不
利
益
処
分
（
行
政
手
続
法

（
平
成
五
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
不
利
益

処
分
を
い
う
。
以
下
「
不
利
益
処
分
」
と
い
う
。
）
を
受
け
、
そ
の
不

利
益
処
分
の
あ
つ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者
（
当
該
不
利
益
処

分
を
受
け
た
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
不
利
益
処
分

に
係
る
行
政
手
続
法
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
つ
た
日
前
六

十
日
以
内
に
当
該
法
人
の
役
員
（
業
務
を
執
行
す
る
社
員
、
取
締
役
、

執
行
役
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
を
い
い
、
相
談
役
、
顧
問
そ
の
他
い

か
な
る
名
称
を
有
す
る
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
法
人
に
対
し
業
務
を

執
行
す
る
社
員
、
取
締
役
、
執
行
役
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
と
同
等

以
上
の
支
配
力
を
有
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
者
を
含
む
。
第
八
条
の

三
十
八
の
二
第
二
号
ロ
、
第
八
条
の
三
十
八
の
五
第
二
項
第
四
号
及
び

第
四
項
第
五
号
並
び
に
第
十
二
条
の
十
二
の
二
十
八
を
除
き
、
以
下
同

じ
。
）
で
あ
つ
た
者
で
当
該
不
利
益
処
分
の
あ
つ
た
日
か
ら
五
年
を
経

過
し
な
い
も
の
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
該
当
し
な
い
こ
と
。 

八
～
十
三 

（
略
） 

チ 

法
、
浄
化
槽
法
（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
四
十
三
号
）
又
は
令
第
四

条
の
六
に
規
定
す
る
法
令
の
規
定
に
よ
る
不
利
益
処
分
（
行
政
手
続
法

（
平
成
五
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
不
利
益

処
分
を
い
う
。
以
下
「
不
利
益
処
分
」
と
い
う
。
）
を
受
け
、
そ
の
不

利
益
処
分
の
あ
つ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者
（
当
該
不
利
益
処

分
を
受
け
た
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
不
利
益
処
分

に
係
る
行
政
手
続
法
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
つ
た
日
前
六

十
日
以
内
に
当
該
法
人
の
役
員
（
業
務
を
執
行
す
る
社
員
、
取
締
役
、

執
行
役
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
を
い
い
、
相
談
役
、
顧
問
そ
の
他
い

か
な
る
名
称
を
有
す
る
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
法
人
に
対
し
業
務
を

執
行
す
る
社
員
、
取
締
役
、
執
行
役
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
と
同
等

以
上
の
支
配
力
を
有
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
者
を
含
む
。
第
十
二
条

の
十
二
の
二
十
八
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
で
あ
つ
た
者
で
当
該
不
利

益
処
分
の
あ
つ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
も
の
を
含
む
。
以
下
同

じ
。
）
に
該
当
し
な
い
こ
と
。 

 
 

八
～
十
三 

（
略
） 
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（
役
員
の
変
更
の
届
出
） 

第
六
条
の
六
の
三 

法
第
九
条
の
八
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
が
法
人
で
あ

る
場
合
に
お
い
て
、
役
員
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
変
更
の
日
か
ら

三
十
日
以
内
に
、
新
た
に
就
任
し
た
役
員
の
氏
名
及
び
住
所
を
届
け
出
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
届
出
書
に
は
、
当
該
新
た
に
就
任
し
た
役
員
が
法
第
七
条
第
五
項

第
四
号
イ
か
ら
ト
ま
で
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
及

び
登
記
事
項
証
明
書
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
役
員
の
変
更
の
届
出
） 

第
六
条
の
六
の
三 

法
第
九
条
の
八
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
が
法
人
で
あ

る
場
合
に
お
い
て
、
役
員
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
新
た
に
就
任
し
た
役

員
の
氏
名
及
び
住
所
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

２ 

前
項
の
届
出
書
に
は
、
当
該
新
た
に
就
任
し
た
役
員
が
法
第
七
条
第
五
項

第
四
号
イ
か
ら
ト
ま
で
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
を

添
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
船
舶
を
用
い
て
行
う
産
業
廃
棄
物
の
収
集
又
は
運
搬
に
係
る
基
準
） 

第
七
条
の
二 

令
第
六
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と

と
さ
れ
る
令
第
三
条
第
一
号
ニ
の
規
定
に
よ
る
表
示
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
区
分
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
を
様
式
第
一
号
に
よ

り
船
橋
の
両
側
（
船
橋
の
な
い
船
舶
に
あ
つ
て
は
、
両
げ
ん
）
に
鮮
明
に
表

示
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
に
掲
げ
る
者
に
つ

い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

一 

事
業
者
（
他
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
と
み

な
さ
れ
る
者
（
特
定
家
庭
用
機
器
再
商
品
化
法
第
四
十
九
条
第
四
項
及
び

第
五
項
に
掲
げ
る
者
並
び
に
使
用
済
自
動
車
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法

律
第
百
二
十
二
条
第
七
項
か
ら
第
九
項
ま
で
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）
を

含
み
、
法
第
十
二
条
の
七
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
を
除
く
。
以
下
こ

の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
） 

氏
名
又
は
名
称 

二
・
三 

（
略
） 

（
船
舶
を
用
い
て
行
う
産
業
廃
棄
物
の
収
集
又
は
運
搬
に
係
る
基
準
） 

第
七
条
の
二 

令
第
六
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と

と
さ
れ
る
令
第
三
条
第
一
号
ニ
の
規
定
に
よ
る
表
示
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
区
分
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
を
様
式
第
一
号
に
よ

り
船
橋
の
両
側
（
船
橋
の
な
い
船
舶
に
あ
つ
て
は
、
両
げ
ん
）
に
鮮
明
に
表

示
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
に
掲
げ
る
者
に
つ

い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

一 

事
業
者
（
他
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
と
み

な
さ
れ
る
者
（
特
定
家
庭
用
機
器
再
商
品
化
法
第
四
十
九
条
第
四
項
及
び

第
五
項
に
掲
げ
る
者
並
び
に
使
用
済
自
動
車
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法

律
第
百
二
十
二
条
第
七
項
か
ら
第
九
項
ま
で
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）
を

含
む
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
） 

氏
名
又
は
名
称 

 

二
・
三 

（
略
） 
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四 

法
第
十
二
条
の
七
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者 

名
称
及
び
認
定
番
号

（
二
以
上
の
都
道
府
県
知
事
か
ら
同
項
の
認
定
を
受
け
た
場
合
に
あ
つ
て

は
、
そ
の
全
て
の
認
定
番
号
） 

五
・
六 
（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

令
第
六
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る

令
第
三
条
第
一
号
ニ
の
環
境
省
令
で
定
め
る
書
面
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

区
分
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
（
当
該
産
業
廃
棄
物
の

運
搬
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。 

一
～
三 

（
略
） 

四 

産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
で
あ
つ
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
使
用
義

務
者
又
は
電
子
情
報
処
理
組
織
使
用
事
業
者
か
ら
そ
の
産
業
廃
棄
物
の
運

搬
を
受
託
し
た
者
（
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
、
情
報
処
理
セ
ン
タ

ー
を
経
由
し
て
当
該
産
業
廃
棄
物
の
運
搬
が
終
了
し
た
旨
を
報
告
す
る
こ

と
を
求
め
ら
れ
た
者
に
限
る
。
） 

第
十
条
の
二
に
規
定
す
る
許
可
証
の

写
し
、
第
八
条
の
三
十
一
に
規
定
す
る
書
面
の
写
し
及
び
次
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
た
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ

の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ

る
記
録
で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も

の
を
い
う
。
た
だ
し
、
当
該
電
磁
的
記
録
を
必
要
に
応
じ
電
子
計
算
機
そ

の
他
の
機
器
を
用
い
て
直
ち
に
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
限

る
。
） 

（
新
規
） 

  

四
・
五 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

令
第
六
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る

令
第
三
条
第
一
号
ニ
の
環
境
省
令
で
定
め
る
書
面
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

区
分
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
（
当
該
産
業
廃
棄
物
の

運
搬
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。 

一
～
三 

（
略
） 

四 

産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
で
あ
つ
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
使
用
事

業
者
か
ら
そ
の
産
業
廃
棄
物
の
運
搬
を
受
託
し
た
者
（
電
子
情
報
処
理
組

織
を
使
用
し
、
情
報
処
理
セ
ン
タ
ー
を
経
由
し
て
当
該
産
業
廃
棄
物
の
運

搬
が
終
了
し
た
旨
を
報
告
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
者
に
限
る
。
） 

第

十
条
の
二
に
規
定
す
る
許
可
証
の
写
し
、
第
八
条
の
三
十
一
に
規
定
す
る

書
面
の
写
し
及
び
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
又
は
電
磁
的
記
録

（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ

る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
た
だ
し
、
当
該
電
磁
的
記

録
を
必
要
に
応
じ
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を
用
い
て
直
ち
に
表
示
す

る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
限
る
。
） 
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イ
～
ニ 

（
略
） 

五 
（
略
） 

六 
法
第
十
二
条
の
七
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者 

第
八
条
の
三
十
八
の

九
に
規
定
す
る
認
定
証
（
二
以
上
の
都
道
府
県
知
事
か
ら
法
第
十
二
条
の

七
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
全
て
の
認
定
証
）

の
写
し 

七
～
十 

（
略
） 

イ
～
ニ 

（
略
） 

五 

（
略
） 

（
新
規
） 

  

 

六
～
九 

（
略
） 

（
運
搬
車
を
用
い
て
行
う
産
業
廃
棄
物
の
収
集
又
は
運
搬
に
係
る
基
準
） 

第
七
条
の
二
の
二 

令
第
六
条
第
一
項
第
一
号
イ
の
規
定
に
よ
る
表
示
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
を
車

体
の
両
側
面
に
鮮
明
に
表
示
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し

、
次
項
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

一
～
三 

（
略
） 

四 

法
第
十
二
条
の
七
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者 

産
業
廃
棄
物
の
収
集

又
は
運
搬
の
用
に
供
す
る
運
搬
車
で
あ
る
旨
、
名
称
及
び
認
定
番
号
（
二

以
上
の
都
道
府
県
知
事
か
ら
同
項
の
認
定
を
受
け
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、

そ
の
全
て
の
認
定
番
号
） 

五
・
六 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
識
別
し
や
す
い
色
の
文
字
で

表
示
す
る
も
の
と
し
、
産
業
廃
棄
物
の
収
集
又
は
運
搬
の
用
に
供
す
る
運
搬

車
で
あ
る
旨
に
つ
い
て
は
日
本
工
業
規
格
Ｚ
八
三
〇
五
に
規
定
す
る
百
四
十

（
運
搬
車
を
用
い
て
行
う
産
業
廃
棄
物
の
収
集
又
は
運
搬
に
係
る
基
準
） 

第
七
条
の
二
の
二 

令
第
六
条
第
一
項
第
一
号
イ
の
規
定
に
よ
る
表
示
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
を
車

体
の
両
側
面
に
鮮
明
に
表
示
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し

、
次
項
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

一
～
三 

（
略
） 

（
新
規
） 

   

四
・
五 

（
略
） 

２ 
（
略
） 

３ 
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
識
別
し
や
す
い
色
の
文
字
で

表
示
す
る
も
の
と
し
、
産
業
廃
棄
物
の
収
集
又
は
運
搬
の
用
に
供
す
る
運
搬

車
で
あ
る
旨
に
つ
い
て
は
日
本
工
業
規
格
Ｚ
八
三
〇
五
に
規
定
す
る
百
四
十
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ポ
イ
ン
ト
以
上
の
大
き
さ
の
文
字
、
そ
れ
以
外
の
事
項
に
つ
い
て
は
、
日
本

工
業
規
格
Ｚ
八
三
〇
五
に
規
定
す
る
九
十
ポ
イ
ン
ト
以
上
（
た
だ
し
、
第
一

項
第
四
号
の
名
称
及
び
認
定
番
号
を
表
示
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
九
十
ポ
イ

ン
ト
以
上
の
大
き
さ
の
文
字
及
び
数
字
を
表
示
で
き
な
い
場
合
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。
）
の
大
き
さ
の
文
字
及
び
数
字
を
用
い
て
表
示
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

４ 

（
略
） 

ポ
イ
ン
ト
以
上
の
大
き
さ
の
文
字
、
そ
れ
以
外
の
事
項
に
つ
い
て
は
、
日
本

工
業
規
格
Ｚ
八
三
〇
五
に
規
定
す
る
九
十
ポ
イ
ン
ト
以
上
の
大
き
さ
の
文
字

及
び
数
字
を
用
い
て
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

   

４ 

（
略
） 

（
産
業
廃
棄
物
の
保
管
の
届
出
の
対
象
と
な
る
保
管
） 

第
八
条
の
二
の
二 

法
第
十
二
条
第
三
項
前
段
の
環
境
省
令
で
定
め
る
保
管
は

、
当
該
保
管
の
用
に
供
さ
れ
る
場
所
の
面
積
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
で

あ
る
場
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
保
管
で
あ
つ
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も

該
当
し
な
い
も
の
と
す
る
。 

一
・
二 

（
略
） 

三 

法
第
十
二
条
の
七
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
が
行
う
当
該
認
定
に
係

る
産
業
廃
棄
物
の
保
管 

四 

（
略
） 

（
産
業
廃
棄
物
の
保
管
の
届
出
の
対
象
と
な
る
保
管
） 

第
八
条
の
二
の
二 

法
第
十
二
条
第
三
項
前
段
の
環
境
省
令
で
定
め
る
保
管
は

、
当
該
保
管
の
用
に
供
さ
れ
る
場
所
の
面
積
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
で

あ
る
場
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
保
管
で
あ
つ
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も

該
当
し
な
い
も
の
と
す
る
。 

一
・
二 

（
略
） 

（
新
規
） 

 

三 

（
略
） 

（
事
業
者
の
帳
簿
記
載
事
項
等
） 

第
八
条
の
五 

法
第
十
二
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条
第
十
五

項
の
規
定
に
よ
る
環
境
省
令
で
定
め
る
事
業
者
の
帳
簿
の
記
載
事
項
は
、
次

の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

令
第
六
条
の
四
第
一
号
に
掲
げ
る
事
業
者
が
設
置
し
て
い
る
事
業
場
に

設
置
さ
れ
て
い
る
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
又
は
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
以

（
事
業
者
の
帳
簿
記
載
事
項
等
） 

第
八
条
の
五 

法
第
十
二
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条
第
十
五

項
の
規
定
に
よ
る
環
境
省
令
で
定
め
る
事
業
者
の
帳
簿
の
記
載
事
項
は
、
次

の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

令
第
六
条
の
四
第
一
号
に
掲
げ
る
事
業
者
が
設
置
し
て
い
る
事
業
場
に

設
置
さ
れ
て
い
る
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
又
は
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
以
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外
の
焼
却
施
設
に
お
い
て
産
業
廃
棄
物
の
処
分
（
再
生
を
含
む
。
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
施
設
に
お
い

て
処
分
さ
れ
る
産
業
廃
棄
物
の
種
類
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
（
当
該

産
業
廃
棄
物
に
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
、
水
銀
使
用
製
品
産
業
廃
棄
物
、

水
銀
含
有
ば
い
じ
ん
等
又
は
法
第
十
二
条
の
七
第
一
項
の
認
定
に
係
る
産

業
廃
棄
物
が
含
ま
れ
る
場
合
は
、
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
、
水
銀
使
用
製

品
産
業
廃
棄
物
、
水
銀
含
有
ば
い
じ
ん
等
又
は
法
第
十
二
条
の
七
第
一
項

の
認
定
に
係
る
産
業
廃
棄
物
に
係
る
こ
れ
ら
の
事
項
を
含
む
。
）
と
す

る
。 

イ
～
ハ 

（
略
） 

二 

そ
の
事
業
活
動
に
伴
い
産
業
廃
棄
物
を
生
ず
る
事
業
場
の
外
に
お
い
て

自
ら
当
該
産
業
廃
棄
物
の
処
分
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
産
業
廃

棄
物
の
種
類
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
の
上
欄
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ

れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

運
搬 

（
略
） 

処
分 

（
略
） 

備
考 

運
搬
又
は
処
分
に
係
る
産
業
廃
棄
物
に
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
、

水
銀
使
用
製
品
産
業
廃
棄
物
、
水
銀
含
有
ば
い
じ
ん
等
又
は
法
第
十
二

条
の
七
第
一
項
の
認
定
に
係
る
産
業
廃
棄
物
が
含
ま
れ
る
場
合
は
、
上

欄
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
石
綿
含

有
産
業
廃
棄
物
、
水
銀
使
用
製
品
産
業
廃
棄
物
、
水
銀
含
有
ば
い
じ
ん

外
の
焼
却
施
設
に
お
い
て
産
業
廃
棄
物
の
処
分
（
再
生
を
含
む
。
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
施
設
に
お
い

て
処
分
さ
れ
る
産
業
廃
棄
物
の
種
類
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
（
当
該

産
業
廃
棄
物
に
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
、
水
銀
使
用
製
品
産
業
廃
棄
物
又

は
水
銀
含
有
ば
い
じ
ん
等
が
含
ま
れ
る
場
合
は
、
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物

、
水
銀
使
用
製
品
産
業
廃
棄
物
又
は
水
銀
含
有
ば
い
じ
ん
等
に
係
る
こ
れ

ら
の
事
項
を
含
む
。
）
と
す
る
。 

 
 

 
 

イ
～
ハ 

（
略
） 

二 

そ
の
事
業
活
動
に
伴
い
産
業
廃
棄
物
を
生
ず
る
事
業
場
の
外
に
お
い
て

自
ら
当
該
産
業
廃
棄
物
の
処
分
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
産
業
廃

棄
物
の
種
類
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
の
上
欄
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ

れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

運
搬 

（
略
） 

処
分 

（
略
）  

備
考 

運
搬
又
は
処
分
に
係
る
産
業
廃
棄
物
に
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
、

水
銀
使
用
製
品
産
業
廃
棄
物
又
は
水
銀
含
有
ば
い
じ
ん
等
が
含
ま
れ
る

場
合
は
、
上
欄
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い

て
、
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
、
水
銀
使
用
製
品
産
業
廃
棄
物
又
は
水
銀

含
有
ば
い
じ
ん
等
に
係
る
も
の
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。 
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等
又
は
法
第
十
二
条
の
七
第
一
項
の
認
定
に
係
る
産
業
廃
棄
物
に
係
る

も
の
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。 

三 
法
第
十
二
条
の
七
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
に
あ
つ
て
は
、
前
二
号

に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

イ 

当
該
認
定
に
係
る
産
業
廃
棄
物
の
処
分
を
自
ら
行
う
場
合
に
あ
つ
て

は
、
当
該
処
分
さ
れ
る
産
業
廃
棄
物
の
種
類
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の

表
の
上
覧
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と

す
る
。 

運
搬 

当
該
産
業
廃
棄
物
を
生
じ
た
事
業
場
の
名
称
及
び
所
在
地 

運
搬
を
行
つ
た
事
業
者
の
名
称 

運
搬
年
月
日 

運
搬
方
法
及
び
運
搬
先
ご
と
の
運
搬
量 

積
替
え
又
は
保
管
を
行
つ
た
場
合
に
は
、
積
替
え
又
は
保

管
の
場
所
ご
と
の
搬
出
量 

処
分 

処
分
年
月
日 

処
分
方
法
ご
と
の
処
分
量 

処
分
（
埋
立
処
分
及
び
海
洋
投
入
処
分
を
除
く
。
）
後
の

廃
棄
物
の
持
出
先
ご
と
の
持
出
量  

備
考 

運
搬
又
は
処
分
に
係
る
産
業
廃
棄
物
に
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
、

水
銀
使
用
製
品
産
業
廃
棄
物
又
は
水
銀
含
有
ば
い
じ
ん
等
が
含
ま
れ
る

場
合
は
、
上
欄
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い

  （
新
規
） 
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て
、
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
、
水
銀
使
用
製
品
産
業
廃
棄
物
又
は
水
銀

含
有
ば
い
じ
ん
等
に
係
る
も
の
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。 

ロ 
当
該
認
定
に
係
る
産
業
廃
棄
物
の
処
分
を
当
該
認
定
を
受
け
た
者
の

う
ち
他
の
事
業
者
が
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
産
業
廃
棄
物
の
種

類
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
の
上
覧
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表

の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

収
集
又
は
運

搬 

当
該
産
業
廃
棄
物
を
生
じ
た
事
業
場
の
名
称
及
び
所
在
地 

収
集
又
は
運
搬
を
行
つ
た
事
業
者
の
名
称 

収
集
又
は
運
搬
年
月
日 

運
搬
方
法
及
び
運
搬
先
ご
と
の
運
搬
量 

積
替
え
又
は
保
管
を
行
つ
た
場
合
に
は
、
積
替
え
又
は
保

管
の
場
所
ご
と
の
搬
出
量 

処
分 

当
該
産
業
廃
棄
物
の
処
分
を
行
つ
た
事
業
場
の
名
称
及
び

所
在
地 

処
分
を
行
つ
た
事
業
者
の
名
称 

備
考 

収
集
、
運
搬
又
は
処
分
に
係
る
産
業
廃
棄
物
に
石
綿
含
有
産
業
廃

棄
物
、
水
銀
使
用
製
品
産
業
廃
棄
物
又
は
水
銀
含
有
ば
い
じ
ん
等
が
含

ま
れ
る
場
合
は
、
上
欄
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
事
項

に
つ
い
て
、
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
、
水
銀
使
用
製
品
産
業
廃
棄
物
又

は
水
銀
含
有
ば
い
じ
ん
等
に
係
る
も
の
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。 

ハ 

当
該
認
定
に
係
る
産
業
廃
棄
物
の
収
集
又
は
運
搬
の
み
を
行
う
場
合
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に
あ
つ
て
は
、
当
該
産
業
廃
棄
物
の
種
類
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項

（
当
該
産
業
廃
棄
物
に
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
、
水
銀
使
用
製
品
産
業

廃
棄
物
又
は
水
銀
含
有
ば
い
じ
ん
等
が
含
ま
れ
る
場
合
は
、
石
綿
含
有

産
業
廃
棄
物
、
水
銀
使
用
製
品
産
業
廃
棄
物
又
は
水
銀
含
有
ば
い
じ
ん

等
に
係
る
こ
れ
ら
の
事
項
を
含
む
。
）
と
す
る
。 

⑴ 

当
該
産
業
廃
棄
物
を
生
じ
た
事
業
場
の
名
称
及
び
所
在
地 

⑵ 

当
該
産
業
廃
棄
物
の
収
集
又
は
運
搬
を
当
該
認
定
を
受
け
た
者
の

う
ち
他
の
事
業
者
が
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
収
集
又
は
運
搬

を
行
つ
た
事
業
者
の
名
称 

⑶ 

収
集
又
は
運
搬
年
月
日 

⑷ 

運
搬
方
法
及
び
運
搬
先
ご
と
の
運
搬
量 

⑸ 

積
替
え
又
は
保
管
を
行
つ
た
場
合
に
は
、
積
替
え
又
は
保
管
の
場

所
ご
と
の
搬
出
量 

２
・
３ 

（
略
） 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

２
・
３ 

（
略
） 

（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
保
管
の
届
出
の
対
象
と
な
る
保
管
） 

第
八
条
の
十
三
の
三 

法
第
十
二
条
の
二
第
三
項
前
段
の
環
境
省
令
で
定
め
る

保
管
は
、
当
該
保
管
の
用
に
供
さ
れ
る
場
所
の
面
積
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
で
あ
る
場
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
保
管
で
あ
つ
て
、
次
の
各
号
の
い
ず

れ
に
も
該
当
し
な
い
も
の
と
す
る
。 

一
・
二 

（
略
） 

三 

法
第
十
二
条
の
七
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
が
行
う
当
該
認
定
に
係

る
産
業
廃
棄
物
の
保
管 

（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
保
管
の
届
出
の
対
象
と
な
る
保
管
） 

第
八
条
の
十
三
の
三 

法
第
十
二
条
の
二
第
三
項
前
段
の
環
境
省
令
で
定
め
る

保
管
は
、
当
該
保
管
の
用
に
供
さ
れ
る
場
所
の
面
積
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
で
あ
る
場
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
保
管
で
あ
つ
て
、
次
の
各
号
の
い
ず

れ
に
も
該
当
し
な
い
も
の
と
す
る
。 

一
・
二 

（
略
） 

（
新
規
） 

 



  

16 

四 

（
略
） 

三 

（
略
） 

 
（
多
量
排
出
事
業
者
の
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
理
計
画
） 

第
八
条
の
十
七
の
二 

法
第
十
二
条
の
二
第
十
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
様
式
第
二
号
の
十
三
に
よ
る
計
画
書
を

当
該
年
度
の
六
月
三
十
日
ま
で
に
提
出
す
る
こ
と
と
す
る
。 

一
～
十 

（
略
） 

十
一 

法
第
十
二
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用

に
関
す
る
事
項 

 

（
多
量
排
出
事
業
者
の
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
理
計
画
） 

第
八
条
の
十
七
の
二 

法
第
十
二
条
の
二
第
十
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
様
式
第
二
号
の
十
三
に
よ
る
計
画
書
を

当
該
年
度
の
六
月
三
十
日
ま
で
に
提
出
す
る
こ
と
と
す
る
。 

一
～
十 

（
略
） 

十
一 

電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
に
関
す
る
事
項 

（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
を
生
ず
る
事
業
者
の
帳
簿
記
載
事
項
等
） 

第
八
条
の
十
八 

法
第
十
二
条
の
二
第
十
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条

第
十
五
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事
業
者
の
帳
簿
の
記
載
事
項
は
、
次
の
と

お
り
と
す
る
。 

 

一 

特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
種
類
ご
と
に
、
次
の
表
の
上
欄
の
区
分
に
応

じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

運
搬 

（
略
） 

処
分 

（
略
）  

備
考 

運
搬
又
は
処
分
に
係
る
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
に
法
第
十
二
条
の

七
第
一
項
の
認
定
に
係
る
産
業
廃
棄
物
が
含
ま
れ
る
場
合
は
、
上
欄
の

区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
当
該
特
別
管

理
産
業
廃
棄
物
に
係
る
も
の
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。 

（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
を
生
ず
る
事
業
者
の
帳
簿
記
載
事
項
等
） 

第
八
条
の
十
八 

法
第
十
二
条
の
二
第
十
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条

第
十
五
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事
業
者
の
帳
簿
の
記
載
事
項
は
、
特
別
管

理
産
業
廃
棄
物
の
種
類
ご
と
に
、
次
の
表
の
上
欄
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

（
新
規
） 

 

運
搬 

（
略
） 

処
分 

（
略
）  

（
新
規
） 
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二 

法
第
十
二
条
の
七
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
に
あ
つ
て
は
、
前
号
に

掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
次
の
表
の
上
覧
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

収
集
又
は
運

搬 
当
該
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
を
生
じ
た
事
業
場
の
名
称
及

び
所
在
地 

収
集
又
は
運
搬
を
行
つ
た
事
業
者
の
名
称 

収
集
又
は
運
搬
年
月
日 

運
搬
方
法
及
び
運
搬
先
ご
と
の
運
搬
量 

積
替
え
又
は
保
管
を
行
つ
た
場
合
に
は
、
積
替
え
又
は
保

管
の
場
所
ご
と
の
搬
出
量 

処
分 

当
該
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
処
分
を
行
つ
た
事
業
場
の

名
称
及
び
所
在
地 

処
分
を
行
つ
た
事
業
者
の
名
称 

処
分
年
月
日 

処
分
方
法
ご
と
の
処
分
量 

処
分
（
埋
立
処
分
を
除
く
。
）
後
の
廃
棄
物
の
持
出
先
ご

と
の
持
出
量  

２
・
３ 

（
略
） 

（
新
規
） 

                

２
・
３ 

（
略
） 

（
産
業
廃
棄
物
管
理
票
の
交
付
） 

第
八
条
の
二
十 

管
理
票
の
交
付
は
、
次
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

一
～
四 

（
略
） 

（
産
業
廃
棄
物
管
理
票
の
交
付
） 

第
八
条
の
二
十 

管
理
票
の
交
付
は
、
次
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

一
～
四 
（
略
） 
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五 

中
間
処
理
業
者
（
当
該
産
業
廃
棄
物
に
係
る
処
分
を
委
託
し
た
者
が
電

子
情
報
処
理
組
織
使
用
義
務
者
又
は
電
子
情
報
処
理
組
織
使
用
事
業
者
で

あ
る
場
合
に
限
る
。
）
に
あ
つ
て
は
、
次
条
第
一
項
第
八
号
及
び
第
十
号

に
規
定
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
当
該
産
業
廃
棄
物
に
係
る
す
べ
て
の
第
八

条
の
三
十
一
の
五
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
係
る
事
項
と
相
違
が
な

い
こ
と
を
確
認
の
上
、
交
付
す
る
こ
と
。 

五 

中
間
処
理
業
者
（
当
該
産
業
廃
棄
物
に
係
る
処
分
を
委
託
し
た
者
が
電

子
情
報
処
理
組
織
使
用
事
業
者
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
に
あ
つ
て
は
、

次
条
第
一
項
第
八
号
及
び
第
十
号
に
規
定
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
当
該
産

業
廃
棄
物
に
係
る
す
べ
て
の
第
八
条
の
三
十
一
の
二
第
三
号
の
規
定
に
よ

る
通
知
に
係
る
事
項
と
相
違
が
な
い
こ
と
を
確
認
の
上
、
交
付
す
る
こ

と
。 

（
管
理
票
の
記
載
事
項
） 

第
八
条
の
二
十
一 

法
第
十
二
条
の
三
第
一
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
は

、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一
～
九 

（
略
） 

十 

中
間
処
理
業
者
（
当
該
産
業
廃
棄
物
に
係
る
処
分
を
委
託
し
た
者
が
電

子
情
報
処
理
組
織
使
用
義
務
者
又
は
電
子
情
報
処
理
組
織
使
用
事
業
者
で

あ
る
場
合
に
限
る
。
）
に
あ
つ
て
は
、
当
該
産
業
廃
棄
物
に
係
る
処
分
を

委
託
し
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
第
八
条
の
三
十
一
の
五
第
三
号
に
規

定
す
る
登
録
番
号 

十
一 

（
略
） 

十
二 

電
子
情
報
処
理
組
織
使
用
義
務
者
が
第
八
条
の
三
十
一
の
四
各
号
の

い
ず
れ
か
に
該
当
し
て
管
理
票
を
交
付
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
理
由 

２ 

（
略
） 

（
管
理
票
の
記
載
事
項
） 

第
八
条
の
二
十
一 

法
第
十
二
条
の
三
第
一
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
は

、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一
～
九 

（
略
） 

十 

中
間
処
理
業
者
（
当
該
産
業
廃
棄
物
に
係
る
処
分
を
委
託
し
た
者
が
電

子
情
報
処
理
組
織
使
用
事
業
者
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
に
あ
つ
て
は
、

当
該
産
業
廃
棄
物
に
係
る
処
分
を
委
託
し
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
第

八
条
の
三
十
一
の
二
第
三
号
に
規
定
す
る
登
録
番
号 

 

十
一 

（
略
） 

（
新
規
） 

 
２ 
（
略
） 

（
処
分
受
託
者
の
管
理
票
交
付
者
へ
の
管
理
票
の
写
し
の
送
付
） 

第
八
条
の
二
十
五
の
二 

処
分
受
託
者
は
、
法
第
十
二
条
の
三
第
四
項
前
段
若

し
く
は
第
五
項
又
は
第
十
二
条
の
五
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
最
終
処
分
が
終

（
処
分
受
託
者
の
管
理
票
交
付
者
へ
の
管
理
票
の
写
し
の
送
付
） 

第
八
条
の
二
十
五
の
二 

処
分
受
託
者
は
、
法
第
十
二
条
の
三
第
四
項
前
段
若

し
く
は
第
五
項
又
は
第
十
二
条
の
五
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
最
終
処
分
が
終
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了
し
た
旨
が
記
載
さ
れ
た
管
理
票
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
と
き
は
、
法
第

十
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
管
理
票
又
は
同
条
第
三
項

後
段
の
規
定
に
よ
り
回
付
さ
れ
た
管
理
票
に
最
終
処
分
が
終
了
し
た
旨
、
当

該
最
終
処
分
を
行
つ
た
場
所
の
所
在
地
及
び
当
該
最
終
処
分
が
終
了
し
た
年

月
日
を
記
載
す
る
と
と
も
に
、
当
該
管
理
票
に
係
る
全
て
の
中
間
処
理
産
業

廃
棄
物
に
つ
い
て
最
終
処
分
が
適
正
に
終
了
し
た
こ
と
を
確
認
の
上
、
当
該

処
分
を
委
託
し
た
管
理
票
交
付
者
に
当
該
管
理
票
の
写
し
を
送
付
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

了
し
た
旨
が
記
載
さ
れ
た
管
理
票
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
と
き
は
、
法
第

十
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
管
理
票
又
は
同
条
第
三
項

後
段
の
規
定
に
よ
り
回
付
さ
れ
た
管
理
票
に
最
終
処
分
が
終
了
し
た
旨
、
当

該
最
終
処
分
を
行
つ
た
場
所
の
所
在
地
及
び
当
該
最
終
処
分
が
終
了
し
た
年

月
日
を
記
載
す
る
と
と
も
に
、
当
該
管
理
票
に
係
る
全
て
の
中
間
処
理
産
業

廃
棄
物
に
つ
い
て
最
終
処
分
が
適
正
に
終
了
し
た
こ
と
を
確
認
の
上
、
当
該

処
分
を
委
託
し
た
管
理
票
交
付
者
に
当
該
管
理
票
の
写
し
を
送
付
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

（
管
理
票
の
写
し
の
送
付
を
受
け
る
ま
で
の
期
間
） 

第
八
条
の
二
十
八 

法
第
十
二
条
の
三
第
八
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
期
間
は

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の

と
す
る
。 

一 

（
略
） 

二 

法
第
十
二
条
の
三
第
五
項
又
は
第
十
二
条
の
五
第
六
項
の
規
定
に
よ
る

最
終
処
分
が
終
了
し
た
旨
が
記
載
さ
れ
た
管
理
票
の
写
し
の
送
付 

管
理

票
の
交
付
の
日
か
ら
百
八
十
日 

（
管
理
票
の
写
し
の
送
付
を
受
け
る
ま
で
の
期
間
） 

第
八
条
の
二
十
八 

法
第
十
二
条
の
三
第
八
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
期
間
は

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の

と
す
る
。 

一 

（
略
） 

二 

法
第
十
二
条
の
三
第
五
項
又
は
第
十
二
条
の
五
第
五
項
の
規
定
に
よ
る

最
終
処
分
が
終
了
し
た
旨
が
記
載
さ
れ
た
管
理
票
の
写
し
の
送
付 

管
理

票
の
交
付
の
日
か
ら
百
八
十
日 

（
管
理
票
交
付
者
が
講
ず
べ
き
措
置
） 

第
八
条
の
二
十
九 

管
理
票
交
付
者
は
、
法
第
十
二
条
の
三
第
八
項
に
規
定
す

る
と
き
は
、
生
活
環
境
の
保
全
上
の
支
障
の
除
去
又
は
発
生
の
防
止
の
た
め

に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
次
の
表
の
上
欄
の
区
分
に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
報
告
期
限
ま
で
に
、
様
式
第
四
号
に
よ
る
報

告
書
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
管
理
票
交
付
者
が
講
ず
べ
き
措
置
） 

第
八
条
の
二
十
九 

管
理
票
交
付
者
は
、
法
第
十
二
条
の
三
第
八
項
に
規
定
す

る
と
き
は
、
生
活
環
境
の
保
全
上
の
支
障
の
除
去
又
は
発
生
の
防
止
の
た
め

に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
次
の
表
の
上
欄
の
区
分
に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
報
告
期
限
ま
で
に
、
様
式
第
四
号
に
よ
る
報

告
書
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。 
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区 
 
 
 
 
 
 

分 

報
告
期
限 

（
略
） 

（
略
） 

法
第
十
四
条
第
十
三
項
、
第
十
四
条
の
二
第
四
項

、
第
十
四
条
の
四
第
十
三
項
又
は
第
十
四
条
の
五

第
四
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
場
合
に
お

い
て
、
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
又
は
特
別
管

理
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
に
引
き
渡
し
た
産

業
廃
棄
物
（
当
該
通
知
を
し
た
産
業
廃
棄
物
収
集

運
搬
業
者
、
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業

者
又
は
産
業
廃
棄
物
若
し
く
は
特
別
管
理
産
業
廃

棄
物
の
収
集
若
し
く
は
運
搬
の
事
業
の
全
部
を
廃

止
し
た
者
に
そ
の
運
搬
を
委
託
し
た
も
の
に
限

る
。
）
に
係
る
法
第
十
二
条
の
三
第
三
項
の
規
定

に
よ
る
管
理
票
の
写
し
の
送
付
を
受
け
て
い
な
い

と
き 

当
該
通
知
を
受
け
た

日
か
ら
三
十
日
以
内 

法
第
十
四
条
第
十
三
項
、
第
十
四
条
の
二
第
四
項

、
第
十
四
条
の
四
第
十
三
項
又
は
第
十
四
条
の
五

第
四
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
場
合
に
お

い
て
、
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
若
し
く
は
産

業
廃
棄
物
処
分
業
者
又
は
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物

収
集
運
搬
業
者
若
し
く
は
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物

当
該
通
知
を
受
け
た

日
か
ら
三
十
日
以
内 

区 
 
 
 
 
 
 

分 

報
告
期
限 

（
略
） 

（
略
） 

法
第
十
四
条
第
十
三
項
又
は
第
十
四
条
の
四
第
十

三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
場
合
に
お
い

て
、
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
又
は
特
別
管
理

産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
に
引
き
渡
し
た
産
業

廃
棄
物
（
当
該
通
知
を
し
た
産
業
廃
棄
物
収
集
運

搬
業
者
又
は
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業

者
に
そ
の
運
搬
を
委
託
し
た
も
の
に
限
る
。
）
に

係
る
法
第
十
二
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
管

理
票
の
写
し
の
送
付
を
受
け
て
い
な
い
と
き 

    

当
該
通
知
を
受
け
た

日
か
ら
三
十
日
以
内 

法
第
十
四
条
第
十
三
項
又
は
第
十
四
条
の
四
第
十

三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
場
合
に
お
い

て
、
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
若
し
く
は
産
業

廃
棄
物
処
分
業
者
又
は
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
収

集
運
搬
業
者
若
し
く
は
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処

分
業
者
に
引
き
渡
し
た
産
業
廃
棄
物
（
当
該
通
知

当
該
通
知
を
受
け
た

日
か
ら
三
十
日
以
内 
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処
分
業
者
に
引
き
渡
し
た
産
業
廃
棄
物
（
当
該
通

知
を
し
た
産
業
廃
棄
物
処
分
業
者
、
特
別
管
理
産

業
廃
棄
物
処
分
業
者
又
は
産
業
廃
棄
物
若
し
く
は

特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
処
分
の
事
業
の
全
部
を

廃
止
し
た
者
に
そ
の
処
分
を
委
託
し
た
も
の
に
限

る
。
）
に
係
る
法
第
十
二
条
の
三
第
四
項
の
規
定

に
よ
る
管
理
票
の
写
し
の
送
付
を
受
け
て
い
な
い

と
き 

法
第
十
四
条
の
三
の
二
第
三
項
（
法
第
十
四
条
の

六
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

に
よ
る
通
知
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
産
業
廃

棄
物
収
集
運
搬
業
者
又
は
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物

収
集
運
搬
業
者
に
引
き
渡
し
た
産
業
廃
棄
物
（
当

該
通
知
を
し
た
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
又
は
特

別
管
理
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
の
許
可
を
取
り

消
さ
れ
た
者
に
そ
の
運
搬
を
委
託
し
た
も
の
に
限

る
。
）
に
係
る
法
第
十
二
条
の
三
第
三
項
の
規
定

に
よ
る
管
理
票
の
写
し
の
送
付
を
受
け
て
い
な
い

と
き 

当
該
通
知
を
受
け
た

日
か
ら
三
十
日
以
内 

法
第
十
四
条
の
三
の
二
第
三
項
（
法
第
十
四
条
の

六
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

当
該
通
知
を
受
け
た

日
か
ら
三
十
日
以
内 

を
し
た
産
業
廃
棄
物
処
分
業
者
又
は
特
別
管
理
産

業
廃
棄
物
処
分
業
者
に
そ
の
処
分
を
委
託
し
た
も

の
に
限
る
。
）
に
係
る
法
第
十
二
条
の
三
第
四
項

の
規
定
に
よ
る
管
理
票
の
写
し
の
送
付
を
受
け
て

い
な
い
と
き 

   

（
新
規
） 

          

（
新
規
） 

 

（
新
規
） 

 

（
新
規
） 
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に
よ
る
通
知
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
産
業
廃

棄
物
収
集
運
搬
業
者
若
し
く
は
産
業
廃
棄
物
処
分

業
者
又
は
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者

若
し
く
は
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
分
業
者
に
引

き
渡
し
た
産
業
廃
棄
物
（
当
該
通
知
を
し
た
産
業

廃
棄
物
処
分
業
又
は
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
分

業
の
許
可
を
取
り
消
さ
れ
た
者
に
そ
の
処
分
を
委

託
し
た
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
法
第
十
二
条
の

三
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
管
理
票
の
写
し
の
送
付

を
受
け
て
い
な
い
と
き 

 

          
 

（
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
そ
の
運
搬
又
は
処
分
の
状
況
を
速
や
か

に
把
握
す
る
必
要
の
あ
る
産
業
廃
棄
物
） 

第
八
条
の
三
十
一
の
二 

法
第
十
二
条
の
五
第
一
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
産

業
廃
棄
物
は
、
法
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
（
令

第
二
条
の
四
第
五
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
と
す
る
。 

（
新
規
） 

（
電
子
情
報
処
理
組
織
使
用
義
務
者
） 

第
八
条
の
三
十
一
の
三 

法
第
十
二
条
の
五
第
一
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事

業
者
は
、
当
該
年
度
の
前
々
年
度
に
お
い
て
産
業
廃
棄
物
（
前
条
に
規
定
す

る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
発
生
量
が
五
十
ト
ン

以
上
で
あ
る
事
業
場
を
設
置
し
て
い
る
事
業
者
（
当
該
事
業
場
か
ら
生
ず
る

産
業
廃
棄
物
の
運
搬
又
は
処
分
を
他
人
に
委
託
す
る
場
合
に
限
る
。
）
と
す

（
新
規
） 
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る
。 

（
情
報
処
理
セ
ン
タ
ー
に
登
録
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
） 

第
八
条
の
三
十
一
の
四 

法
第
十
二
条
の
五
第
一
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
場

合
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

一 

電
気
通
信
回
線
の
故
障
、
天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
、

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
、
法
第
十
二
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
登
録
、
同
条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
又
は
同

条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
場
合 

 

二 

そ
の
使
用
に
係
る
入
出
力
装
置
が
情
報
処
理
セ
ン
タ
ー
の
使
用
に
係
る

電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
）
と
電
気
通
信
回
線
で
接
続
さ
れ

て
い
る
者
に
産
業
廃
棄
物
の
運
搬
又
は
処
分
の
委
託
を
す
る
こ
と
が
困
難

で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合 

 

三 

電
子
情
報
処
理
組
織
使
用
義
務
者
の
常
勤
の
役
員
又
は
職
員
の
年
齢
が

、
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
に
お
い
て
い
ず
れ
も
六
十
五
歳
以
上
で

あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
そ
の
使
用
に
係
る
入
出
力
装
置
が
情
報
処
理
セ
ン

タ
ー
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
）
と
電
気
通

信
回
線
で
接
続
さ
れ
て
い
な
い
場
合 

（
新
規
） 

（
情
報
処
理
セ
ン
タ
ー
へ
の
登
録
手
続
） 

第
八
条
の
三
十
一
の
五 

法
第
十
二
条
の
五
第
一
項
及
び
第
二
項
（
こ
れ
ら
の

規
定
を
法
第
十
五
条
の
四
の
七
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
以
下
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
情
報
処
理
セ
ン
タ
ー
へ
の
登
録
は
、
次

（
情
報
処
理
セ
ン
タ
ー
へ
の
登
録
手
続
） 

第
八
条
の
三
十
一
の
二 

法
第
十
二
条
の
五
第
一
項
（
法
第
十
五
条
の
四
の
七

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る

情
報
処
理
セ
ン
タ
ー
へ
の
登
録
は
、
次
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 
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に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

一
～
五 

（
略
） 

六 
中
間
処
理
業
者
（
当
該
産
業
廃
棄
物
に
係
る
処
分
を
委
託
し
た
者
が
電

子
情
報
処
理
組
織
使
用
義
務
者
又
は
電
子
情
報
処
理
組
織
使
用
事
業
者
で

な
い
場
合
に
限
る
。
）
に
あ
つ
て
は
、
第
八
条
の
三
十
二
第
八
号
及
び
第

十
号
に
規
定
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
交
付
又
は
回
付
さ
れ
た
当
該
産
業
廃

棄
物
に
係
る
す
べ
て
の
管
理
票
に
記
載
さ
れ
た
事
項
と
相
違
が
な
い
こ
と

を
確
認
の
上
、
登
録
す
る
こ
と
。 

 

一
～
五 

（
略
） 

六 

中
間
処
理
業
者
（
当
該
産
業
廃
棄
物
に
係
る
処
分
を
委
託
し
た
者
が
電

子
情
報
処
理
組
織
使
用
事
業
者
で
な
い
場
合
に
限
る
。
）
に
あ
つ
て
は
、

第
八
条
の
三
十
二
第
八
号
及
び
第
十
号
に
規
定
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
交

付
又
は
回
付
さ
れ
た
当
該
産
業
廃
棄
物
に
係
る
す
べ
て
の
管
理
票
に
記
載

さ
れ
た
事
項
と
相
違
が
な
い
こ
と
を
確
認
の
上
、
登
録
す
る
こ
と
。 

（
情
報
処
理
セ
ン
タ
ー
へ
の
登
録
期
限
） 

第
八
条
の
三
十
一
の
六 

法
第
十
二
条
の
五
第
一
項
及
び
第
二
項
の
環
境
省
令

で
定
め
る
期
間
は
、
三
日
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法

律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
休
日
、
一
月
二
日

、
一
月
三
日
及
び
十
二
月
二
十
九
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
日
（
以

下
「
休
日
等
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
と
す
る
。 

（
情
報
処
理
セ
ン
タ
ー
へ
の
登
録
期
限
） 

第
八
条
の
三
十
一
の
三 

法
第
十
二
条
の
五
第
一
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
期

間
は
、
三
日
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二

十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
休
日
、
一
月
二
日
、
一
月
三
日

及
び
十
二
月
二
十
九
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
日
（
以
下
「
休
日
等

」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
と
す
る
。 

（
情
報
処
理
セ
ン
タ
ー
へ
の
登
録
事
項
） 

第
八
条
の
三
十
二 

法
第
十
二
条
の
五
第
一
項
及
び
第
二
項
の
環
境
省
令
で
定

め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一
～
九 

（
略
） 

十 

中
間
処
理
業
者
（
当
該
産
業
廃
棄
物
に
係
る
処
分
を
委
託
し
た
者
が
電

子
情
報
処
理
組
織
使
用
義
務
者
又
は
電
子
情
報
処
理
組
織
使
用
事
業
者
で

な
い
場
合
に
限
る
。
）
に
あ
つ
て
は
、
交
付
又
は
回
付
さ
れ
た
当
該
産
業

廃
棄
物
に
係
る
管
理
票
を
交
付
し
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
管
理
票
の

（
情
報
処
理
セ
ン
タ
ー
へ
の
登
録
事
項
） 

第
八
条
の
三
十
二 

法
第
十
二
条
の
五
第
一
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
は

、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一
～
九 

（
略
） 

十 

中
間
処
理
業
者
（
当
該
産
業
廃
棄
物
に
係
る
処
分
を
委
託
し
た
者
が
電

子
情
報
処
理
組
織
使
用
事
業
者
で
な
い
場
合
に
限
る
。
）
に
あ
つ
て
は
、

交
付
又
は
回
付
さ
れ
た
当
該
産
業
廃
棄
物
に
係
る
管
理
票
を
交
付
し
た
者

の
氏
名
又
は
名
称
及
び
管
理
票
の
交
付
番
号 
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交
付
番
号 

十
一 

（
略
） 

 

十
一 

（
略
） 

（
情
報
処
理
セ
ン
タ
ー
へ
の
運
搬
又
は
処
分
の
終
了
の
報
告
） 

第
八
条
の
三
十
三 

法
第
十
二
条
の
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
運
搬
又
は
処
分

の
終
了
の
報
告
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号

に
定
め
る
事
項
を
情
報
処
理
セ
ン
タ
ー
に
報
告
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の

と
す
る
。 

一
・
二 

（
略
） 

（
情
報
処
理
セ
ン
タ
ー
へ
の
運
搬
又
は
処
分
の
終
了
の
報
告
） 

第
八
条
の
三
十
三 

法
第
十
二
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
運
搬
又
は
処
分

の
終
了
の
報
告
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号

に
定
め
る
事
項
を
情
報
処
理
セ
ン
タ
ー
に
報
告
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の

と
す
る
。 

一
・
二 

（
略
） 

（
情
報
処
理
セ
ン
タ
ー
へ
の
報
告
期
限
） 

第
八
条
の
三
十
四 

法
第
十
二
条
の
五
第
三
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
期
間
は

、
運
搬
又
は
処
分
を
終
了
し
た
日
か
ら
三
日
（
休
日
等
を
除
く
。
）
と
す

る
。 

（
情
報
処
理
セ
ン
タ
ー
へ
の
報
告
期
限
） 

第
八
条
の
三
十
四 

法
第
十
二
条
の
五
第
二
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
期
間
は

、
運
搬
又
は
処
分
を
終
了
し
た
日
か
ら
三
日
（
休
日
等
を
除
く
。
）
と
す

る
。 

（
処
分
受
託
者
の
情
報
処
理
セ
ン
タ
ー
へ
の
報
告
） 

第
八
条
の
三
十
四
の
二 

処
分
受
託
者
は
、
法
第
十
二
条
の
三
第
四
項
前
段
若

し
く
は
第
五
項
又
は
第
十
二
条
の
五
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
最
終
処
分
が
終

了
し
た
旨
が
記
載
さ
れ
た
管
理
票
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該

管
理
票
に
係
る
登
録
に
係
る
全
て
の
中
間
処
理
産
業
廃
棄
物
に
つ
い
て
最
終

処
分
が
適
正
に
終
了
し
た
こ
と
を
確
認
の
上
、
情
報
処
理
セ
ン
タ
ー
に
最
終

処
分
を
行
つ
た
場
所
の
所
在
地
、
当
該
最
終
処
分
が
終
了
し
た
年
月
日
及
び

当
該
登
録
に
係
る
登
録
番
号
を
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
処
分
受
託
者
の
情
報
処
理
セ
ン
タ
ー
へ
の
報
告
） 

第
八
条
の
三
十
四
の
二 

処
分
受
託
者
は
、
法
第
十
二
条
の
三
第
四
項
前
段
若

し
く
は
第
五
項
又
は
第
十
二
条
の
五
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
最
終
処
分
が
終

了
し
た
旨
が
記
載
さ
れ
た
管
理
票
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該

管
理
票
に
係
る
登
録
に
係
る
全
て
の
中
間
処
理
産
業
廃
棄
物
に
つ
い
て
最
終

処
分
が
適
正
に
終
了
し
た
こ
と
を
確
認
の
上
、
情
報
処
理
セ
ン
タ
ー
に
最
終

処
分
を
行
つ
た
場
所
の
所
在
地
、
当
該
最
終
処
分
が
終
了
し
た
年
月
日
及
び

当
該
登
録
に
係
る
登
録
番
号
を
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
処
分
受
託
者
の
情
報
処
理
セ
ン
タ
ー
へ
の
報
告
期
限
） 

第
八
条
の
三
十
四
の
三 

法
第
十
二
条
の
五
第
四
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
期

（
処
分
受
託
者
の
情
報
処
理
セ
ン
タ
ー
へ
の
報
告
期
限
） 

第
八
条
の
三
十
四
の
三 

法
第
十
二
条
の
五
第
三
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
期



  

26 

間
は
、
三
日
（
休
日
等
を
除
く
。
）
と
す
る
。 

間
は
、
三
日
（
休
日
等
を
除
く
。
）
と
す
る
。 

（
情
報
処
理
セ
ン
タ
ー
の
電
子
情
報
処
理
組
織
使
用
義
務
者
又
は
電
子
情
報

処
理
組
織
使
用
事
業
者
へ
の
通
知
） 

第
八
条
の
三
十
四
の
四 

情
報
処
理
セ
ン
タ
ー
は
、
法
第
十
二
条
の
五
第
五
項

に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
報
告
に
係
る
産
業
廃
棄
物
の
処
分
が
最

終
処
分
で
あ
る
と
き
は
、
最
終
処
分
が
終
了
し
た
旨
、
当
該
最
終
処
分
を
行

つ
た
場
所
の
所
在
地
、
当
該
最
終
処
分
が
終
了
し
た
年
月
日
及
び
当
該
報
告

に
係
る
登
録
番
号
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
情
報
処
理
セ
ン
タ
ー
の
電
子
情
報
処
理
組
織
使
用
事
業
者
へ
の
通
知
） 

 第
八
条
の
三
十
四
の
四 

情
報
処
理
セ
ン
タ
ー
は
、
法
第
十
二
条
の
五
第
四
項

に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
報
告
に
係
る
産
業
廃
棄
物
の
処
分
が
最

終
処
分
で
あ
る
と
き
は
、
最
終
処
分
が
終
了
し
た
旨
、
当
該
最
終
処
分
を
行

つ
た
場
所
の
所
在
地
、
当
該
最
終
処
分
が
終
了
し
た
年
月
日
及
び
当
該
報
告

に
係
る
登
録
番
号
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
処
分
受
託
者
の
管
理
票
交
付
者
へ
の
管
理
票
の
写
し
の
送
付
） 

第
八
条
の
三
十
四
の
五 

処
分
受
託
者
は
、
法
第
十
二
条
の
五
第
六
項
に
規
定

す
る
場
合
に
は
、
法
第
十
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
管

理
票
又
は
同
条
第
三
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
回
付
さ
れ
た
管
理
票
に
最
終
処

分
が
終
了
し
た
旨
、
当
該
最
終
処
分
を
行
つ
た
場
所
の
所
在
地
及
び
当
該
最

終
処
分
が
終
了
し
た
年
月
日
を
記
載
す
る
と
と
も
に
、
当
該
管
理
票
に
係
る

全
て
の
中
間
処
理
産
業
廃
棄
物
に
つ
い
て
最
終
処
分
が
適
正
に
終
了
し
た
こ

と
を
確
認
の
上
、
当
該
処
分
を
委
託
し
た
管
理
票
交
付
者
に
当
該
管
理
票
の

写
し
を
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
処
分
受
託
者
の
管
理
票
交
付
者
へ
の
管
理
票
の
写
し
の
送
付
） 

第
八
条
の
三
十
四
の
五 

処
分
受
託
者
は
、
法
第
十
二
条
の
五
第
五
項
に
規
定

す
る
場
合
に
は
、
法
第
十
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
管

理
票
又
は
同
条
第
三
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
回
付
さ
れ
た
管
理
票
に
最
終
処

分
が
終
了
し
た
旨
、
当
該
最
終
処
分
を
行
つ
た
場
所
の
所
在
地
及
び
当
該
最

終
処
分
が
終
了
し
た
年
月
日
を
記
載
す
る
と
と
も
に
、
当
該
管
理
票
に
係
る

全
て
の
中
間
処
理
産
業
廃
棄
物
に
つ
い
て
最
終
処
分
が
適
正
に
終
了
し
た
こ

と
を
確
認
の
上
、
当
該
処
分
を
委
託
し
た
管
理
票
交
付
者
に
当
該
管
理
票
の

写
し
を
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
処
分
受
託
者
の
管
理
票
交
付
者
へ
の
管
理
票
の
写
し
の
送
付
期
限
） 

第
八
条
の
三
十
四
の
六 

法
第
十
二
条
の
五
第
六
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
期

間
は
、
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
十
日
と
す
る
。 

（
処
分
受
託
者
の
管
理
票
交
付
者
へ
の
管
理
票
の
写
し
の
送
付
期
限
） 

第
八
条
の
三
十
四
の
六 

法
第
十
二
条
の
五
第
五
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
期

間
は
、
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
十
日
と
す
る
。 

（
情
報
処
理
セ
ン
タ
ー
に
よ
る
情
報
の
保
存
期
間
） 

第
八
条
の
三
十
五 

法
第
十
二
条
の
五
第
八
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
期
間
は

（
情
報
処
理
セ
ン
タ
ー
に
よ
る
情
報
の
保
存
期
間
） 

第
八
条
の
三
十
五 

法
第
十
二
条
の
五
第
七
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
期
間
は
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、
五
年
と
す
る
。 

、
五
年
と
す
る
。 

（
情
報
処
理
セ
ン
タ
ー
に
よ
る
報
告
） 

第
八
条
の
三
十
六 

法
第
十
二
条
の
五
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
都
道
府
県
知
事

に
対
す
る
報
告
は
、
産
業
廃
棄
物
を
排
出
す
る
事
業
場
ご
と
に
、
毎
年
六
月

三
十
日
ま
で
に
、
そ
の
年
の
三
月
三
十
一
日
以
前
の
一
年
間
に
お
け
る
同
条

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
並
び
に
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

る
報
告
の
内
容
並
び
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
文
書
又
は
こ
れ
ら
の

事
項
を
記
録
し
た
磁
気
デ
ィ
ス
ク
（
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事

項
を
確
実
に
記
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
物
を
含
む
。
）
を
当
該
事
業
場
の
所

在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す

る
。 

一
～
四 

（
略
） 

（
情
報
処
理
セ
ン
タ
ー
に
よ
る
報
告
） 

第
八
条
の
三
十
六 

法
第
十
二
条
の
五
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
都
道
府
県
知
事

に
対
す
る
報
告
は
、
産
業
廃
棄
物
を
排
出
す
る
事
業
場
ご
と
に
、
毎
年
六
月

三
十
日
ま
で
に
、
そ
の
年
の
三
月
三
十
一
日
以
前
の
一
年
間
に
お
け
る
同
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
内
容

並
び
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
文
書
又
は
こ
れ
ら
の
事
項
を
記
録
し

た
磁
気
デ
ィ
ス
ク
（
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記

録
す
る
こ
と
が
で
き
る
物
を
含
む
。
）
を
当
該
事
業
場
の
所
在
地
を
管
轄
す

る
都
道
府
県
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

一
～
四 

（
略
） 

（
運
搬
受
託
者
又
は
処
分
受
託
者
か
ら
の
報
告
を
受
け
る
ま
で
の
期
間
） 

第
八
条
の
三
十
七 

法
第
十
二
条
の
五
第
十
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
期
間
は

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の

と
す
る
。 

一 

法
第
十
二
条
の
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
報
告 

登
録
の
日
か
ら
九
十

日
（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
に
係
る
登
録
に
あ
つ
て
は
、
六
十
日
） 

二 

法
第
十
二
条
の
五
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
報
告 

登
録
の
日
か
ら
百
八

十
日 

（
運
搬
受
託
者
又
は
処
分
受
託
者
か
ら
の
報
告
を
受
け
る
ま
で
の
期
間
） 

第
八
条
の
三
十
七 

法
第
十
二
条
の
五
第
九
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
期
間
は

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の

と
す
る
。 

一 

法
第
十
二
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告 

登
録
の
日
か
ら
九
十

日
（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
に
係
る
登
録
に
あ
つ
て
は
、
六
十
日
） 

二 

法
第
十
二
条
の
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
報
告 

登
録
の
日
か
ら
百
八

十
日 

（
電
子
情
報
処
理
組
織
使
用
義
務
者
又
は
電
子
情
報
処
理
組
織
使
用
事
業
者

が
講
ず
べ
き
措
置
） 

（
電
子
情
報
処
理
組
織
使
用
事
業
者
が
講
ず
べ
き
措
置
） 
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第
八
条
の
三
十
八 

電
子
情
報
処
理
組
織
使
用
義
務
者
又
は
電
子
情
報
処
理
組

織
使
用
事
業
者
は
、
法
第
十
二
条
の
五
第
十
一
項
に
規
定
す
る
と
き
は
、
生

活
環
境
の
保
全
上
の
支
障
の
除
去
又
は
発
生
の
防
止
の
た
め
に
必
要
な
措
置

を
講
ず
る
と
と
も
に
、
次
の
表
の
上
欄
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

下
欄
に
掲
げ
る
報
告
期
限
ま
で
に
、
様
式
第
五
号
に
よ
る
報
告
書
を
都
道
府

県
知
事
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。 

区 
 
 
 
 
 
 

分 

報
告
期
限 

（
略
） 

（
略
） 

法
第
十
四
条
第
十
三
項
、
第
十
四
条
の
二
第
四
項

、
第
十
四
条
の
四
第
十
三
項
又
は
第
十
四
条
の
五

第
四
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
場
合
に
お

い
て
、
法
第
十
二
条
の
五
第
五
項
の
規
定
に
よ
る

法
第
十
二
条
の
五
第
一
項
前
段
又
は
第
二
項
の
報

告
に
係
る
産
業
廃
棄
物
（
当
該
通
知
を
し
た
産
業

廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
、
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物

収
集
運
搬
業
者
又
は
産
業
廃
棄
物
若
し
く
は
特
別

管
理
産
業
廃
棄
物
の
収
集
若
し
く
は
運
搬
の
事
業

の
全
部
を
廃
止
し
た
者
に
そ
の
運
搬
を
委
託
し
た

も
の
に
限
る
。
）
の
運
搬
が
終
了
し
た
旨
の
通
知

を
受
け
て
い
な
い
と
き 

法
第
十
四
条
第
十
三

項
、
第
十
四
条
の
二

第
四
項
、
第
十
四
条

の
四
第
十
三
項
又
は

第
十
四
条
の
五
第
四

項
の
規
定
に
よ
る
通

知
を
受
け
た
日
か
ら

三
十
日
以
内 

法
第
十
四
条
第
十
三
項
、
第
十
四
条
の
二
第
四
項

法
第
十
四
条
第
十
三

第
八
条
の
三
十
八 

電
子
情
報
処
理
組
織
使
用
事
業
者
は
、
法
第
十
二
条
の
五

第
十
項
に
規
定
す
る
と
き
は
、
生
活
環
境
の
保
全
上
の
支
障
の
除
去
又
は
発

生
の
防
止
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
次
の
表
の
上
欄
の

区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
報
告
期
限
ま
で
に
、
様
式

第
五
号
に
よ
る
報
告
書
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

区 
 
 
 
 
 
 

分 

報
告
期
限 

（
略
） 

（
略
） 

法
第
十
四
条
第
十
三
項
又
は
第
十
四
条
の
四
第
十

三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
場
合
に
お
い

て
、
法
第
十
二
条
の
五
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
法

第
十
二
条
の
五
第
一
項
の
報
告
に
係
る
産
業
廃
棄

物
（
当
該
通
知
を
し
た
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業

者
又
は
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
に

そ
の
運
搬
を
委
託
し
た
も
の
に
限
る
。
）
の
運
搬

が
終
了
し
た
旨
の
通
知
を
受
け
て
い
な
い
と
き 

    

法
第
十
四
条
第
十
三

項
又
は
第
十
四
条
の

四
第
十
三
項
の
規
定

に
よ
る
通
知
を
受
け

た
日
か
ら
三
十
日
以

内 

法
第
十
四
条
第
十
三
項
又
は
第
十
四
条
の
四
第
十

法
第
十
四
条
第
十
三
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、
第
十
四
条
の
四
第
十
三
項
又
は
第
十
四
条
の
五

第
四
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
場
合
に
お

い
て
、
法
第
十
二
条
の
五
第
五
項
の
規
定
に
よ
る

法
第
十
二
条
の
五
第
一
項
前
段
又
は
第
二
項
の
報

告
に
係
る
産
業
廃
棄
物
（
当
該
通
知
を
し
た
産
業

廃
棄
物
処
分
業
者
、
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
分

業
者
又
は
産
業
廃
棄
物
若
し
く
は
特
別
管
理
産
業

廃
棄
物
の
処
分
の
事
業
の
全
部
を
廃
止
し
た
者
に

そ
の
処
分
を
委
託
し
た
も
の
に
限
る
。
）
の
処
分

が
終
了
し
た
旨
の
通
知
を
受
け
て
い
な
い
と
き 

項
、
第
十
四
条
の
二

第
四
項
、
第
十
四
条

の
四
第
十
三
項
又
は

第
十
四
条
の
五
第
四

項
の
規
定
に
よ
る
通

知
を
受
け
た
日
か
ら

三
十
日
以
内 

法
第
十
四
条
の
三
の
二
第
三
項
（
法
第
十
四
条
の

六
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

に
よ
る
通
知
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
法
第
十

二
条
の
五
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
法
第
十
二
条
の

五
第
一
項
前
段
又
は
第
二
項
の
報
告
に
係
る
産
業

廃
棄
物
（
当
該
通
知
を
し
た
産
業
廃
棄
物
収
集
運

搬
業
又
は
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
の

許
可
を
取
り
消
さ
れ
た
者
に
そ
の
運
搬
を
委
託
し

た
も
の
に
限
る
。
）
の
運
搬
が
終
了
し
た
旨
の
通

知
を
受
け
て
い
な
い
と
き 

法
第
十
四
条
の
三
の

二
第
三
項
（
法
第
十

四
条
の
六
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ

る
通
知
を
受
け
た
日

か
ら
三
十
日
以
内 

法
第
十
四
条
の
三
の
二
第
三
項
（
法
第
十
四
条
の

法
第
十
四
条
の
三
の

三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
場
合
に
お
い

て
、
法
第
十
二
条
の
五
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
法

第
十
二
条
の
五
第
一
項
の
報
告
に
係
る
産
業
廃
棄

物
（
当
該
通
知
を
し
た
産
業
廃
棄
物
処
分
業
者
又

は
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
分
業
者
に
そ
の
処
分

を
委
託
し
た
も
の
に
限
る
。
）
の
処
分
が
終
了
し

た
旨
の
通
知
を
受
け
て
い
な
い
と
き 

   

項
又
は
第
十
四
条
の

四
第
十
三
項
の
規
定

に
よ
る
通
知
を
受
け

た
日
か
ら
三
十
日
以

内 

（
新
規
） 

         

（
新
規
） 

 

（
新
規
） 

（
新
規
） 
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六
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

に
よ
る
通
知
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
法
第
十

二
条
の
五
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
法
第
十
二
条
の

五
第
一
項
前
段
又
は
第
二
項
の
報
告
に
係
る
産
業

廃
棄
物
（
当
該
通
知
を
し
た
産
業
廃
棄
物
処
分
業

又
は
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
分
業
の
許
可
を
取

り
消
さ
れ
た
者
に
そ
の
処
分
を
委
託
し
た
も
の
に

限
る
。
）
の
処
分
が
終
了
し
た
旨
の
通
知
を
受
け

て
い
な
い
と
き 

二
第
三
項
（
法
第
十

四
条
の
六
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ

る
通
知
を
受
け
た
日

か
ら
三
十
日
以
内 

 

         

 

 

（
二
以
上
の
事
業
者
の
一
体
的
な
経
営
の
基
準
） 

第
八
条
の
三
十
八
の
二 

法
第
十
二
条
の
七
第
一
項
第
一
号
の
環
境
省
令
で
定

め
る
基
準
は
、
同
項
に
規
定
す
る
二
以
上
の
事
業
者
の
い
ず
れ
か
一
の
事
業

者
が
、
当
該
二
以
上
の
事
業
者
の
う
ち
他
の
全
て
の
事
業
者
に
つ
い
て
、
次

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。 

一 

当
該
二
以
上
の
事
業
者
の
う
ち
他
の
事
業
者
の
発
行
済
株
式
の
総
数
、

出
資
口
数
の
総
数
又
は
出
資
価
額
の
総
額
を
保
有
し
て
い
る
こ
と
。 

二 

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
。 

イ 

当
該
二
以
上
の
事
業
者
の
う
ち
他
の
事
業
者
の
発
行
済
株
式
の
総
数

、
出
資
口
数
の
総
数
又
は
出
資
価
額
の
総
額
の
三
分
の
二
以
上
に
相
当

す
る
数
又
は
額
の
株
式
（
株
主
総
会
に
お
い
て
決
議
を
す
る
こ
と
が
で

き
る
事
項
の
全
部
に
つ
き
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
株
式

（
新
規
） 
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を
除
く
。
）
又
は
出
資
を
保
有
し
て
い
る
こ
と
。 

ロ 

そ
の
役
員
（
第
二
条
第
七
号
に
規
定
す
る
役
員
を
い
う
。
）
又
は
職

員
を
当
該
二
以
上
の
事
業
者
の
う
ち
他
の
事
業
者
の
業
務
を
執
行
す
る

役
員
（
こ
れ
に
準
ず
る
者
を
含
む
。
第
八
条
の
三
十
八
の
五
第
二
項
第

四
号
及
び
第
四
項
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
し
て
派
遣
し
て
い
る

こ
と
。 

ハ 

当
該
二
以
上
の
事
業
者
の
う
ち
他
の
事
業
者
は
、
か
つ
て
同
一
の
事

業
者
で
あ
つ
て
、
一
体
的
に
廃
棄
物
を
適
正
に
処
理
し
て
い
た
こ
と
。 

（
収
集
、
運
搬
、
処
分
等
を
行
う
事
業
者
の
基
準
） 

第
八
条
の
三
十
八
の
三 

法
第
十
二
条
の
七
第
一
項
第
二
号
の
環
境
省
令
で
定

め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

一 

当
該
申
請
に
係
る
産
業
廃
棄
物
の
収
集
、
運
搬
又
は
処
分
（
再
生
を
含

む
。
以
下
こ
の
条
か
ら
第
八
条
の
三
十
八
の
十
一
ま
で
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
関
す
る
計
画
に
お
い
て
当
該
産
業
廃
棄
物
の
収
集
、
運
搬
又
は

処
分
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
た
者
で
あ
る
こ
と
。 

二 

当
該
申
請
に
係
る
産
業
廃
棄
物
の
収
集
、
運
搬
又
は
処
分
を
統
括
し
て

管
理
す
る
体
制
の
下
で
、
当
該
産
業
廃
棄
物
の
収
集
、
運
搬
又
は
処
分
を

行
う
者
で
あ
る
こ
と
。 

三 

当
該
申
請
に
係
る
産
業
廃
棄
物
の
収
集
、
運
搬
又
は
処
分
以
外
の
産
業

廃
棄
物
の
処
理
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
産
業
廃
棄
物
と
区
分
し

て
処
理
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
る
者
で
あ
る
こ

と
。 

（
新
規
） 
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四 

当
該
申
請
に
係
る
産
業
廃
棄
物
の
収
集
、
運
搬
又
は
処
分
を
当
該
二
以

上
の
事
業
者
以
外
の
者
に
委
託
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
二
以
上
の

事
業
者
の
う
ち
他
の
事
業
者
と
共
同
し
て
、
受
託
者
と
委
託
契
約
を
締
結

す
る
と
と
も
に
当
該
受
託
者
に
対
し
管
理
票
を
交
付
す
る
者
で
あ
る
こ

と
。 

五 

当
該
申
請
に
係
る
産
業
廃
棄
物
の
収
集
、
運
搬
又
は
処
分
を
的
確
に
行

う
に
足
り
る
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
こ
と
。 

六 

当
該
申
請
に
係
る
産
業
廃
棄
物
の
収
集
、
運
搬
又
は
処
分
を
的
確
に
、

か
つ
、
継
続
し
て
行
う
に
足
り
る
経
理
的
基
礎
を
有
す
る
こ
と
。 

七 

法
第
十
四
条
第
五
項
第
二
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
及
び
へ
の
い
ず
れ
に
も
該

当
し
な
い
こ
と
。 

八 

不
利
益
処
分
を
受
け
、
そ
の
不
利
益
処
分
の
あ
つ
た
日
か
ら
五
年
を
経

過
し
な
い
者
に
該
当
し
な
い
こ
と
。 

九 

次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
施
設
を
有
す
る
こ
と
。 

イ 

当
該
申
請
に
係
る
産
業
廃
棄
物
の
収
集
又
は
運
搬
を
行
う
場
合
に
お

け
る
当
該
収
集
又
は
運
搬
の
用
に
供
す
る
施
設
に
つ
い
て
は
、
次
に
よ

る
こ
と
。 

⑴ 

当
該
産
業
廃
棄
物
が
飛
散
し
、
及
び
流
出
し
、
並
び
に
悪
臭
が
漏

れ
る
お
そ
れ
の
な
い
運
搬
車
、
運
搬
船
、
運
搬
容
器
そ
の
他
の
運
搬

施
設
を
有
す
る
こ
と
。 

⑵ 

積
替
施
設
を
有
す
る
場
合
に
は
、
産
業
廃
棄
物
が
飛
散
し
、
流
出

し
、
及
び
地
下
に
浸
透
し
、
並
び
に
悪
臭
が
発
散
し
な
い
よ
う
に
必
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要
な
措
置
を
講
じ
た
施
設
で
あ
る
こ
と
。 

ロ 

当
該
申
請
に
係
る
産
業
廃
棄
物
の
処
分
を
行
う
場
合
に
お
け
る
当
該

処
分
の
用
に
供
す
る
施
設
に
つ
い
て
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。 

⑴ 
当
該
産
業
廃
棄
物
の
種
類
に
応
じ
、
そ
の
処
分
に
適
す
る
処
理
施

設
を
有
す
る
こ
と
。 

⑵ 

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
あ
つ
て
は
、
法
第
十
五
条
第
一
項
の
許

可
（
法
第
十
五
条
の
二
の
六
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
場
合
に
あ
つ

て
は
、
同
項
の
許
可
）
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

⑶ 

保
管
施
設
を
有
す
る
場
合
に
は
、
産
業
廃
棄
物
が
飛
散
し
、
流
出

し
、
及
び
地
下
に
浸
透
し
、
並
び
に
悪
臭
が
発
散
し
な
い
よ
う
に
必

要
な
措
置
を
講
じ
た
施
設
で
あ
る
こ
と
。 

十 

そ
の
他
環
境
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
。 

     

（
一
体
的
処
理
の
認
定
の
申
請
） 

第
八
条
の
三
十
八
の
四 

法
第
十
二
条
の
七
第
一
項
の
認
定
の
申
請
は
、
当
該

二
以
上
の
事
業
者
が
、
共
同
し
て
、
様
式
第
五
号
の
二
に
よ
る
申
請
書
を
当

該
申
請
に
係
る
産
業
廃
棄
物
の
積
卸
し
及
び
処
分
を
行
お
う
と
す
る
区
域
を

管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

（
新
規
） 

 

（
一
体
的
処
理
の
認
定
の
申
請
に
係
る
書
類
） 

第
八
条
の
三
十
八
の
五 

法
第
十
二
条
の
七
第
二
項
の
申
請
書
（
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
「
申
請
書
」
と
い
う
。
）
に
同
項
第
二
号
の
議
決
権
保
有
割
合
に

関
す
る
事
項
と
し
て
記
載
す
べ
き
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

第
八
条
の
三
十
八
の
二
に
規
定
す
る
当
該
二
以
上
の
事
業
者
の
い
ず
れ

（
新
規
） 
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か
一
の
事
業
者
が
保
有
す
る
当
該
二
以
上
の
事
業
者
の
う
ち
他
の
全
て
の

事
業
者
の
議
決
権
保
有
割
合 

二 
第
八
条
の
三
十
八
の
二
に
規
定
す
る
当
該
二
以
上
の
事
業
者
の
い
ず
れ

か
一
の
事
業
者
の
発
行
済
株
式
総
数
の
百
分
の
五
以
上
の
株
式
を
有
す
る

株
主
又
は
出
資
口
数
若
し
く
は
出
資
の
額
の
百
分
の
五
以
上
の
口
数
若
し

く
は
額
に
相
当
す
る
出
資
を
し
て
い
る
者
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
者

の
氏
名
又
は
名
称
、
住
所
及
び
当
該
株
主
の
有
す
る
株
式
の
数
又
は
当
該

出
資
を
し
て
い
る
者
の
な
し
た
出
資
の
口
数
若
し
く
は
金
額 

２ 

申
請
書
に
法
第
十
二
条
の
七
第
二
項
第
三
号
の
実
施
体
制
に
関
す
る
事
項

と
し
て
記
載
す
べ
き
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

当
該
申
請
に
係
る
産
業
廃
棄
物
の
収
集
、
運
搬
又
は
処
分
を
統
括
し
て

管
理
す
る
事
業
者
の
名
称 

二 

当
該
申
請
に
係
る
産
業
廃
棄
物
の
収
集
、
運
搬
又
は
処
分
を
行
う
事
業

者
の
名
称 

三 

当
該
申
請
に
係
る
産
業
廃
棄
物
の
収
集
、
運
搬
又
は
処
分
の
用
に
供
す

る
施
設
（
積
替
え
又
は
保
管
の
場
所
を
含
む
。
） 

四 

第
八
条
の
三
十
八
の
二
第
二
号
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
条

に
規
定
す
る
当
該
二
以
上
の
事
業
者
の
い
ず
れ
か
一
の
事
業
者
が
そ
の
役

員
（
第
二
条
第
七
号
に
規
定
す
る
役
員
を
い
う
。
）
又
は
職
員
を
当
該
二

以
上
の
事
業
者
の
う
ち
他
の
事
業
者
の
業
務
を
執
行
す
る
役
員
と
し
て
派

遣
し
て
い
る
状
況 

３ 

法
第
十
二
条
の
七
第
二
項
第
四
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
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と
お
り
と
す
る
。 

一 

当
該
申
請
に
係
る
収
集
、
運
搬
又
は
処
分
を
行
う
産
業
廃
棄
物
の
種
類

（
当
該
産
業
廃
棄
物
に
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
、
水
銀
使
用
製
品
産
業
廃

棄
物
又
は
水
銀
含
有
ば
い
じ
ん
等
が
含
ま
れ
る
場
合
は
、
そ
の
旨
を
含

む
。
） 

二 

当
該
申
請
に
係
る
収
集
、
運
搬
又
は
処
分
の
範
囲 

三 

当
該
申
請
に
係
る
産
業
廃
棄
物
の
収
集
、
運
搬
又
は
処
分
を
行
う
区
域 

４ 

申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
及
び
図
面
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
事
業
計
画 

イ 

第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
が
行
う
当
該
申
請
に
係
る
産
業
廃
棄
物

の
収
集
、
運
搬
又
は
処
分
の
内
容 

ロ 

当
該
申
請
に
係
る
産
業
廃
棄
物
に
つ
い
て
最
終
処
分
が
終
了
す
る
ま

で
の
一
連
の
処
理
の
行
程 

ハ 

当
該
申
請
に
係
る
産
業
廃
棄
物
の
処
分
に
伴
い
生
ず
る
廃
棄
物
（
再

生
品
を
除
く
。
）
の
種
類
、
性
状
及
び
処
理
方
法 

ニ 

収
集
又
は
運
搬
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
収
集
又
は
運
搬
の

用
に
供
す
る
施
設
の
種
類
及
び
数
量 

ホ 

処
分
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
処
分
の
用
に
供
す
る
施
設
の

種
類
、
数
量
、
設
置
場
所
、
設
置
年
月
日
及
び
処
理
能
力
並
び
に
処
理

方
式
（
当
該
施
設
が
産
業
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
で
あ
る
場
合
に
あ
つ

て
は
、
埋
立
地
（
第
十
条
の
四
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
埋
立
地
を

い
う
。
）
の
面
積
及
び
埋
立
容
量
。
）
、
構
造
及
び
設
備
の
概
要 
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へ 

積
替
え
又
は
保
管
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
積
替
え
又
は
保
管
の

場
所
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項 

⑴ 

所
在
地 

⑵ 
面
積 

⑶ 

積
替
え
又
は
保
管
を
行
う
産
業
廃
棄
物
の
種
類
（
当
該
産
業
廃
棄

物
に
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
、
水
銀
使
用
製
品
産
業
廃
棄
物
又
は
水

銀
含
有
ば
い
じ
ん
等
が
含
ま
れ
る
場
合
は
、
そ
の
旨
を
含
む
。
） 

⑷ 

積
替
え
又
は
処
分
等
の
た
め
の
保
管
上
限 

⑸ 

第
一
条
の
六
の
規
定
の
例
に
よ
る
高
さ
の
う
ち
最
高
の
も
の 

ト 

当
該
申
請
に
係
る
産
業
廃
棄
物
を
生
ず
る
事
業
場
の
名
称
及
び
所
在

地 

チ 

法
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
六
項
又
は
第
十
四
条
の
四
第
一
項

若
し
く
は
第
六
項
の
許
可
を
受
け
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
ら

の
許
可
に
係
る
許
可
番
号
（
こ
れ
ら
の
許
可
申
請
を
し
て
い
る
場
合
に

あ
つ
て
は
、
申
請
年
月
日
） 

リ 

次
に
掲
げ
る
産
業
廃
棄
物
等
の
一
年
間
の
数
量
又
は
熱
量 

⑴ 

当
該
申
請
に
係
る
収
集
、
運
搬
又
は
処
分
を
行
う
産
業
廃
棄
物
の

種
類
ご
と
の
数
量 

⑵ 

当
該
申
請
に
係
る
処
分
に
伴
い
生
ず
る
廃
棄
物
（
再
生
品
を
除

く
。
）
の
種
類
ご
と
の
数
量 

⑶ 

再
生
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
再
生
品
の
種
類
ご
と
の
数
量 

⑷ 

熱
回
収
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
熱
回
収
に
よ
り
得
よ
う
と
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す
る
熱
量 

ヌ 

当
該
申
請
に
係
る
産
業
廃
棄
物
の
収
集
、
運
搬
又
は
処
分
を
統
括
し

て
管
理
す
る
体
制 

ル 

当
該
申
請
に
係
る
産
業
廃
棄
物
の
収
集
、
運
搬
又
は
処
分
以
外
の
産

業
廃
棄
物
の
処
理
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
産
業
廃
棄
物
と
区

分
し
て
処
理
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
の
内
容 

ヲ 

当
該
申
請
に
係
る
産
業
廃
棄
物
の
収
集
、
運
搬
又
は
処
分
を
当
該
二

以
上
の
事
業
者
以
外
の
者
に
委
託
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
受
託
者
と

締
結
す
る
委
託
契
約
の
内
容
及
び
当
該
受
託
者
に
交
付
す
る
管
理
票
に

関
す
る
事
項 

ワ 

環
境
大
臣
が
定
め
る
事
項 

二 

定
款
又
は
寄
附
行
為
及
び
登
記
事
項
証
明
書
（
第
八
条
の
三
十
八
の
二

第
二
号
ハ
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の

を
含
む
。
） 

三 

第
八
条
の
三
十
八
の
二
に
規
定
す
る
当
該
二
以
上
の
事
業
者
の
い
ず
れ

か
一
の
事
業
者
以
外
の
全
て
の
事
業
者
に
係
る
株
主
名
簿
（
こ
れ
に
準
ず

る
も
の
を
含
む
。
） 

四 

第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
が
第
八
条
の
三
十
八
の
三
第
五
号
か
ら
第

八
号
ま
で
に
適
合
す
る
こ
と
を
示
す
次
に
掲
げ
る
書
類 

イ 

当
該
申
請
に
係
る
産
業
廃
棄
物
の
収
集
、
運
搬
又
は
処
分
を
行
う
に

足
り
る
技
術
的
能
力
を
説
明
す
る
書
類 

ロ 

当
該
申
請
に
係
る
産
業
廃
棄
物
の
収
集
、
運
搬
又
は
処
分
の
開
始
に
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要
す
る
資
金
の
総
額
及
び
そ
の
資
金
の
調
達
方
法
を
記
載
し
た
書
類 

ハ 

直
前
三
年
の
各
事
業
年
度
に
お
け
る
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、

株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
、
個
別
注
記
表
並
び
に
法
人
税
の
納
付
す
べ

き
額
及
び
納
付
済
額
を
証
す
る
書
類 

ニ 

法
第
十
四
条
第
五
項
第
二
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
及
び
ヘ
並
び
に
第
八
条

の
三
十
八
の
三
第
八
号
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書

面 

ホ 

法
第
十
四
条
第
五
項
第
二
号
ハ
に
規
定
す
る
未
成
年
者
で
あ
る
場
合

に
は
、
そ
の
法
定
代
理
人
の
住
民
票
の
写
し
並
び
に
成
年
被
後
見
人
及

び
被
保
佐
人
に
該
当
し
な
い
旨
の
登
記
事
項
証
明
書 

ヘ 

役
員
の
住
民
票
の
写
し
並
び
に
成
年
被
後
見
人
及
び
被
保
佐
人
に
該

当
し
な
い
旨
の
登
記
事
項
証
明
書 

ト 

令
第
六
条
の
十
に
規
定
す
る
使
用
人
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
者
の

住
民
票
の
写
し
並
び
に
成
年
被
後
見
人
及
び
被
保
佐
人
に
該
当
し
な
い

旨
の
登
記
事
項
証
明
書 

五 

第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
業
務
を
執
行
す
る
役
員
の
氏
名
及
び
住
所

並
び
に
第
八
条
の
三
十
八
の
二
に
規
定
す
る
当
該
二
以
上
の
事
業
者
の
い

ず
れ
か
一
の
事
業
者
か
ら
派
遣
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
書
類 

六 

当
該
申
請
に
係
る
産
業
廃
棄
物
の
処
分
の
用
に
供
す
る
施
設
が
産
業
廃

棄
物
処
理
施
設
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
施
設
に
つ
い
て
許
可
を

受
け
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類 

七 

前
号
の
ほ
か
、
当
該
申
請
に
係
る
産
業
廃
棄
物
の
収
集
、
運
搬
又
は
処
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分
の
用
に
供
す
る
施
設
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
平
面
図
、
立
面
図
、
断

面
図
、
構
造
図
及
び
設
計
計
算
書
並
び
に
当
該
施
設
の
付
近
の
見
取
図
そ

の
他
の
当
該
施
設
が
第
八
条
の
三
十
八
の
三
第
九
号
に
規
定
す
る
基
準
に

適
合
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
書
類 

八 

申
請
者
が
当
該
申
請
に
係
る
産
業
廃
棄
物
の
収
集
、
運
搬
又
は
処
分
の

用
に
供
す
る
施
設
（
積
替
え
又
は
保
管
の
場
所
を
含
む
。
）
の
所
有
権
を

有
す
る
こ
と
（
申
請
者
が
所
有
権
を
有
し
な
い
場
合
に
は
、
使
用
す
る
権

原
を
有
す
る
こ
と
）
を
証
す
る
書
類 

九 

第
八
条
の
三
十
八
の
二
第
二
号
ハ
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
し
た
も
の

で
あ
る
こ
と
を
示
す
書
類
（
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
） 

十 

そ
の
他
環
境
大
臣
が
定
め
る
書
類 

５ 

前
項
第
四
号
に
掲
げ
る
書
類
の
う
ち
ロ
及
び
ニ
に
掲
げ
る
も
の
の
様
式
は

、
様
式
第
五
号
の
三
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

（
一
体
的
処
理
の
変
更
の
認
定
の
申
請
） 

第
八
条
の
三
十
八
の
六 

法
第
十
二
条
の
七
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認

定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
様
式
第
五
号

の
四
に
よ
る
申
請
書
を
当
該
変
更
に
係
る
区
域
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

当
該
二
以
上
の
事
業
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名 

二 

認
定
の
年
月
日
及
び
認
定
番
号 

三 

変
更
の
内
容 

四 

変
更
の
理
由 

（
新
規
） 



  

40 

五 

変
更
後
の
処
理
の
開
始
予
定
年
月
日 

２ 
前
項
の
申
請
書
に
は
、
第
八
条
の
三
十
八
の
九
に
規
定
す
る
認
定
証
及
び

当
該
変
更
に
係
る
第
八
条
の
三
十
八
の
五
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
又
は

図
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

法
第
十
二
条
の
七
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
定
を
受
け
た
者
は
、

二
以
上
の
都
道
府
県
知
事
か
ら
法
第
十
二
条
の
七
第
一
項
の
認
定
を
受
け
、

か
つ
、
第
一
項
の
申
請
書
を
提
出
し
て
い
な
い
都
道
府
県
知
事
が
あ
る
場
合

に
は
、
当
該
変
更
の
認
定
を
受
け
た
後
遅
滞
な
く
、
当
該
都
道
府
県
知
事
に

、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

変
更
の
認
定
を
受
け
た
都
道
府
県
知
事
及
び
そ
の
年
月
日 

二 

変
更
の
内
容 

三 

変
更
の
理
由 

四 

変
更
後
の
処
理
の
開
始
予
定
年
月
日 

（
変
更
の
認
定
を
要
し
な
い
軽
微
な
変
更
） 

第
八
条
の
三
十
八
の
七 

法
第
十
二
条
の
七
第
七
項
た
だ
し
書
の
環
境
省
令
で

定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
変
更
と
す

る
。 

一 

第
八
条
の
三
十
八
の
五
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
変
更
（

第
八
条
の
三
十
八
の
二
第
一
号
又
は
第
二
号
イ
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
な

る
場
合
に
限
る
。
） 

二 

第
八
条
の
三
十
八
の
五
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
変
更
（
第

四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
変
更
に
あ
つ
て
は
第
八
条
の
三
十
八
の
二
第

（
新
規
） 
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一
号
及
び
第
二
号
ロ
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
る
場
合
に
限
る
。
） 

三 
第
八
条
の
三
十
八
の
五
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
変
更 

四 
第
八
条
の
三
十
八
の
五
第
四
項
第
一
号
イ
、
ハ
、
ニ
か
ら
ヘ
ま
で
又
は

ヌ
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
変
更
（
ハ
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
変
更
に
あ
つ

て
は
当
該
処
分
に
伴
い
生
ず
る
廃
棄
物
（
再
生
品
を
除
く
。
）
の
種
類
及

び
性
状
、
ニ
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
変
更
に
あ
つ
て
は
当
該
収
集
又
は
運

搬
の
用
に
供
す
る
施
設
の
種
類
、
ヘ
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
変
更
に
あ
つ

て
は
⑴
か
ら
⑶
ま
で
の
変
更
に
限
る
。
） 

（
変
更
の
届
出
） 

第
八
条
の
三
十
八
の
八 

法
第
十
二
条
の
七
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届

出
は
、
当
該
変
更
の
日
か
ら
十
日
（
次
項
の
規
定
に
よ
り
登
記
事
項
証
明
書

を
添
付
す
べ
き
場
合
に
あ
つ
て
は
、
三
十
日
）
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項

を
記
載
し
た
様
式
第
五
号
の
五
に
よ
る
届
出
書
を
当
該
変
更
に
係
る
区
域
を

管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

一 

当
該
二
以
上
の
事
業
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名 

二 

認
定
の
年
月
日
及
び
認
定
番
号 

三 

変
更
の
内
容 

四 

変
更
の
理
由 

五 

変
更
の
年
月
日 

２ 

前
項
の
届
出
書
に
は
、
当
該
変
更
に
係
る
第
八
条
の
三
十
八
の
五
第
四
項

各
号
に
掲
げ
る
書
類
又
は
図
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

法
第
十
二
条
の
七
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
を
し
た
者
は
、
二

（
新
規
） 
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以
上
の
都
道
府
県
知
事
か
ら
法
第
十
二
条
の
七
第
一
項
の
認
定
を
受
け
、
か

つ
、
第
一
項
の
届
出
書
を
提
出
し
て
い
な
い
都
道
府
県
知
事
が
あ
る
場
合
に

は
、
当
該
届
出
を
し
た
後
遅
滞
な
く
、
当
該
都
道
府
県
知
事
に
、
次
に
掲
げ

る
事
項
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

届
出
書
を
提
出
し
た
都
道
府
県
知
事
及
び
そ
の
年
月
日 

二 

変
更
の
内
容 

三 

変
更
の
理
由 

四 

変
更
の
年
月
日 

（
一
体
的
処
理
の
認
定
証
） 

第
八
条
の
三
十
八
の
九 

都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
十
二
条
の
七
第
一
項
の
認

定
又
は
同
条
第
七
項
の
変
更
の
認
定
を
し
た
と
き
は
、
様
式
第
五
号
の
六
に

よ
る
認
定
証
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
新
規
） 

（
廃
止
の
届
出
） 

第
八
条
の
三
十
八
の
十 

令
第
六
条
の
七
の
二
の
規
定
に
よ
る
廃
止
の
届
出
は

、
当
該
廃
止
の
日
か
ら
十
日
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
様
式

第
五
号
の
五
に
よ
る
届
出
書
を
当
該
廃
止
に
係
る
区
域
を
管
轄
す
る
都
道
府

県
知
事
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

一 

当
該
二
以
上
の
事
業
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名 

二 

認
定
の
年
月
日
及
び
認
定
番
号 

三 

廃
止
し
た
産
業
廃
棄
物
の
収
集
、
運
搬
又
は
処
分
の
範
囲 

四 

廃
止
の
理
由 

五 

廃
止
の
年
月
日 

（
新
規
） 
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２ 

法
第
十
二
条
の
七
第
一
項
の
認
定
に
係
る
収
集
、
運
搬
又
は
処
分
の
全
部

を
廃
止
し
た
場
合
に
は
、
前
項
の
届
出
書
に
、
前
条
に
規
定
す
る
認
定
証
を

添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

令
第
六
条
の
七
の
二
の
規
定
に
よ
る
廃
止
の
届
出
を
し
た
者
は
、
二
以
上

の
都
道
府
県
知
事
か
ら
法
第
十
二
条
の
七
第
一
項
の
認
定
を
受
け
、
か
つ
、

第
一
項
の
届
出
書
を
提
出
し
て
い
な
い
都
道
府
県
知
事
が
あ
る
場
合
に
は
、

当
該
届
出
を
し
た
後
遅
滞
な
く
、
当
該
都
道
府
県
知
事
に
、
次
に
掲
げ
る
事

項
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

届
出
書
を
提
出
し
た
都
道
府
県
知
事
及
び
そ
の
年
月
日 

二 

廃
止
し
た
産
業
廃
棄
物
の
収
集
、
運
搬
又
は
処
分
の
範
囲 

三 

廃
止
の
理
由 

四 

廃
止
の
年
月
日 

（
報
告
） 

第
八
条
の
三
十
八
の
十
一 

法
第
十
二
条
の
七
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
は

、
共
同
し
て
、
毎
年
六
月
三
十
日
ま
で
に
、
そ
の
年
の
三
月
三
十
一
日
以
前

の
一
年
間
に
お
け
る
当
該
認
定
に
係
る
産
業
廃
棄
物
の
収
集
、
運
搬
又
は
処

分
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
様
式
第
五
号
の
七
に
よ
る
報
告

書
を
当
該
認
定
を
し
た
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

当
該
二
以
上
の
事
業
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名 

二 

認
定
の
年
月
日
及
び
認
定
番
号 

三 

次
に
掲
げ
る
数
量
又
は
熱
量 

イ 

当
該
認
定
に
係
る
収
集
、
運
搬
又
は
処
分
を
行
つ
た
産
業
廃
棄
物
の

（
新
規
） 
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種
類
ご
と
の
数
量 

ロ 

当
該
認
定
に
係
る
処
分
に
伴
い
生
じ
た
廃
棄
物
（
再
生
品
を
除

く
。
）
の
種
類
ご
と
の
数
量 

ハ 

再
生
を
行
つ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
再
生
品
の
種
類
ご
と
の
数
量 

ニ 

熱
回
収
を
行
つ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
熱
回
収
に
よ
り
得
ら
れ
た

熱
量 

四 

当
該
認
定
に
係
る
産
業
廃
棄
物
の
収
集
、
運
搬
又
は
処
分
を
当
該
二
以

上
の
事
業
者
以
外
の
者
に
委
託
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
委
託
の
内
容

及
び
委
託
量 

（
業
務
規
程
の
記
載
事
項
） 

第
八
条
の
三
十
九 

法
第
十
三
条
の
四
第
一
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
は

、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一
～
三 

（
略
） 

四 

情
報
処
理
業
務
の
中
立
性
及
び
公
平
性
に
関
す
る
事
項 

五 

（
略
） 

（
業
務
規
程
の
記
載
事
項
） 

第
八
条
の
三
十
九 

法
第
十
三
条
の
四
第
一
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
は

、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一
～
三 

（
略
） 

（
新
規
） 

四 

（
略
） 

（
情
報
処
理
セ
ン
タ
ー
の
帳
簿
記
載
事
項
） 

第
八
条
の
四
十
四 

法
第
十
三
条
の
八
の
規
定
に
よ
る
環
境
省
令
で
定
め
る
事

項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

法
第
十
二
条
の
五
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
事
業
者
、
運
搬
受

託
者
及
び
処
分
受
託
者
の
数
の
状
況 

二 

法
第
十
二
条
の
五
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
状
況 

三 

法
第
十
二
条
の
五
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
状
況 

（
情
報
処
理
セ
ン
タ
ー
の
帳
簿
記
載
事
項
） 

第
八
条
の
四
十
四 

法
第
十
三
条
の
八
の
規
定
に
よ
る
環
境
省
令
で
定
め
る
事

項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

法
第
十
二
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
事
業
者
、
運
搬
受
託
者
及
び
処

分
受
託
者
の
数
の
状
況 

二 

法
第
十
二
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
状
況 

三 

法
第
十
二
条
の
五
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
状
況 
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四 

（
略
） 

四 

（
略
） 

（
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
の
実
施
に
関
し
優
れ
た
能
力
及
び
実
績
を
有
す

る
者
の
基
準
） 

第
九
条
の
三 
令
第
六
条
の
九
第
二
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。 

一 

従
前
の
法
第
十
四
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
許
可
の
有
効
期
間
（
同
条

第
三
項
に
規
定
す
る
許
可
の
有
効
期
間
を
い
う
。
）
に
お
い
て
特
定
不
利

益
処
分
（
次
に
掲
げ
る
不
利
益
処
分
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
受
け
て

い
な
い
こ
と
。 

イ 

法
第
七
条
の
三
、
第
九
条
の
二
、
第
十
四
条
の
三
（
法
第
十
四
条
の

六
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
五
条
の
二
の
七
、
第

十
九
条
の
三
、
第
十
九
条
の
四
第
一
項
（
法
第
十
九
条
の
十
第
一
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
九
条
の
四
の
二
第
一
項
、

第
十
九
条
の
五
第
一
項
（
法
第
十
九
条
の
十
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
十
九
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令 

ロ 

（
略
） 

ハ 

法
第
九
条
の
八
第
九
項
（
法
第
十
五
条
の
四
の
二
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
九
条
の
九
第
十
項
（
法
第
十
五
条
の

四
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
九
条
の
十

第
七
項
（
法
第
十
五
条
の
四
の
四
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
又
は
第
十
二
条
の
七
第
十
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
取
消
し 

二
～
八 

（
略
） 

（
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
の
実
施
に
関
し
優
れ
た
能
力
及
び
実
績
を
有
す

る
者
の
基
準
） 

第
九
条
の
三 

令
第
六
条
の
九
第
二
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。 

一 

従
前
の
法
第
十
四
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
許
可
の
有
効
期
間
（
同
条

第
三
項
に
規
定
す
る
許
可
の
有
効
期
間
を
い
う
。
）
に
お
い
て
特
定
不
利

益
処
分
（
次
に
掲
げ
る
不
利
益
処
分
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
受
け
て

い
な
い
こ
と
。 

イ 

法
第
七
条
の
三
、
第
九
条
の
二
、
第
十
四
条
の
三
（
法
第
十
四
条
の

六
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
五
条
の
二
の
七
、
第

十
九
条
の
三
、
第
十
九
条
の
四
第
一
項
、
第
十
九
条
の
四
の
二
第
一
項

、
第
十
九
条
の
五
第
一
項
又
は
第
十
九
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

命
令 

 

ロ 

（
略
） 

ハ 

法
第
九
条
の
八
第
九
項
（
法
第
十
五
条
の
四
の
二
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
九
条
の
九
第
十
項
（
法
第
十
五
条
の

四
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
九
条
の

十
第
七
項
（
法
第
十
五
条
の
四
の
四
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
取
消
し 

二
～
八 

（
略
） 
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（
産
業
廃
棄
物
の
処
理
を
適
正
に
行
う
こ
と
が
困
難
と
な
る
事
由
） 

第
十
条
の
六
の
二 

法
第
十
四
条
第
十
三
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事
由
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

（
略
） 

（
削
る
） 

   

二
～
七 

（
略
） 

（
産
業
廃
棄
物
の
処
理
を
適
正
に
行
う
こ
と
が
困
難
と
な
る
事
由
） 

第
十
条
の
六
の
二 

法
第
十
四
条
第
十
三
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事
由
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

（
略
） 

二 

産
業
廃
棄
物
の
収
集
若
し
く
は
運
搬
又
は
処
分
の
事
業
の
全
部
又
は
一

部
を
廃
止
し
た
こ
と
に
よ
り
、
現
に
委
託
を
受
け
て
い
る
産
業
廃
棄
物
の

収
集
若
し
く
は
運
搬
又
は
処
分
が
そ
の
事
業
の
範
囲
に
含
ま
れ
な
い
こ
と

と
な
つ
た
こ
と
。 

三
～
八 

（
略
） 

（
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
及
び
産
業
廃
棄
物
処
分
業
者
の
帳
簿
記
載
事

項
等
） 

第
十
条
の
八 

法
第
十
四
条
第
十
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条
第
十
五

項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
産
業
廃
棄
物
の
種
類
ご
と
に
、
次
の
表

の
上
欄
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

（
略
） 

（
略
） 

処
分
の
委
託 

一
～
四 

（
略
） 

五 

交
付
し
た
管
理
票
ご
と
の
、
受
け
入
れ
た
産
業

廃
棄
物
に
係
る
第
八
条
の
三
十
一
の
五
第
三
号
の

規
定
に
よ
る
通
知
に
係
る
処
分
を
委
託
し
た
者
の

氏
名
又
は
名
称
及
び
登
録
番
号 

六 

（
略
） 

（
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
及
び
産
業
廃
棄
物
処
分
業
者
の
帳
簿
記
載
事

項
等
） 

第
十
条
の
八 

法
第
十
四
条
第
十
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条
第
十
五

項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
産
業
廃
棄
物
の
種
類
ご
と
に
、
次
の
表

の
上
欄
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

（
略
） 

（
略
） 

処
分
の
委
託 

一
～
四 

（
略
） 

五 

交
付
し
た
管
理
票
ご
と
の
、
受
け
入
れ
た
産
業

廃
棄
物
に
係
る
第
八
条
の
三
十
一
の
二
第
三
号
の

規
定
に
よ
る
通
知
に
係
る
処
分
を
委
託
し
た
者
の

氏
名
又
は
名
称
及
び
登
録
番
号 

六 

（
略
） 
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七 

情
報
処
理
セ
ン
タ
ー
へ
の
登
録
ご
と
の
、
受
け

入
れ
た
産
業
廃
棄
物
に
係
る
第
八
条
の
三
十
一
の

五
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
係
る
処
分
を
委

託
し
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
登
録
番
号 

八 

（
略
） 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

七 

情
報
処
理
セ
ン
タ
ー
へ
の
登
録
ご
と
の
、
受
け

入
れ
た
産
業
廃
棄
物
に
係
る
第
八
条
の
三
十
一
の

二
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
係
る
処
分
を
委

託
し
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
登
録
番
号 

八 

（
略
） 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

（
法
第
十
四
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
の
手
続
） 

第
十
条
の
十
の
四 

法
第
十
四
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
産
業

廃
棄
物
の
収
集
若
し
く
は
運
搬
又
は
処
分
の
事
業
の
全
部
又
は
一
部
を
廃
止

し
た
日
か
ら
十
日
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
送
付
し

て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
又
は
産
業
廃
棄
物
処
分
業
者
の
氏
名
又
は

名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
代
表
者
の
氏
名 

二 

産
業
廃
棄
物
の
収
集
若
し
く
は
運
搬
又
は
処
分
の
事
業
の
全
部
又
は
一

部
を
廃
止
し
た
年
月
日
及
び
事
由
の
内
容 

（
新
規
） 

（
通
知
の
写
し
の
保
存
期
間
） 

第
十
条
の
十
の
五 

法
第
十
四
条
の
二
第
五
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
期
間
は

、
五
年
と
す
る
。 

（
新
規
） 

（
法
第
十
四
条
の
三
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
の
手
続
） 

第
十
条
の
十
の
六 

法
第
十
四
条
の
三
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、

（
新
規
） 
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産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
又
は
産
業
廃
棄
物
処
分
業
の
許
可
を
取
り
消
さ
れ

た
日
か
ら
十
日
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
送
付
し
て

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

許
可
を
取
り
消
さ
れ
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に

あ
つ
て
は
、
代
表
者
の
氏
名 

二 

許
可
を
取
り
消
さ
れ
た
年
月
日
及
び
事
由
の
内
容 

（
通
知
の
写
し
の
保
存
期
間
） 

第
十
条
の
十
の
七 

法
第
十
四
条
の
三
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

十
四
条
の
二
第
五
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
五
年
と
す
る
。 

（
新
規
） 

（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
処
理
を
適
正
に
行
う
こ
と
が
困
難
と
な
る
事
由

） 

第
十
条
の
十
八
の
二 

法
第
十
四
条
の
四
第
十
三
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事

由
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

（
略
） 

（
削
る
） 

   

二
～
七 

（
略
） 

（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
処
理
を
適
正
に
行
う
こ
と
が
困
難
と
な
る
事
由

） 

第
十
条
の
十
八
の
二 

法
第
十
四
条
の
四
第
十
三
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事

由
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

（
略
） 

二 

特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
収
集
若
し
く
は
運
搬
又
は
処
分
の
事
業
の
全

部
又
は
一
部
を
廃
止
し
た
こ
と
に
よ
り
、
現
に
委
託
を
受
け
て
い
る
特
別

管
理
産
業
廃
棄
物
の
収
集
若
し
く
は
運
搬
又
は
処
分
が
そ
の
事
業
の
範
囲

に
含
ま
れ
な
い
こ
と
と
な
つ
た
こ
と
。 

三
～
八 

（
略
） 

（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
及
び
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
分

業
者
の
帳
簿
記
載
事
項
等
） 

第
十
条
の
二
十
一 

法
第
十
四
条
の
四
第
十
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七

（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
及
び
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
分

業
者
の
帳
簿
記
載
事
項
等
） 

第
十
条
の
二
十
一 

法
第
十
四
条
の
四
第
十
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
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条
第
十
五
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
種

類
ご
と
に
、
次
の
表
の
上
欄
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ

る
と
お
り
と
す
る
。 

（
略
） 

（
略
） 

処
分
の
委
託 
一
～
四 

（
略
） 

五 

交
付
し
た
管
理
票
ご
と
の
、
受
け
入
れ
た
特
別

管
理
産
業
廃
棄
物
に
係
る
第
八
条
の
三
十
一
の
五

第
三
号
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
係
る
処
分
を
委
託

し
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
登
録
番
号 

六 

（
略
） 

七 

情
報
処
理
セ
ン
タ
ー
へ
の
登
録
ご
と
の
、
受
け

入
れ
た
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
に
係
る
第
八
条
の

三
十
一
の
五
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
係
る

処
分
を
委
託
し
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
登
録

番
号 

八 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

条
第
十
五
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
種

類
ご
と
に
、
次
の
表
の
上
欄
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ

る
と
お
り
と
す
る
。 

（
略
） 

（
略
） 

処
分
の
委
託 

一
～
四 

（
略
） 

五 

交
付
し
た
管
理
票
ご
と
の
、
受
け
入
れ
た
特
別

管
理
産
業
廃
棄
物
に
係
る
第
八
条
の
三
十
一
の
二

第
三
号
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
係
る
処
分
を
委
託

し
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
登
録
番
号 

六 

（
略
） 

七 

情
報
処
理
セ
ン
タ
ー
へ
の
登
録
ご
と
の
、
受
け

入
れ
た
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
に
係
る
第
八
条
の

三
十
一
の
二
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
係
る

処
分
を
委
託
し
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
登
録

番
号 

八 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

（
法
第
十
四
条
の
五
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
の
手
続
） 

第
十
条
の
二
十
四
の
二 

法
第
十
四
条
の
五
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、

特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
収
集
若
し
く
は
運
搬
又
は
処
分
の
事
業
の
全
部
又

は
一
部
を
廃
止
し
た
日
か
ら
十
日
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

（
新
規
） 
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書
面
を
送
付
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
又
は
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処

分
業
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
代
表
者

の
氏
名 

二 

特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
収
集
若
し
く
は
運
搬
又
は
処
分
の
事
業
の
全

部
又
は
一
部
を
廃
止
し
た
年
月
日
及
び
事
由
の
内
容 

（
通
知
の
写
し
の
保
存
期
間
） 

第
十
条
の
二
十
四
の
三 

法
第
十
四
条
の
五
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

十
四
条
の
二
第
五
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
五
年
と
す
る
。 

（
新
規
） 

（
法
第
十
四
条
の
六
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
三
の
二
第
三
項
の
規

定
に
よ
る
通
知
の
手
続
） 

第
十
条
の
二
十
四
の
四 

法
第
十
四
条
の
六
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
四
条

の
三
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
収
集
運

搬
業
又
は
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
分
業
の
許
可
を
取
り
消
さ
れ
た
日
か
ら

十
日
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
送
付
し
て
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

一 

許
可
を
取
り
消
さ
れ
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に

あ
つ
て
は
、
代
表
者
の
氏
名 

二 

許
可
を
取
り
消
さ
れ
た
年
月
日
及
び
事
由
の
内
容 

（
新
規
） 

（
通
知
の
写
し
の
保
存
期
間
） 

第
十
条
の
二
十
四
の
五 

第
十
条
の
十
の
七
の
規
定
は
、
法
第
十
四
条
の
六
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
四
条
の
三
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十

（
新
規
） 
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四
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
期
間
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

（
準
用
） 

第
十
二
条
の
十
二
の
十
三 

第
六
条
の
十
八
の
規
定
（
第
七
号
に
係
る
部
分
を

除
く
。
）
は
法
第
十
五
条
の
四
の
三
第
二
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
書
類
に

つ
い
て
、
第
六
条
の
十
九
第
一
項
の
規
定
は
法
第
十
五
条
の
四
の
三
第
一
項

の
認
定
を
受
け
た
者
（
そ
の
委
託
を
受
け
て
当
該
認
定
に
係
る
処
理
を
行
う

者
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
、
第
六
条
の
二
十
の
規
定
は
法
第
十
五
条
の
四
の

三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
条
の
九
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
変
更

の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
、
第
六
条
の
二
十
一
の
規
定
は
法

第
十
五
条
の
四
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
条
の
九
第
六
項
た

だ
し
書
の
環
境
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
に
つ
い
て
、
第
六
条
の
二
十
一

の
二
の
規
定
は
法
第
十
五
条
の
四
の
三
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用

す
る
法
第
九
条
の
九
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
に
つ
い
て
、
第
六

条
の
二
十
二
の
規
定
は
令
第
七
条
の
八
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
五
条
の
九

に
規
定
す
る
認
定
証
に
つ
い
て
、
第
六
条
の
二
十
三
の
規
定
は
令
第
七
条
の

八
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
五
条
の
十
の
規
定
に
よ
る
廃
止
の
届
出
に
つ
い

て
、
第
六
条
の
二
十
四
の
規
定
は
法
第
十
五
条
の
四
の
三
第
一
項
の
認
定
を

受
け
た
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中

「
一
般
廃
棄
物
」
と
あ
る
の
は
「
産
業
廃
棄
物
」
と
読
み
替
え
る
ほ
か
、
次

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
同
表
の
下

欄
に
掲
げ
る
字
句
に
そ
れ
ぞ
れ
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

（
準
用
） 

第
十
二
条
の
十
二
の
十
三 

第
六
条
の
十
八
の
規
定
（
第
七
号
に
係
る
部
分
を

除
く
。
）
は
法
第
十
五
条
の
四
の
三
第
二
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
書
類
に

つ
い
て
、
第
六
条
の
十
九
第
一
項
の
規
定
は
法
第
十
五
条
の
四
の
三
第
一
項

の
認
定
を
受
け
た
者
（
そ
の
委
託
を
受
け
て
当
該
認
定
に
係
る
処
理
を
行
う

者
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
、
第
六
条
の
二
十
の
規
定
は
法
第
十
五
条
の
四
の

三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
条
の
九
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
変
更

の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
、
第
六
条
の
二
十
一
の
規
定
は
法

第
十
五
条
の
四
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
条
の
九
第
六
項
た

だ
し
書
の
環
境
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
に
つ
い
て
、
第
六
条
の
二
十
一

の
二
の
規
定
は
法
第
十
五
条
の
四
の
三
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用

す
る
法
第
九
条
の
九
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
に
つ
い
て
、
第
六

条
の
二
十
二
の
規
定
は
令
第
七
条
の
八
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
五
条
の
九

に
規
定
す
る
認
定
証
に
つ
い
て
、
第
六
条
の
二
十
三
の
規
定
は
令
第
七
条
の

八
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
五
条
の
十
の
規
定
に
よ
る
廃
止
の
届
出
に
つ
い

て
、
第
六
条
の
二
十
四
の
規
定
は
法
第
十
五
条
の
四
の
三
第
一
項
の
認
定
を

受
け
た
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中

「
一
般
廃
棄
物
」
と
あ
る
の
は
「
産
業
廃
棄
物
」
と
読
み
替
え
る
ほ
か
、
次

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
同
表
の
下

欄
に
掲
げ
る
字
句
に
そ
れ
ぞ
れ
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 
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（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

第
六
条
の
二
十
一
の
二

第
二
項 

（
削
る
） 

  

（
削
る
） 

第
六
条
の
十
八
各
号 

第
十
二
条
の
十
二
の
十

三
に
お
い
て
読
み
替
え

て
準
用
す
る
第
六
条
の

十
八
各
号 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

第
六
条
の
二
十
一
の
二

第
二
項 

令
第
五
条
の
九 

 

令
第
七
条
の
八
に
お
い

て
準
用
す
る
令
第
五
条

の
九 

第
六
条
の
十
八
各
号 

第
十
二
条
の
十
二
の
十

三
に
お
い
て
読
み
替
え

て
準
用
す
る
第
六
条
の

十
八
各
号 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

（
適
正
な
有
害
使
用
済
機
器
の
保
管
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
者
） 

第
十
三
条
の
二 

法
第
十
七
条
の
二
第
一
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
者
は
、
有

害
使
用
済
機
器
の
保
管
（
当
該
保
管
と
併
せ
て
行
う
処
分
又
は
再
生
を
含

む
。
第
一
号
及
び
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
業
と
し
て
行
お
う
と
す
る

者
（
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
限
る
。
）
と
す
る
。 

一 

令
第
十
六
条
の
二
各
号
に
掲
げ
る
機
器
が
廃
棄
物
と
な
つ
た
も
の
の
処

理
（
有
害
使
用
済
機
器
の
保
管
、
処
分
又
は
再
生
を
業
と
し
て
行
お
う
と

す
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
廃
棄
物
の
保
管
、
処
分
又
は
再
生
）
に
係

る
次
に
掲
げ
る
許
可
、
認
定
、
委
託
又
は
指
定
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

「
許
可
等
」
と
い
う
。
）
を
受
け
、
か
つ
、
当
該
許
可
等
に
係
る
事
業
場

に
お
い
て
有
害
使
用
済
機
器
の
保
管
を
業
と
し
て
行
お
う
と
す
る
場
合 

イ 

法
第
七
条
第
一
項
の
許
可 

（
新
規
） 
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ロ 

法
第
七
条
第
六
項
の
許
可 

ハ 

法
第
九
条
の
八
第
一
項
の
認
定 

ニ 
法
第
九
条
の
九
第
一
項
の
認
定 

ホ 

法
第
十
四
条
第
一
項
の
許
可 

へ 

法
第
十
四
条
第
六
項
の
許
可 

ト 

法
第
十
五
条
の
四
の
二
第
一
項
の
認
定 

チ 

法
第
十
五
条
の
四
の
三
第
一
項
の
認
定 

リ 

第
二
条
第
一
号
の
委
託 

ヌ 

第
二
条
第
二
号
の
指
定 

ル 

第
二
条
第
四
号
の
指
定 

ヲ 

第
二
条
の
三
第
一
号
の
委
託 

ワ 

第
二
条
の
三
第
二
号
の
指
定 

カ 

第
二
条
の
三
第
四
号
の
指
定 

ヨ 

第
九
条
第
二
号
の
指
定 

タ 

第
九
条
第
四
号
の
指
定  

  
  

  
 
     

   
 
                                                               

                                                                       
                                   

                                    
                                   

                                   
                                                                                                          

                                    
                                   

                                                                       
                                                                       

                                   
                                                                       

                    
  

    
    

    
 
    

     
   

    
    

    
    

   
  

      
    

    
    

   
  

    
    

    
    

      
  

    
    

    
    

    
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

    
  

    
    

    
    

 
    

  
    

    
    

    
    

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

    
  

    
    

    
    

 
    

  
    

    
    

    
      

  
  
  

  
  

  
  

  
  

    
  

    
    

    
    

      
  

  
  

  
  

  
  

  
  

   
   

    
    

 
  
  

  
  

   
   

    
    

    
    

     
   

    
    

    
    

   
  

    
    

      
    

   
  

    
     

レ 

第
十
条
の
三
第
二
号
の
指
定 

ソ 

第
十
条
の
三
第
四
号
の
指
定 

ツ 

特
定
家
庭
用
機
器
再
商
品
化
法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
認
定 

ネ 

特
定
家
庭
用
機
器
再
商
品
化
法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け

て
い
る
者
か
ら
の
委
託
（
当
該
認
定
に
係
る
再
商
品
化
及
び
熱
回
収
に

必
要
な
行
為
と
し
て
行
わ
れ
る
場
合
に
限
る
。
） 

ナ 

特
定
家
庭
用
機
器
再
商
品
化
法
第
三
十
二
条
第
一
項
の
指
定 
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ラ 

特
定
家
庭
用
機
器
再
商
品
化
法
第
三
十
二
条
第
一
項
の
指
定
を 

 

受
け
て
い
る
者
か
ら
の
委
託
（
当
該
指
定
に
係
る
再
商
品
化
及
び
熱
回

収
に
必
要
な
行
為
と
し
て
行
わ
れ
る
場
合
に
限
る
。
） 

ム 

使
用
済
小
型
電
子
機
器
等
の
再
資
源
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
十

条
第
三
項
の
認
定 

ウ 

使
用
済
小
型
電
子
機
器
等
の
再
資
源
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
十

条
第
三
項
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者
か
ら
の
委
託
（
当
該
認
定
に
係
る

同
法
第
十
一
条
第
四
項
第
一
号
の
認
定
計
画
に
従
つ
て
行
わ
れ
る
場
合

に
限
る
。
） 

二 

市
町
村
で
あ
る
場
合 

三 

都
道
府
県
で
あ
る
場
合 

四 

国
で
あ
る
場
合 

五 

有
害
使
用
済
機
器
の
保
管
の
用
に
供
す
る
事
業
場
（
二
以
上
の
事
業
場

を
有
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
各
事
業
場
）
の
敷
地
面
積
が
百
平
方
メ
ー
ト

ル
を
超
え
な
い
も
の
を
設
置
す
る
場
合 

六 

有
害
使
用
済
機
器
の
保
管
、
処
分
又
は
再
生
以
外
の
事
業
を
そ
の
本
来

の
業
務
と
し
て
行
う
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
本
来
の
業
務
に
付
随
し
て
有

害
使
用
済
機
器
の
保
管
の
み
を
一
時
的
に
行
う
と
き 

（
有
害
使
用
済
機
器
の
保
管
等
の
届
出
） 

第
十
三
条
の
三 

法
第
十
七
条
の
二
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
届
出
は

、
当
該
届
出
に
係
る
有
害
使
用
済
機
器
の
保
管
、
処
分
又
は
再
生
の
事

業
を
開
始
す
る
日
の
十
日
前
ま
で
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

（
新
規
） 
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様
式
第
三
十
五
号
の
二
に
よ
る
届
出
書
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
て

行
う
も
の
と
す
る
。 

一 
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表

者
の
氏
名 

二 

事
業
の
範
囲 

三 

事
務
所
及
び
事
業
場
の
所
在
地
並
び
に
事
業
場
の
敷
地
面
積 

四 

保
管
の
場
所
の
所
在
地
及
び
面
積
並
び
に
保
管
す
る
有
害
使
用
済

機
器
の
品
目
、
保
管
量
及
び
保
管
の
高
さ 

五 

第
十
三
条
の
六
の
規
定
に
よ
る
高
さ
の
う
ち
最
高
の
も
の 

六 

処
分
又
は
再
生
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
処
分
又
は
再
生

に
係
る
事
業
場
の
所
在
地
及
び
処
分
又
は
再
生
を
行
う
有
害
使
用
済

機
器
の
品
目 

七 

事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
を
設
置
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該

施
設
の
種
類
、
数
量
、
設
置
場
所
、
設
置
年
月
日
及
び
処
理
能
力 

八 

届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
が
法
第
十
四
条
第
五
項
第
二
号
ハ
に
規

定
す
る
未
成
年
者
又
は
成
年
被
後
見
人
若
し
く
は
被
保
佐
人
で
あ
る

場
合
に
は
、
そ
の
法
定
代
理
人
の
氏
名
及
び
住
所 

２ 

前
項
の
届
出
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
及
び
図
面
を
添
付
す
る
も

の
と
す
る
。 

一 

事
業
計
画
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類 

二 

事
業
場
の
平
面
図
及
び
付
近
の
見
取
図 

 
 

 
 

三 

事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
を
設
置
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
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施
設
の
処
理
方
式
、
構
造
及
び
設
備
の
概
要
、
構
造
を
明
ら
か
に
す

る
平
面
図
、
立
面
図
、
断
面
図
、
構
造
図
及
び
設
計
計
算
書
並
び
に

当
該
施
設
の
付
近
の
見
取
図 

四 

届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
が
第
二
号
に
掲
げ
る
事
業
場
及
び
前
号

に
掲
げ
る
施
設
の
所
有
権
を
有
す
る
こ
と
（
所
有
権
を
有
し
な
い
場

合
に
は
、
当
該
場
所
及
び
施
設
を
使
用
す
る
権
原
を
有
す
る
こ
と
）

を
証
す
る
書
類 

五 

有
害
使
用
済
機
器
の
処
分
又
は
再
生
を
業
と
し
て
行
う
場
合
に
は

、
当
該
処
分
又
は
再
生
に
伴
つ
て
生
じ
た
廃
棄
物
の
処
理
方
法
又
は

再
生
品
の
利
用
方
法
を
記
載
し
た
書
類 

六 

届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
住
民
票
の

写
し 

七 

届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
定
款
又
は

寄
附
行
為
及
び
登
記
事
項
証
明
書 

八 

届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
が
法
第
十
四
条
第
五
項
第
二
号
ハ
に
規

定
す
る
未
成
年
者
又
は
成
年
被
後
見
人
若
し
く
は
被
保
佐
人
で
あ
る

場
合
に
は
、
そ
の
法
定
代
理
人
の
住
民
票
の
写
し 

（
有
害
使
用
済
機
器
の
保
管
等
に
係
る
変
更
の
届
出
） 

第
十
三
条
の
四 

法
第
十
七
条
の
二
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出

は
、
当
該
変
更
の
日
の
十
日
前
ま
で
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
様

式
第
三
十
五
号
の
三
に
よ
る
届
出
書
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ

し
、
次
項
の
規
定
に
よ
り
前
条
第
二
項
第
四
号
及
び
第
六
号
か
ら
第
八
号
ま

（
新
規
） 
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で
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。 

一 
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

氏
名 

二 

法
第
十
七
条
の
二
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
行
つ
た
年
月
日 

三 

変
更
の
内
容 

四 

変
更
の
理
由 

五 

変
更
予
定
年
月
日 

２ 

前
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
の
届
出
に

つ
い
て
は
、
当
該
変
更
に
係
る
届
出
書
に
、
当
該
変
更
に
係
る
場
所
又
は
施

設
に
関
す
る
同
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
規
定
す
る
書
類
及
び

図
面
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
有
害
使
用
済
機
器
の
保
管
の
場
所
に
係
る
掲
示
板
） 

第
十
三
条
の
五 

令
第
十
六
条
の
三
第
一
号
イ
⑵
の
規
定
に
よ
る
掲
示
板
は
、

縦
及
び
横
そ
れ
ぞ
れ
六
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
表
示
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

有
害
使
用
済
機
器
の
処
分
又
は
再
生
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
有
害

使
用
済
機
器
の
保
管
の
場
所
で
あ
る
旨
に
加
え
て
、
有
害
使
用
済
機
器
の

処
分
又
は
再
生
の
場
所
で
あ
る
旨 

二 

保
管
す
る
有
害
使
用
済
機
器
の
品
目 

三 

保
管
の
場
所
の
管
理
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
連
絡
先 

四 

屋
外
に
お
い
て
有
害
使
用
済
機
器
を
容
器
を
用
い
ず
に
保
管
す
る
場
合

（
新
規
） 
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に
あ
つ
て
は
、
次
条
に
規
定
す
る
高
さ
の
う
ち
最
高
の
も
の 

（
有
害
使
用
済
機
器
の
保
管
の
高
さ
） 

第
十
三
条
の
六 

令
第
十
六
条
の
三
第
一
号
ロ
⑵
の
規
定
に
よ
る
環
境
省
令
で

定
め
る
高
さ
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る

高
さ
と
す
る
。 

一 

保
管
の
場
所
の
囲
い
に
保
管
す
る
有
害
使
用
済
機
器
の
荷
重
が
直
接
か

か
る
構
造
で
あ
る
部
分
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
直
接
負
荷
部
分
」
と

い
う
。
）
が
な
い
場
合
（
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
） 

当
該
保

管
の
場
所
の
任
意
の
点
ご
と
に
、
地
盤
面
か
ら
、
当
該
点
を
通
る
鉛
直
線

と
当
該
保
管
の
場
所
の
囲
い
の
下
端
（
当
該
下
端
が
地
盤
面
に
接
し
て
い

な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
下
端
を
鉛
直
方
向
に
延
長
し
た
面
と
地
盤

面
と
の
交
線
）
を
通
り
水
平
面
に
対
し
上
方
に
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
勾こ

う

配

を
有
す
る
面
と
の
交
点
（
当
該
交
点
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

最
も
地
盤
面
に
近
い
も
の
）
ま
で
の
高
さ 

二 

保
管
の
場
所
の
囲
い
に
直
接
負
荷
部
分
が
あ
る
場
合
（
次
号
に
掲
げ
る

場
合
を
除
く
。
） 

直
接
負
荷
部
分
の
上
端
か
ら
下
方
に
垂
直
距
離
五
十

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
線
（
直
接
負
荷
部
分
に
係
る
囲
い
の
高
さ
が
五
十
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
に
満
た
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
下
端
）
（
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
「
基
準
線
」
と
い
う
。
）
か
ら
当
該
保
管
の
場
所
の
側
の

任
意
の
点
ご
と
に
、
次
の
イ
に
規
定
す
る
高
さ
（
当
該
保
管
の
場
所
の
囲

い
に
直
接
負
荷
部
分
で
な
い
部
分
が
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
イ
又
は
ロ

に
規
定
す
る
高
さ
の
う
ち
い
ず
れ
か
低
い
も
の
）
又
は
五
メ
ー
ト
ル
の
う

（
新
規
） 
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ち
い
ず
れ
か
低
い
も
の 

イ 

地
盤
面
か
ら
、
当
該
点
を
通
る
鉛
直
線
と
当
該
鉛
直
線
へ
の
水
平
距

離
が
最
も
小
さ
い
基
準
線
を
通
る
水
平
面
と
の
交
点
ま
で
の
高
さ 

ロ 

前
号
に
規
定
す
る
高
さ 

三 

保
管
の
場
所
の
三
方
の
囲
い
に
直
接
負
荷
部
分
が
あ
る
場
合 

次
の
イ

か
ら
ハ
ま
で
に
規
定
す
る
高
さ
の
う
ち
い
ず
れ
か
低
い
も
の
又
は
前
号
に

規
定
す
る
高
さ 

イ 

当
該
保
管
の
場
所
の
当
該
三
方
以
外
の
方
向
か
ら
、
事
業
の
用 

 

に
供
す
る
施
設
（
当
該
保
管
の
場
所
を
除
く
。
）
又
は
事
業
場
の
敷
地

の
境
界
線
へ
の
水
平
距
離
の
う
ち
最
小
の
も
の
の
二
分
の
一
に
相
当
す

る
高
さ 

ロ 

当
該
直
接
負
荷
部
分
の
基
準
線
の
高
さ 

ハ 

五
メ
ー
ト
ル 

（
有
害
使
用
済
機
器
の
保
管
に
係
る
飛
散
防
止
等
の
た
め
の
措
置
） 

第
十
三
条
の
七 

令
第
十
六
条
の
三
第
一
号
ロ
⑷
の
規
定
に
よ
る
環
境
省
令
で

定
め
る
措
置
は
、
そ
の
保
管
を
業
と
し
て
行
お
う
と
す
る
有
害
使
用
済
機
器

の
品
目
に
応
じ
、
保
管
の
場
所
か
ら
有
害
使
用
済
機
器
又
は
当
該
保
管
に
伴

つ
て
生
じ
た
汚
水
が
飛
散
し
、
流
出
し
、
及
び
地
下
に
浸
透
し
、
並
び
に
悪

臭
が
発
散
し
な
い
よ
う
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
す
る
。 

（
新
規
） 

（
有
害
使
用
済
機
器
の
保
管
に
係
る
火
災
の
発
生
又
は
延
焼
防
止
の
た
め
の

措
置
） 

第
十
三
条
の
八 

令
第
十
六
条
の
三
第
一
号
ニ
の
規
定
に
よ
る
環
境
省
令
で
定

（
新
規
） 
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め
る
措
置
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

有
害
使
用
済
機
器
が
そ
の
他
の
物
と
混
合
す
る
お
そ
れ
の
な
い
よ
う
に

他
の
物
と
区
分
し
て
保
管
す
る
こ
と
。 

二 

有
害
使
用
済
機
器
に
電
池
、
潤
滑
油
そ
の
他
の
火
災
の
発
生
又
は
延
焼

の
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
が
含
ま
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
技
術
的
に
可
能

な
範
囲
で
こ
れ
ら
を
適
正
に
回
収
し
、
処
理
す
る
こ
と
。 

三 

有
害
使
用
済
機
器
の
一
の
保
管
の
単
位
の
面
積
を
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル

以
下
と
す
る
こ
と
。 

四 

隣
接
す
る
有
害
使
用
済
機
器
の
保
管
の
単
位
の
間
隔
は
、
二
メ
ー
ト
ル

以
上
と
す
る
こ
と
（
当
該
保
管
の
単
位
の
間
に
仕
切
り
が
設
け
ら
れ
て
い

る
場
合
を
除
く
。
）
。 

五 

そ
の
他
必
要
な
措
置 

（
有
害
使
用
済
機
器
の
処
分
又
は
再
生
に
係
る
飛
散
防
止
等
の
た
め
の 

 

措
置
） 

第
十
三
条
の
九 

令
第
十
六
条
の
三
第
二
号
イ
⑵
の
規
定
に
よ
る
環
境
省
令
で

定
め
る
措
置
は
、
そ
の
処
分
又
は
再
生
を
業
と
し
て
行
お
う
と
す
る
有
害
使

用
済
機
器
の
品
目
に
応
じ
、
処
分
又
は
再
生
の
場
所
か
ら
有
害
使
用
済
機
器

又
は
当
該
処
分
若
し
く
は
再
生
に
伴
つ
て
生
じ
た
汚
水
が
飛
散
し
、
流
出
し

、
及
び
地
下
に
浸
透
し
、
並
び
に
悪
臭
が
発
散
し
な
い
よ
う
に
必
要
な
措
置

を
講
ず
る
こ
と
と
す
る
。 

（
新
規
） 

（
有
害
使
用
済
機
器
の
処
分
又
は
再
生
に
係
る
火
災
の
発
生
又
は
延
焼
防
止

の
た
め
の
措
置
） 

（
新
規
） 
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第
十
三
条
の
十 

令
第
十
六
条
の
三
第
二
号
ハ
の
規
定
に
よ
る
環
境
省
令
で
定

め
る
措
置
は
、
次
の
と
お
り
す
る
。 

一 
有
害
使
用
済
機
器
が
そ
の
他
の
物
と
混
合
す
る
お
そ
れ
の
な
い
よ
う
に

他
の
物
と
区
分
し
て
処
分
又
は
再
生
す
る
こ
と
。 

二 

有
害
使
用
済
機
器
に
電
池
、
潤
滑
油
そ
の
他
の
火
災
の
発
生
又
は
延
焼

の
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
が
含
ま
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
技
術
的
に
可
能

な
範
囲
で
こ
れ
ら
を
適
正
に
回
収
し
、
処
理
す
る
こ
と
。 

三 

そ
の
他
必
要
な
措
置 

（
廃
止
の
届
出
） 

第
十
三
条
の
十
一 

令
第
十
六
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
廃
止
の
届
出
は

、
当
該
廃
止
の
日
か
ら
十
日
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
様
式

第
三
十
五
号
の
四
に
よ
る
届
出
書
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
て
行
う
も
の

と
す
る
。 

一 

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

氏
名 

二 

法
第
十
七
条
の
二
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
行
つ
た
年
月
日 

三 

廃
止
し
た
事
業
の
範
囲 

四 

廃
止
の
理
由 

五 

廃
止
の
年
月
日 

（
新
規
） 

（
有
害
使
用
済
機
器
保
管
等
業
者
が
備
え
る
べ
き
帳
簿
） 

第
十
三
条
の
十
二 

有
害
使
用
済
機
器
保
管
等
業
者
は
、
帳
簿
を
備
え
、
有
害

使
用
済
機
器
の
保
管
、
処
分
又
は
再
生
に
つ
い
て
次
の
表
の
上
欄
の
区
分
に

（
新
規
） 
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応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 保

管 

一 

受
入
年
月
日 

二 

受
け
入
れ
た
場
合
に
は
、
受
入
先
ご
と
の
受
入
量
及
び
受

け
入
れ
た
有
害
使
用
済
機
器
の
品
目 

三 

搬
出
し
た
場
合
に
は
、
搬
出
し
た
年
月
日
、
搬
出
先
ご
と

の
搬
出
量
及
び
搬
出
し
た
有
害
使
用
済
機
器
の
品
目 

処
分

又
は

再
生 

一 

処
分
又
は
再
生
年
月
日 

二 

処
分
又
は
再
生
し
た
場
合
に
は
、
処
分
方
法
ご
と
の
処
分

量
又
は
再
生
方
法
ご
と
の
再
生
量
及
び
処
分
又
は
再
生
し
た

有
害
使
用
済
機
器
の
品
目 

三 

処
分
又
は
再
生
に
伴
つ
て
生
じ
た
廃
棄
物
、
再
生
品
及
び

そ
の
他
の
物
の
持
出
年
月
日
、
当
該
物
の
持
出
先
ご
と
の
持

出
量
並
び
に
処
分
又
は
再
生
し
た
有
害
使
用
済
機
器
の
品
目  

２ 

前
項
の
帳
簿
は
、
事
業
場
ご
と
に
備
え
、
毎
月
末
ま
で
に
、
前
月
中
に
お

け
る
前
項
に
規
定
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
記
載
を
終
了
し
て
い
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

３ 

有
害
使
用
済
機
器
保
管
等
業
者
は
、
第
一
項
の
帳
簿
を
、
次
に
掲
げ
る
と

こ
ろ
に
よ
り
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

帳
簿
は
、
一
年
ご
と
に
閉
鎖
す
る
こ
と
。 

二 

帳
簿
は
、
閉
鎖
後
五
年
間
事
業
場
ご
と
に
保
存
す
る
こ
と
。 
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（
事
業
の
廃
止
等
に
つ
い
て
の
措
置
命
令
書
の
記
載
事
項
） 

第
十
五
条
の
七
の
二 

法
第
十
九
条
の
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十

九
条
の
四
第
二
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

講
ず
べ
き
保
管
等
の
措
置
の
内
容 

二 

命
令
の
年
月
日
及
び
履
行
期
限 

三 

命
令
を
行
う
理
由 

（
新
規
） 

第
十
五
条
の
七
の
三 

法
第
十
九
条
の
十
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十

九
条
の
五
第
二
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

講
ず
べ
き
保
管
等
の
措
置
の
内
容 

二 

命
令
の
年
月
日
及
び
履
行
期
限 

三 

命
令
を
行
う
理
由 

（
新
規
） 

（
土
地
の
形
質
の
変
更
に
関
す
る
措
置
命
令
書
の
記
載
事
項
） 

第
十
五
条
の
七
の
四 

法
第
十
九
条
の
十
一
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

十
九
条
の
四
第
二
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。 

一
～
三 

（
略
） 

（
土
地
の
形
質
の
変
更
に
関
す
る
措
置
命
令
書
の
記
載
事
項
） 

第
十
五
条
の
七
の
二 

法
第
十
九
条
の
十
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十

九
条
の
四
第
二
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

一
～
三 

（
略
） 

（
届
出
台
帳
の
調
製
等
） 

第
十
五
条
の
八 

法
第
十
九
条
の
十
二
第
一
項
の
届
出
台
帳
は
、
帳
簿
及
び
図

面
を
も
つ
て
調
製
す
る
も
の
と
す
る
。 

２
～
５ 

（
略
） 

（
届
出
台
帳
の
調
製
等
） 

第
十
五
条
の
八 

法
第
十
九
条
の
十
一
第
一
項
の
届
出
台
帳
は
、
帳
簿
及
び
図

面
を
も
つ
て
調
製
す
る
も
の
と
す
る
。 

２
～
５ 
（
略
） 
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様式第一号（第一条の三の二、第七条の二、第八条の五の二関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 １ 数字は、センチメートルを示す。 

２ 文字及び数字の色彩は黒色、地の色彩は黄色とすること。 

３ 文字及び数字の太さは２センチメートル以上、間隔は３センチメートル以上を標

準とすること。 

４ 氏名又は名称等の部分には、次に掲げる者ごとにそれぞれ次に掲げる事項を記載

すること。 

⑴ 市町村 市町村の名称 

⑵ 市町村の委託を受けて一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者 市町村の

名称 

⑶ 一般廃棄物収集運搬業者 許可を受けた市町村の名称及び許可番号 

⑷ 事業者 氏名又は名称 

⑸ 都道府県 都道府県の名称 

⑹ 産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物収集運搬業者 氏名又は名称

及び許可番号 

⑺ 法第 12 条の７第１項の認定を受けた者 名称及び認定番号 

⑻ 法第 15 条の４の２第１項の認定を受けた者又は法第 15 条の４の４第１項の認

定を受けた者 氏名又は名称及び認定番号 

５ 廃棄物の区分については、収集又は運搬する廃棄物の種類に応じて一般廃棄物又

は産業廃棄物の別を記載すること。 

 

 

 

10 

20 

20 

10 

5 

 

様式第一号（第一条の三の二、第七条の二、第八条の五の二関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 １ 数字は、センチメートルを示す。 

２ 文字及び数字の色彩は黒色、地の色彩は黄色とすること。 

３ 文字及び数字の太さは２センチメートル以上、間隔は３センチメートル以上を標

準とすること。 

４ 氏名又は名称等の部分には、次に掲げる者ごとにそれぞれ次に掲げる事項を記載

すること。 

⑴ 市町村 市町村の名称 

⑵ 市町村の委託を受けて一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者 市町村の

名称 

⑶ 一般廃棄物収集運搬業者 許可を受けた市町村の名称及び許可番号 

⑷ 事業者 氏名又は名称 

⑸ 都道府県 都道府県の名称 

⑹ 産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物収集運搬業者 氏名又は名称

及び許可番号 

（新規） 

⑺ 法第 15 条の４の２第１項の認定を受けた者又は法第 15 条の４の４第１項の認

定を受けた者 氏名又は名称及び認定番号 

５ 廃棄物の区分については、収集又は運搬する廃棄物の種類に応じて一般廃棄物又

は産業廃棄物の別を記載すること。 

 

 

 

10 

20 

20 

10 

5 

 

 

 

様式第二号の十三(第八条の十七の二関係) 

(第１面)～（第４面） （略） 

 

 

 

様式第二号の十三(第八条の十七の二関係) 

(第１面)～（第４面） （略） 
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（第５面） 

 ②計画 

【目標】 

特別管理産業廃棄物の種類   

全 処 理 委 託 量 ｔ ｔ 

 

優良認定処理業者への 

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ 

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ 

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ 

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量 

ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

 

 

 

 

 

 

 

電子情報処理組織の使用

に関する事項 

【前年度（平成   年度）実績】 

特別管理産業廃棄物 

排 出 量 

（ポリ塩化ビフェニル廃棄物を除く。） 

ｔ  

（今後実施する予定の取組等） 

 

 

 

 

 

※事務処理欄   

  

 

 

（第５面） 

 ②計画 

【目標】 

特別管理産業廃棄物の種類   

全 処 理 委 託 量 ｔ ｔ 

 

優良認定処理業者への 

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ 

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ 

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ 

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量 

ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

 

 

 

 

 

 

 

電子情報処理組織の使用

に関する事項 

【前年度（平成   年度）実績】 

特別管理産業廃棄物 

排 出 量 

（ポリ塩化ビフェニル廃棄物を除く。） 

ｔ  

（今後実施する予定の取組） 

 

 

 

 

 

※事務処理欄   

  

 

 

（第６面） 

備考 

１  前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上の事業場ごとに１枚作成すること。 

２ 当該年度の６月30日までに提出すること。 

３ 「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入すること。 

 (1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。 

 (2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）、建設業の場合における元請完成

工事高（前年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時点）等の業種に応じ事業規

模が分かるような前年度の実績を記入すること。 

 (3)④欄には、当該事業場において生ずる特別管理産業廃棄物についての発生から最終処分が終了

するまでの一連の処理の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。）を記入するこ

と。 

４ 「自ら行う特別管理産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、特別管理産業廃棄物の種

類ごとに、自ら中間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った特別管理産

業廃棄物の量と、自ら中間処理を行うことによって減量した量について、前年度の実績、目標及

び取組を記入すること。 

５ 「自ら行う特別管理産業廃棄物の埋立処分に関する事項」の欄には、特別管理産業廃棄物の種

類ごとに、埋立処分した量を記入すること。なお、中間処理を行うことにより特別管理産業廃棄

物に該当しなくなった産業廃棄物を海洋投入処分するときは、その量も含めて記入すること。 

 ６ 「特別管理産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、特別管理産業廃棄物の種類ごと

に、全処理委託量を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃

に関する法律施行令（以下「令」という。）第６条の14第２号に該当する者）への処理委託量、

処理業者への再生利用委託量、認定熱回収施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15

条の３の３第１項の認定を受けた者）である処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設

置者以外の熱回収を行っている処理業者への焼却処理委託量について、前年度実績、目標及び取

組を記入すること。 

 ７ 「電子情報処理組織の使用に関する事項」の欄には、前年度の特別管理産業廃棄物の全発生量

（ポリ塩化ビフェニル廃棄物（令第２条の４第５号イからハまでに掲げるものをいう。）を除く。）

を記入すること。その量が50トンを超える者にあっては、今後の電子情報処理組織の使用に関す

る取組等（情報処理センターへの登録が困難な場合として廃棄物の処理及び清掃に関する法律施

行規則第８条の31の４に該当するときは、その旨及び理由を含む。）について記入すること。 

 ８ それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙のと

おり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、特別管理産業

廃棄物の種類が３以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該

欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべき事項がな

いときは、「―」を記入すること。 

９ ※欄は記入しないこと。 

  

 

 

（第６面） 

備考 

１  前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上の事業場ごとに１枚作成すること。 

２ 当該年度の６月30日までに提出すること。 

３ 「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入すること。 

 (1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。 

 (2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）、建設業の場合における元請完成

工事高（前年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時点）等の業種に応じ事業規

模が分かるような前年度の実績を記入すること。 

 (3)④欄には、当該事業場において生ずる特別管理産業廃棄物についての発生から最終処分が終了

するまでの一連の処理の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。）を記入するこ

と。 

４ 「自ら行う特別管理産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、特別管理産業廃棄物の種

類ごとに、自ら中間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った特別管理産

業廃棄物の量と、自ら中間処理を行うことによって減量した量について、前年度の実績、目標及

び取組を記入すること。 

５ 「自ら行う特別管理産業廃棄物の埋立処分に関する事項」の欄には、特別管理産業廃棄物の種

類ごとに、埋立処分した量を記入すること。なお、中間処理を行うことにより特別管理産業廃棄

物に該当しなくなった産業廃棄物を海洋投入処分するときは、その量も含めて記入すること。 

 ６ 「特別管理産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、特別管理産業廃棄物の種類ごと

に、全処理委託量を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃

に関する法律施行令（以下「令」という。）第６条の14第２号に該当する者）への処理委託量、

処理業者への再生利用委託量、認定熱回収施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15

条の３の３第１項の認定を受けた者）である処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設

置者以外の熱回収を行っている処理業者への焼却処理委託量について、前年度実績、目標及び取

組を記入すること。 

 ７ 「電子情報処理組織の使用に関する事項」の欄には、前年度の特別管理産業廃棄物の全発生量

（ポリ塩化ビフェニル廃棄物（令第２条の４第５号イからハまでに掲げるものをいう。）を除く。）

を記入すること。その量が50トンを超える者にあっては、今後の電子情報処理組織の使用に関す

る取組について記入すること。 

 ８ それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙のと

おり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、特別管理産業

廃棄物の種類が３以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該

欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべき事項がな

いときは、「―」を記入すること。 

９ ※欄は記入しないこと。 
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様式第二号の十四(第八条の十七の三関係) 

(第１面) 

特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書 

  年  月  日 

都道府県知事 

（市長）        殿 

提出者                   

住 所                  

氏 名                  

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名) 

電話番号                 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 12条の２第 11項の規定に基づき、    年度の特別管

理産業廃棄物処理計画の実施状況を報告します。 

事 業 場 の 名 称   

事 業 場 の 所 在 地   

事 業 の 種 類   

特別管理産業廃棄物処理計画における

計 画 期 間 
  

特別管理産業廃棄物処理計画における目標値 

 

項目 目標値 項目 目標値 

排 出 量 ｔ 全 処 理 委 託 量 ｔ 

自ら再生利用を行う 

特別管理産業廃棄物の量 
ｔ 

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量 
ｔ 

自ら熱回収を行う 

特別管理産業廃棄物の量 
ｔ 

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
ｔ 

自ら中間処理により減量する 

特別管理産業廃棄物の量 
ｔ 

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
ｔ 

自 ら 埋 立 処 分

を 行 う 

特別管理産業廃棄物の量 

ｔ 

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量 

ｔ 

電子情報処理組織の使用に関する事項 

 

特別管理産業廃棄物排出量 

（ポリ塩化ビフェニル廃棄物を除く。） 

前々年度         ｔ 

前 年 度         ｔ 

（電子情報処理組織の使用に関して実施した取組） 

 

 

 

※事務処理欄  

(日本工業規格 Ａ列４番)   

 

 

様式第二号の十四(第八条の十七の三関係) 

(第１面) 

特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書 

  年  月  日 

都道府県知事 

（市長）        殿 

 

提出者                   

住 所                  

氏 名                  

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名) 

電話番号                 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の２第 11項の規定に基づき、    年度の特別管

理産業廃棄物処理計画の実施状況を報告します。 

事 業 場 の 名 称   

事 業 場 の 所 在 地   

事 業 の 種 類     

特別管理産業廃棄物処理計画における

計 画 期 間 
    

特別管理産業廃棄物処理計画における目標値 

 

項目 目標値 項目 目標値 

排 出 量 ｔ 全 処 理 委 託 量 ｔ 

自ら再生利用を行う 

特別管理産業廃棄物の量 
ｔ 

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量 
ｔ 

自ら熱回収を行う 

特別管理産業廃棄物の量 
ｔ 

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
ｔ 

自ら中間処理により減量する 

特別管理産業廃棄物の量 
ｔ 

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
ｔ 

自 ら 埋 立 処 分

を 行 う 

特別管理産業廃棄物の量 

ｔ 

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量 

ｔ 

（新規） 

※事務処理欄   

(日本工業規格 Ａ列４番)  

 

 

 (第２面) （略）  

 

 

 (第２面) （略）  
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 (第３面) 

備考 

１ 翌年度の６月30日までに提出すること。 

２ 「事業の種類」の欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。 

３ 「特別管理産業廃棄物処理計画における目標値」の欄には、項目ごとに、特別管理産業廃棄

物処理計画に記載した目標値を記入すること。 

４ 第２面には、前年度の特別管理産業廃棄物の処理に関して、①～⑭の欄のそれぞれに、(1)

から(14)に掲げる量を記入すること。 

(1) ①欄 当該事業場において生じた特別管理産業廃棄物の量 

(2) ②欄 (1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら再生利用した量 

(3) ③欄 (1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら埋立処分した量 

(4) ④欄 (1)の量のうち、自ら中間処理をした特別管理産業廃棄物の当該中間処理前の量 

(5) ⑤欄 (4)の量のうち、熱回収を行った量 

(6) ⑥欄 自ら中間処理をした後の量  

(7) ⑦欄 (4)の量から(6)の量を差し引いた量 

(8) ⑧欄 (6)の量のうち、自ら利用し、又は他人に売却した量 

(9) ⑨欄 (6)の量のうち、自ら埋立処分又は海洋投入処分した量 

(10) ⑩欄 中間処理及び最終処分を委託した量 

(11) ⑪欄 (10)の量のうち、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

（以下「令」という。）第6条の11第2号に該当する者）への処理委託量 

(12) ⑫欄 (10)の量のうち、処理業者への再生利用委託量 

(13) ⑬欄  (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 

15条の3の3第1項の認定を受けた者）である処理業者への焼却処理委託量 

(14) ⑭欄  (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者への

焼却処理委託量 

５ 第２面の左下の表には、項目ごとに、特別管理産業廃棄物処理計画に記載したそれぞれの実

績値を記入すること。 

 ６ 特別管理産業廃棄物の種類が２以上あるときは、特別管理産業廃棄物の種類ごとに、第２面

の例により特別管理産業廃棄物処理計画の実施状況を明らかにした書面を作成し、当該書面を

添付すること。 

 ７ 「電子情報処理組織の使用に関する事項」の欄には、前々年度及び前年度における特別管理

産業廃棄物の排出量（ポリ塩化ビフェニル廃棄物（令第２条の４第５号イからハまでに掲げる

ものをいう。）を除く。）並びに電子情報処理組織使用義務者にあっては前年度に実施した電子

情報処理組織の使用に関する取組（情報処理センターへの登録が困難な場合として廃棄物の処

理及び清掃に関する法律施行規則第８条の31の４に該当したときは、その旨及び理由を含む。）

について記入すること。 

８ ※欄は記入しないこと。 

  

 

 

 (第３面) 

備考 

１ 翌年度の６月30日までに提出すること。 

２ 「事業の種類」の欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。 

３ 「特別管理産業廃棄物処理計画における目標値」の欄には、項目ごとに、特別管理産業廃棄

物処理計画に記載した目標値を記入すること。 

４ 第２面には、前年度の特別管理産業廃棄物の処理に関して、①～⑭の欄のそれぞれに、(1)

から(14)に掲げる量を記入すること。 

(1) ①欄 当該事業場において生じた特別管理産業廃棄物の量 

(2) ②欄 (1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら再生利用した量 

(3) ③欄 (1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら埋立処分した量 

(4) ④欄 (1)の量のうち、自ら中間処理をした特別管理産業廃棄物の当該中間処理前の量 

(5) ⑤欄 (4)の量のうち、熱回収を行った量 

(6) ⑥欄 自ら中間処理をした後の量  

(7) ⑦欄 (4)の量から(6)の量を差し引いた量 

(8) ⑧欄 (6)の量のうち、自ら利用し、又は他人に売却した量 

(9) ⑨欄 (6)の量のうち、自ら埋立処分又は海洋投入処分した量 

(10) ⑩欄 中間処理及び最終処分を委託した量 

(11) ⑪欄 (10)の量のうち、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

第6条の11第2号に該当する者）への処理委託量 

(12) ⑫欄 (10)の量のうち、処理業者への再生利用委託量 

(13) ⑬欄  (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 

15条の3の3第1項の認定を受けた者）である処理業者への焼却処理委託量 

(14) ⑭欄  (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者への

焼却処理委託量 

５ 第２面の左下の表には、項目ごとに、特別管理産業廃棄物処理計画に記載したそれぞれの実

績値を記入すること。 

 ６ 特別管理産業廃棄物の種類が２以上あるときは、特別管理産業廃棄物の種類ごとに、第２面

の例により特別管理産業廃棄物処理計画の実施状況を明らかにした書面を作成し、当該書面を

添付すること。 

（新規） 

７ ※欄は記入しないこと。 
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様式第二号の十五（第八条の二十一関係） 

産 業 廃 棄 物 管 理 票 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交付年月日 平成 年 月 日 交付番号  交付担当者 氏名  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 者 

氏名又は名称 

事 業 場 

名称 

住所 〒 

電話番号 

所在地 〒 

電話番号 

産業廃棄物 種類 
数量 荷姿 

備考・通信欄 

中間処理産 

業廃棄物 
管理票交付者（処分委託者）の氏名又は名称及び管理票の交付番号（登録番号） 

最終処分の 

場所 
所在地 

運搬受託者 

氏名又は名称 
運搬先の事 

業場 

名称 

住所 〒 

電話番号 

所在地 〒 

電話番号 

処分受託者 

氏名又は名称 
積替え又は 

保管 

所在地 〒 

電話番号 
住所 〒 

電話番号 

運搬の受託 
（受託者の氏名又は名称） 

（運搬担当者の氏名） 
受領印 ○印  

運搬終了年月日 平成 年 月 日 有価物拾集量  

処分の受託 
（受託者の氏名又は名称） 

（処分担当者の氏名） 
受領印 ○印  

処分終了年月日 平成 年 月 日 最終処分終了 

年月日 

平成 年 月 日 

最終処分を 

行った場所 
所在地 

（記載上の注意） 

  1．日本工業規格 Z8305 に規定する 8 ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。 

  2．余白には斜線を引くこと。 

  3．「数量」及び「有価物拾集量」の欄は、重量又は体積を単位とともに記載すること。 

  4．「荷姿」の欄は、バラ、ドラム缶、ポリ容器等、具体的な荷姿を記載すること。    

  5．運搬又は処分を委託した産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、「種類」の欄

にその旨を、「数量」の欄にその数量を記載すること。     

 

様式第二号の十五（第八条の二十一関係） 

産 業 廃 棄 物 管 理 票 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交付年月日 平成 年 月 日 交付番号  交付担当者 氏名  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 者 

氏名又は名称 

事 業 場 

名称 

住所 〒 

電話番号 

所在地 〒 

電話番号 

産業廃棄物 種類 
数量 荷姿 

（新規） 

中間処理産 

業廃棄物 
管理票交付者（処分委託者）の氏名又は名称及び管理票の交付番号（登録番号） 

最終処分の 

場所 
所在地 

運搬受託者 

氏名又は名称 
運搬先の事 

業場 

名称 

住所 〒 

電話番号 

所在地 〒 

電話番号 

処分受託者 

氏名又は名称 
積替え又は 

保管 

所在地 〒 

電話番号 
住所 〒 

電話番号 

運搬の受託 
（受託者の氏名又は名称） 

（運搬担当者の氏名） 
受領印 ○印  

運搬終了年月日 平成 年 月 日 有価物拾集量  

処分の受託 
（受託者の氏名又は名称） 

（処分担当者の氏名） 
受領印 ○印  

処分終了年月日 平成 年 月 日 最終処分終了 

年月日 

平成 年 月 日 

最終処分を 

行った場所 
所在地 

（記載上の注意） 

  1．日本工業規格 Z8305 に規定する 8 ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。 

  2．余白には斜線を引くこと。 

  3．「数量」及び「有価物拾集量」の欄は、重量又は体積を単位とともに記載すること。 

  4．「荷姿」の欄は、バラ、ドラム缶、ポリ容器等、具体的な荷姿を記載すること。    

  5．運搬又は処分を委託した産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、「種類」の欄

にその旨を、「数量」の欄にその数量を記載すること。     
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様式第四号（第八条の二十九関係）  
（表面） 

 

措 置 内 容 等 報 告 書 
                                        年  月  日 

 都道府県知事 

（市長）      様                  

報告者 住 所 

                     氏 名 

                     （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

                     電話番号 

 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第８条の 29の規定に基づき、次のとおり報告します。 

管 理 票 
交 付 番 号  

交 付 年 月 日  

運搬又は処分を委託した 

産 業 廃 棄 物 の 種 類 

１特別管理産業廃棄物（                 ） 

２その他の産業廃棄物（                 ） 

運搬又は処分を委託した 

産 業 廃 棄 物 の 数 量 
 

報告書を提出することとなった

事由の区分及び②～⑤に該

当する場合にあっては、当該

事由が生じた年月日 

① 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（以下「施行規則」

という。）第８条の 28に規定する期間内に管理票の写しの送付を受

けないとき 

② 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「法」という。）第 12

条の３第３項から第５項まで又は第 12 条の５第５項の規定に規定

する事項が記載されていない管理票の写しの送付を受けたとき 

 （   年  月  日） 

③ 虚偽の記載のある管理票の写しの送付を受けたとき 

（   年  月  日） 

④ 法第 14 条第 13 項、第 14 条の２第４項、第 14 条の４第 13 項又

は第 14 条の５第４項の規定による通知を受けたとき 

 （   年  月  日） 

⑤ 法第 14 条の３の２第３項（法第 14条の６において準用する場合

を含む。）の規定による通知を受けたとき 

（   年  月  日） 

※運搬又は

処分の受

託者 

氏名又は名称  

住 所  

△把握した運搬又は処分の

状況及びその把握の方法 
 

△生活環境の保全上の支障

の除去又は発生の防止のた

めに講じた措置の内容 

 

（削る） 

（削る）  

様式第四号（第八条の二十九関係）  
（新規） 

 

措 置 内 容 等 報 告 書 

                                        年  月  日 

 都道府県知事 

（市長）      様                  

報告者 住 所 

                     氏 名 

                     （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

                     電話番号 

 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第８条の 29の規定に基づき、次のとおり報告します。 

管 理 票 
交 付 番 号  

交 付 年 月 日  

運搬又は処分を委託した 

産 業 廃 棄 物 の 種 類 

１特別管理産業廃棄物（                 ） 

２その他の産業廃棄物（                 ） 

運搬又は処分を委託した 

産 業 廃 棄 物 の 数 量 
 

報告書を提出することとなった

事由の区分及び②～④に該

当する場合にあっては、当該

事由が生じた年月日 

① 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（以下「施行規則」

という。）第８条の 28に規定する期間内に管理票の写しの送付を受

けないとき 

② 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「法」という。）第 12

条の３第３項から第５項まで又は第 12 条の５第５項の規定に規定

する事項が記載されていない管理票の写しの送付を受けたとき 

 （   年  月  日） 

③ 虚偽の記載のある管理票の写しの送付を受けたとき 

（   年  月  日） 

④ 法第 14条第 13項又は第 14条の４第 13項の規定による通知を受

けたとき 

 （   年  月  日） 

（新規） 

※運搬又は

処分の受

託者 

氏名又は名称  

住 所  

△把握した運搬又は処分の

状況及びその把握の方法 
 

△生活環境の保全上の支障

の除去又は発生の防止のた

めに講じた措置の内容 

 

備考 １ 運搬又は処分を委託した産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は

水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、「産業廃棄物の種類」の欄にその旨を、「産業廃棄物

の数量」の欄にその数量を記載すること。 

   ２ ※欄には、この報告書を提出する事由を生じさせた者のみを記入すること。 

     （注） この報告書を提出する事由を生じさせた者とは、次に掲げる者をいう。 

       ①の場合 施行規則第８条の 28に規定する期間内に管理票の写しを送付しなかった者 

       ②の場合 法第12条の３第３項から第５項まで又は第12条の５第５項の規定に規定す

る事項が記載されていない管理票の写しを送付した者 

       ③の場合 虚偽の記載のある管理票の写しを送付した者 

       ④の場合 法第 14条第 13 項又は第 14条の４第 13 項の規定による通知をした者 

   ３ △印の欄にその記載事項のすべてを記載することができないときは、同欄に「別紙のとお

り」と記載し、別紙を添付すること。 

（日本工業規格 Ａ列４番） 

  

（裏面） 

備考 １ 運搬又は処分を委託した産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は

水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、「産業廃棄物の種類」の欄にその旨を、「産業廃棄物

の数量」の欄にその数量を記載すること。 

   ２ ※欄には、この報告書を提出する事由を生じさせた者のみを記入すること。 

     （注） この報告書を提出する事由を生じさせた者とは、次に掲げる者をいう。 

       ①の場合 施行規則第８条の 28に規定する期間内に管理票の写しを送付しなかった者 

       ②の場合 法第12条の３第３項から第５項まで又は第12条の５第５項の規定に規定す

る事項が記載されていない管理票の写しを送付した者 

       ③の場合 虚偽の記載のある管理票の写しを送付した者 

       ④の場合 法第 14条第 13 項、第 14 条の２第４項、第 14 条の４第 13項又は第 14 条の

５第４項の規定による通知をした者 

       ⑤の場合 法第 14 条の３の２第３項（法第 14 条の６において準用する場合を含む。）

の規定による通知をした者 

   ３ △印の欄にその記載事項のすべてを記載することができないときは、同欄に「別紙のとお

り」と記載し、別紙を添付すること。 
 

（日本工業規格 Ａ列４番）  

（新規）  



  

70 

様式第五号（第八条の三十八関係）  

（表面） 

措 置 内 容 等 報 告 書 
 

                                        年  月  日 

 

 都道府県知事 

（市長）     様 

 

                 報告者 住 所 

                     氏 名 

                     （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

                     電話番号 

 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第８条の 38の規定に基づき、次のとおり報告します。 

登録内容 
引渡し年月日  

登 録 年 月 日  登 録 番 号  

運搬又は処分を委託した 

産 業 廃 棄 物 の 種 類 

１特別管理産業廃棄物（                 ） 

２その他の産業廃棄物（                 ） 

運搬又は処分を委託した 

産 業 廃 棄 物 の 数 量 
 

報告書を提出することとなった

事由の区分及び当該事由が生じた年月日 

① 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「法」という。）第 12

条の５第９項の規定による通知を受けたとき 

（   年  月  日） 

② 法第12条の５第４項の規定により通知を受けた同条第２項又は第

３項の規定による報告が虚偽の内容を含むとき 

 （   年  月  日） 

③ 法第 14 条第 13 項、第 14条の２第４項、第 14 条の４第 13項又は

第 14条の５第４項の規定による通知を受けたとき 

 （   年  月  日） 

④ 法第 14 条の３の２第３項（法第 14 条の６において準用する場合

を含む。）の規定による通知を受けたとき 

 （   年  月  日） 

※運搬又は

処分の受

託者 

氏名又は名称  

住 所  

△把握した運搬又は処分の

状況及びその把握の方法 
 

△生活環境の保全上の支障

の除去又は発生の防止の

ために講じた措置の内容 

 

  

様式第五号（第八条の三十八関係）  

（表面） 

措 置 内 容 等 報 告 書 
 

                                        年  月  日 

 

 都道府県知事 

（市長）     様 

 

                 報告者 住 所 

                     氏 名 

                     （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

                     電話番号 

 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第８条の 38の規定に基づき、次のとおり報告します。 

登録内容 
引渡し年月日  

登 録 年 月 日  登 録 番 号  

運搬又は処分を委託した 

産 業 廃 棄 物 の 種 類 

１特別管理産業廃棄物（                 ） 

２その他の産業廃棄物（                 ） 

運搬又は処分を委託した 

産 業 廃 棄 物 の 数 量 
 

報告書を提出することとなった

事由の区分及び当該事由が生じた年月日 

① 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「法」という。）第 12

条の５第９項の規定による通知を受けたとき 

（   年  月  日） 

② 法第12条の５第４項の規定により通知を受けた同条第２項又は第

３項の規定による報告が虚偽の内容を含むとき 

 （   年  月  日） 

③ 法第 14 条第 13 項又は第 14 条の４第 13 項の規定による通知を受

けたとき 

 （   年  月  日） 

（新規） 

※運搬又は

処分の受

託者 

氏名又は名称  

住 所  

△把握した運搬又は処分の

状況及びその把握の方法 
 

△生活環境の保全上の支障

の除去又は発生の防止の

ために講じた措置の内容 

 

  

  

（裏面） 

備考 １ 運搬又は処分を委託した産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は

水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、「産業廃棄物の種類」の欄にその旨を、「産業廃棄物

の数量」の欄にその数量を記載すること。 

   ２ ※欄には、この報告書を提出する事由を生じさせた者のみを記入すること。 

     （注） この報告書を提出する事由を生じさせた者とは、次に掲げる者をいう。 

       ①の場合 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第８条の 37 に規定する期間

内に法第 12 条の５第２項又は第３項の規定による報告をしなかった者 

       ②の場合 虚偽の内容を含む報告をした者 

       ③の場合 法第 14条第 13 項、第 14 条の２第４項、第 14 条の４第 13項又は第 14条

の５第４項の規定による通知をした者 

       ④の場合 法第 14条の３の２第３項（法第 14 条の６において準用する場合を含む。）

の規定による通知をした者 

３ △印の欄にその記載事項のすべてを記載することができないときは、同欄に「別紙のとお

り」と記載し、別紙を添付すること。 
 

（日本工業規格 Ａ列４番）  

（裏面） 

備考 １ 運搬又は処分を委託した産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は

水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、「産業廃棄物の種類」の欄にその旨を、「産業廃棄物

の数量」の欄にその数量を記載すること。 

   ２ ※欄には、この報告書を提出する事由を生じさせた者のみを記入すること。 

     （注） この報告書を提出する事由を生じさせた者とは、次に掲げる者をいう。 

       ①の場合 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第８条の 37 に規定する期間

内に法第 12 条の５第２項又は第３項の規定による報告をしなかった者 

       ②の場合 虚偽の内容を含む報告をした者 

       ③の場合 法第 14条第 13 項又は第 14条の４第 13 項の規定による通知をした者 

       （新規） 

３ △印の欄にその記載事項のすべてを記載することができないときは、同欄に「別紙のとお

り」と記載し、別紙を添付すること。 
 

（日本工業規格 Ａ列４番）  
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様式第五号の二（第八条の三十八の四関係） 

（第１面） 

二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定申請書 

  年  月  日 

都道府県知事 

（市長）        殿 

 

申請者                   

住 所                  

名 称                  

代表者の氏名              印  

電話番号                              

 

住 所                  

名 称                  

代表者の氏名              印  

電話番号                              

 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 12 条の７第１項の規定により、二以上の事業者

による産業廃棄物の処理に係る特例の認定を受けたいので、関係書類及び図面を添えて申

請します。 

申請に係る収集、運搬又は処分を

行う産業廃棄物の種類（石綿含有

産業廃棄物、水銀使用製品産業廃

棄物又は水銀含有ばいじん等が

含まれる場合は、その旨を含む。

） 

 

申請に係る収集、運搬又は処分の

範囲（収集又は運搬にあっては、

取り扱う産業廃棄物の種類及び

積替え又は保管を行うかどうか、

処分にあっては、処分の方法ごと

に区分して取り扱う産業廃棄物

の種類を記載すること。） 

 

申請に係る収集、運搬又は処分を

行う区域（他の都道府県知事等に

申請する場合には、その旨も記載

すること。） 

 

※事務処理欄   

（
新
規
） 

 

（第２面） 

統括して管理する事業者 

  
(ふりがな) 

名  称 
 

収集、運搬又は処分を行う事業者 

 (ふりがな) 

名  称 

 

 

当該収集、運搬又は処分の用に供

するすべての施設（積替え又は保

管の場所を含む。施設ごとに概要

を記載すること。） 

 

申請者のうちいずれか一の事業者（統括して管理する事業者）が保有する他の全ての事

業者の議決権保有割合 

 

議決権を保有する一の事業者の名称  

他 の 全 て の 事 業 者 の 名 称 当該一の事業者が保有する議決権保有割合 

  

統括して管理する事業者の役員又は職員の派遣状況（統括して管理する事業者が他の事

業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額を保有している場合は記

載不要。） 

  

(ふ り が な) 

氏 名 

生 年 月 日 本 籍 

役職名・呼称 住 所 

派 遣 先 名 称 
派 遣 先 住 所 

派 遣 先 役 職

名 ・ 呼 称 

  

    

  

 
  

  

  

    

  

 
  

 

  
 
  

 



  

72 

 

（第３面） 

発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資口数若しくは出資の額の1
00分の5以上の口数若しくは額に相当する出資をしている者(統括して管理する事業者に
ついて、当該株主又は出資をしている者があるとき) 

  

発行済株式の
総数 

株 
出資の口数又

は額 
  

(ふ り が な) 
氏名又は名称 

生年月日 

保有する株式の数
又は出資の口数若
しくは出資の金額 

本 籍 

割 合 住 所 

        
    

        
    

        
    

        
    

        
    

        
    

備考 

１ ※欄は記入しないこと。 

２ 「申請者」には、認定を受けようとする者のすべてを記載すること。 

３ 各欄にその記載事項のすべてを記載することができないときは、同欄に「別紙のと

おり」と記載し、別紙を添付すること。 

４ 都道府県知事が定める部数を提出すること。 

連絡先 

名 称                 

部署名                  

住 所                  

担当者の氏名                 

電話番号                              

※手数料欄 

（日本工業規格 Ａ列４番）  

 
様式第五号の三（第八条の三十八の五第五項関係） 

（第１面） 

申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分の開始に要する資金の総額 

及びその資金の調達方法 

内   訳 金     額（千円） 

資 金 の 総 額  

 

 

 

 

 

 

 

土    地 
 

事 務 所  

収集運搬車両 
 

積替保管施設  

処理施設  

  

  

 

 

調 

 

 

達 

 

 

方 

 

 

法 

 

自 己 資 金  

借  入  金  

（借入先名）  

  

  

そ  の  他  

増     資  

  

  

  

  

  

備考  内訳欄の事項については、事業計画に応じ適宜変更すること 

                              (日本工業規格 Ａ列４番) 

 

 

（
新
規
） 
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（第２面） 

 

誓 約 書 
 
 

申請者のうち当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を行う者は、廃棄物の処理及び清掃に

関する法律第14条第５項第２号イからニまで及びヘ並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則

第８条の38の３第８号に該当しない者であることを誓約します。 

 

 
 

                            年  月  日 

 
 
都 道 府 県 知 事   様  
（ 市 長 ）  
 
                     提出者 

住所 

名称 

代表者の氏名              印 

電話番号          

 
様式第五号の四（第八条の三十八の六関係） 

（第１面） 

二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定変更申請書 

  年  月  日 

都道府県知事 

（市長）        殿 

 

申請者                   

住 所                  

名 称                  

代表者の氏名              印  

電話番号                              

 

住 所                  

名 称                  

代表者の氏名              印  

電話番号                              

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の７第７項の規定により、二以上の事業者

による産業廃棄物の処理に係る特例の認定に係る事項の変更の認定を受けたいので、関係書

類及び図面を添えて申請します。 

認定の年月日及び認定番号（他

の都道府県知事等の認定を受け

ている場合は、当該認定の年月

日及び認定番号） 

   年   月   日   第    号 

（都道府県等名：   年  月  日 第    号） 

認定に係る処理の範囲（収集又は運

搬にあっては、取り扱う産業廃棄物

の種類及び積替え又は保管を行うか

どうか、処分にあっては、処分の方

法ごとに区分して取り扱う産業廃棄

物の種類を記載すること。） 

 

変 更 の 内 容 

 

変 更 の 理 由 

 

変更後の処理の開始予定年月日    年   月   日 

※ 事 務 処 理 欄   

（
新
規
） 
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（第２面） 

備考 

１ ※欄は記入しないこと。 

２ 「申請者」には、認定を受けた者（変更の認定を受けようとする者）のすべてを記

載すること。 

３ 各欄にその記載事項のすべてを記載することができないときは、同欄に「別紙のと

おり」と記載し、別紙を添付すること。 

４ 変更のある部分については、変更前及び変更後の内容を対照させるものとするこ

と。変更に係る収集、運搬又は処分の用に供する施設がある場合は、当該施設の処理

方式、構造及び設備の概要を記載すること。 

連絡先 

名 称                 

部署名                  

住 所                  

担当者の氏名               

電話番号                              

※手数料欄 

 

(日本工業規格 Ａ列４番)  

 
様式第五号の五（第八条の三十八の八、第八条の三十八の十関係） 

（第１面） 

二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定 
変更 

廃止 
届出書 

平成  年  月  日 

都道府県知事 

（市長）        殿 

 

届出者                   

住 所                  

名 称                  

代表者の氏名              印  

電話番号                              

 

住 所                  

名 称                  

代表者の氏名              印  

電話番号                              

 

   年  月  日付け第  号で認定を受けた二以上の事業者による産業廃棄物の 

処理に係る特例に係る以下の事項について 
変更 

廃止 
したので、廃棄物の処理及び清掃に関する 

法律 
第 12条 の ７ 第 ９ 項 

施行令第６条の７の２ 
の規定により、関係書類等を添えて届け出ます。 

  新 旧 

変更した事項(規則第８条の

38の５第２項第４号に掲げる

事項を除く。)又は廃止した事

項の内容 

     

変更した事項の内容(規則第８条の38の５第２項第４号に掲げる事項) 

  

(ふ り が な) 

氏 名 

生 年 月 日 本 籍 

役 職 名 ・ 呼 称 住 所 

  
    

    

  
    

    

  
    

    

変更又は廃止の

理由 
  

 

（
新
規
） 
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（第２面） 

備考 

 １ この届出書は、変更又は廃止の日から10日（登記事項証明書を添付すべき場合にあ

っては30日）以内に提出すること。 

２ 「届出者」には、認定を受けた者のすべてを記載すること。 

３ 各欄にその記載事項のすべてを記載することができないときは、同欄に「別紙のと

おり」と記載し、別紙を添付すること。 

連絡先 

名 称                 

部署名                  

住 所                  

担当者の氏名                 

電話番号                              

(日本工業規格Ａ列４番)  

 
様式第五号の六(第八条の三十八の九関係) 

二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定証 

  年  月  日  

 

住 所                 

名 称                 

代表者の氏名              

 

住 所                 

名 称                 

代表者の氏名              

 

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律         の規定により、二以上の事業

者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定を受けた者であることを証する。 

                  都道府県知事        印  

（市長） 

認 定 の 年 月 日 年   月   日 

認 定 番 号  

１．認定に係る処理の範囲（収集又は運搬にあっては、取り扱う産業廃棄物の種類及び

積替え又は保管を行うかどうか、処分にあっては、処分の方法ごとに区分して取り扱

う産業廃棄物の種類を記載すること。） 

 

２．認定に係る積替えを行うすべての場所の所在地、面積及び当該場所ごとの積替えを

行う産業廃棄物の種類 

 

３．認定に係る処分の用に供するすべての施設（施設ごとに種類、場所及び処理能力を

記載すること。）  

 

４．認定に係る事項の変更の状況 

年   月   日     （内 容） 

 (日本工業規格 Ａ列４番)  

第12条の７第１項 

第12条の７第７項 

 

（
新
規
） 
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様式第五号の七（第八条の三十八の十一関係） 

（第１面） 

二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定報告書 

  年  月  日 

都道府県知事 

（市長）        殿 

 

報告者                   

住 所                  

名 称                  

代表者の氏名              印  

電話番号                              

 

住 所                  

名 称                  

代表者の氏名              印  

電話番号                              

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第８条の38の11の規定に基づき、   

二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定に係る    年度の処理状

況を報告します。 

認定の年月日及び認定番号 

（他の都道府県知事等の認

定を受けている場合は、当

該認定の年月日及び認定番

号） 

   年   月   日   第    号 

（都道府県等名：  年  月  日 第    号） 

収集、運搬又は処分を行った産業廃棄物の種類ごとの数量      

 産業廃棄物の種類 処理した量 

 ｔ 

 ｔ 

 ｔ 

 ｔ 

 ｔ 

 ｔ 

合  計 ｔ 

 

 

（
新
規
） 

（第２面） 

処分に伴い生じた廃棄物（再生品を除く。）の種類ごとの数量 

 

 

廃棄物の種類 生じた量 

 ｔ 

 ｔ 

 ｔ 

合  計 ｔ 

再生品の種類ごとの数量 

 再生品 生じた量 

 ｔ 

 ｔ 

 ｔ 

合  計 ｔ 

熱回収により得られた熱量 

 熱回収の方法 熱 量 計算方法 

 kcal  

 kcal  

合  計 kcal 

（当該認定に係る産業廃棄物の処理を当該二以上の事業者以外の者に委託した場

合にあっては、委託の内容及び委託量並びに適正な処理を確保するために行った

措置） 

備考 

１ 翌年度の６月30日までに提出すること。 

２ 「報告者」には、認定を受けた者のすべてを記載すること。 

３ 各欄にその記載事項のすべてを記載することができないときは、「別紙のと

おり」と記載し、別紙を添付すること。 

連絡先 

名 称                 

部署名                  

住 所                  

担当者の氏名               

電話番号                              

(日本工業規格 Ａ列４番)   
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様式第十一号(第十条の十関係) 

産業廃棄物処理業 
廃止 

変更 
届出書 

平成  年  月  日 

 都道府県知事    殿 

 (市長) 

届出者                   

住 所                  

氏 名                  

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名) 

電話番号                 

   年  月  日付け第  号で許可を受けた産業廃棄物処理業に係る以下の事項 

について 
廃止 

変更 
したので、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の2第3項において準用 

する同法第7条の2第3項の規定により、関係書類等を添えて届け出ます。 

  新 旧 

廃止した事業又は変更

した事項の内容(規則第

10条の10第1項第2号に

掲げる事項を除く。) 

    

変更した事項の内容(規則第10条の10第1項第2号に掲げる事項) 

  

（変更内容が法人に係るものである場合）※法定代理人、株主及び出資をしている者の

変更 

(ふりがな) 

名     称 

 

 

 

住 所 

  

（変更内容が個人に係るものである場合）※法定代理人、役員（法定代理人が法人であ

る場合の当該法人の役員を含む）、株主、出資をしている者及び使用人の変更 

(ふりがな) 

氏   名 

生 年 月 日      本           籍 

役職名・呼称      住           所 

 

 

  

  

 

 

  

  

廃止又は変更の理由  

備考 

 1 この届出書は、廃止又は変更の日から10日（法人で規則第10条の10第3項第1号又は

第2号の規定により登記事項証明書を添付すべき場合にあっては、30日）以内に提出す

ること。 

 2 各欄にその記載事項のすべてを記載することができないときは、同欄に「別紙のと

おり」と記載し、この様式の例により作成した書面を添付すること。 

(日本工業規格 Ａ列４番)  

 

様式第十一号(第十条の十関係) 

産業廃棄物処理業 
廃止 

変更 
届出書 

平成  年  月  日 

 都道府県知事    殿 

 (市長) 

届出者                   

住 所                  

氏 名                  

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名) 

電話番号                 

   年  月  日付け第  号で許可を受けた産業廃棄物処理業に係る以下の事項 

について 
廃止 

変更 
したので、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の2第3項において準用 

する同法第7条の2第3項の規定により、関係書類等を添えて届け出ます。 

  新 旧 

廃止した事業又は

変更した事項の内

容(規則第10条の10

第1項第2号に掲げ

る事項を除く。) 

    

変更した事項の内容(規則第10条の10第1項第2号に掲げる事項) 

  

（変更内容が法人に係るものである場合）※法定代理人、株主及び出資をしている者の

変更 

(ふりがな) 

名     称 

 

 

 

住 所 

 

 
 

（変更内容が個人に係るものである場合）※法定代理人、役員（法定代理人が法人であ

る場合の当該法人の役員を含む）、株主、出資をしている者及び使用人の変更 

(ふりがな) 

氏   名 

生 年 月 日      本           籍 

役職名・呼称      住           所 

 

 

  

  

 

 

  

  

廃止又は変更の理

由 
 

備考 

 1 この届出書は、廃止又は変更の日から10日以内に提出すること。 

 2 各欄にその記載事項のすべてを記載することができないときは、同欄に「別紙のと

おり」と記載し、この様式の例により作成した書面を添付すること。 

(日本工業規格 Ａ列４番)  

 

様式第十七号(第十条の二十三関係) 

特別管理産業廃棄物処理業 
廃止 

変更 
届出書 

平成  年  月  日 

 都道府県知事    殿 

 (市長) 

届出者                   

住 所                  

氏 名                  

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名) 

電話番号                 

   年  月  日付け第    号で許可を受けた特別管理産業廃棄物処理業に係る 

以下の事項について 
廃止 
変更 

したので、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の5第3項に 

おいて準用する同法第7条の2第3項の規定により、関係書類等を添えて届け出ます。 

  新 旧 

廃止した事業又は変更

した事項の内容(規則第

10条の23第1項第2号に

掲げる事項を除く。) 

    

変更した事項の内容(規則第10条の23第1項第2号に掲げる事項) 

  

（変更内容が法人に係るものである場合）※法定代理人、株主及び出資をしている者の

変更 

(ふりがな) 

名     称 

 

 

住 所 

  

（変更内容が個人に係るものである場合）※法定代理人、役員（法定代理人が法人であ

る場合の当該法人の役員を含む）、株主、出資をしている者及び使用人の変更 

 (ふりがな) 

氏   名 

生 年 月 日      本           籍 

役職名・呼称      住           所 

 

 

  

  

 

 

  

  

廃止又は変更の理由  

備考 

 1 この届出書は、廃止又は変更の日から10日（法人で規則第10条の23第3項第1号又は

第2号の規定により登記事項証明書を添付すべき場合にあっては、30日）以内に提出す

ること。 

 2 各欄にその記載事項のすべてを記載することができないときは、同欄に「別紙のと

おり」と記載し、この様式の例により作成した書面を添付すること。 

(日本工業規格 Ａ列４番)  

 

様式第十七号(第十条の二十三関係) 

特別管理産業廃棄物処理業 
廃止 

変更 
届出書 

平成  年  月  日 

 都道府県知事    殿 

 (市長) 

届出者                   

住 所                  

氏 名                  

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名) 

電話番号                 

   年  月  日付け第    号で許可を受けた特別管理産業廃棄物処理業に係る 

以下の事項について 
廃止 
変更 

したので、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の5第3項に 

おいて準用する同法第7条の2第3項の規定により、関係書類等を添えて届け出ます。 

  新 旧 

廃止した事業又は

変更した事項の内

容(規則第10条の23

第1項第2号に掲げ

る事項を除く。) 

    

変更した事項の内容(規則第10条の23第1項第2号に掲げる事項) 

  

（変更内容が法人に係るものである場合）※法定代理人、株主及び出資をしている者の

変更 

(ふりがな) 

名     称 

 

 

住 所 

 

 
 

（変更内容が個人に係るものである場合）※法定代理人、役員（法定代理人が法人であ

る場合の当該法人の役員を含む）、株主、出資をしている者及び使用人の変更 

 (ふりがな) 

氏   名 

生 年 月 日      本           籍 

役職名・呼称      住           所 

 

 

  

  

 

 

  

  

廃止又は変更の理由  

備考 

 1 この届出書は、廃止又は変更の日から10日以内に提出すること。 

 2 各欄にその記載事項のすべてを記載することができないときは、同欄に「別紙のと

おり」と記載し、この様式の例により作成した書面を添付すること。 

(日本工業規格 Ａ列４番)  
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様式第三十五号の二（第十三条の三関係） 
（第１面） 

 

 

有害使用済機器保管等届出書 

  

 

                                      年  月  日 

 

  都道府県知事  殿 
（市長） 

 

                     届出者 

                                            

                      住 所 

 

                      氏 名 

                       （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

                                           電話番号  

                                           

 

   廃棄物の処理及び清掃に関する法律第17条の２第１項の規定により、関係書類及び図面を添えて届け出
ます。 

事業の範囲（取り扱う有害使用済

機器の品目及び処理の区分を明

らかにすること。） 

有害使用済機器の品目：  

 

 

 

 

処理の区分      保管のみ ・ 保管及び処分（再生を含む） 

事務所及び事業場の所在地等 

 事務所            電話番号         

 事業場            電話番号         

            面  積                 

保管を行うすべての場所の所在地

及び面積並びに当該場所ごとにそ

れぞれ保管を行う有害使用済機器

の品目、保管量及び積み上げるこ

とができる高さ（それぞれにつ

いて第13条の６の規定による高

さのうち最高のものを含む。） 

 

処分又は再生を行うすべての事

業場の所在地及び当該事業場ご

とにそれぞれ処分又は再生を行

う有害使用済機器の品目 

 

事業の用に供する施設の種類、数

量、設置場所、設置年月日及び

処理能力 

 

 ※事 務 処 理 欄   

（
新
規
） 

（第２面） 
 

 届出者（個人である場合） 

 (ふ り が な) 
氏 名 

生 年 月 日 住 所 

    
 

   （法人である場合） 

(ふ り が な) 
名 称 

住 所 

  
 

 法定代理人（届出者が法第14条第５項第２号ハに規定する未成年者又は成年被後見人若しくは被保佐人

である場合） 

 (ふ り が な) 
氏 名 

生 年 月 日 住 所 

    
 

    
 

    
 

備考 

１ この届出書は、事業を開始する日の10日前までに提出すること。 

２ ※欄は記入しないこと。 

３ 「法定代理人」の欄については、該当するすべての者を記載することとし、記載しきれないときは、

同欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。 

４ 都道府県知事が定める部数を提出すること。 

 

 
                                 （日本工業規格 Ａ列４番）  
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様式第三十五号の三（第十三条の四関係） 

 
              

有害使用済機器保管等変更届出書 
                                                  
 
                                                                    年  月  日 
 
  都道府県知事  殿 

  （市長） 
 
                                        届出者 
                                          住 所 
 
                                          氏 名                                  
                                         （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 
                                          電話番号 
 
      年  月  日付けで届出を行った有害使用済機器保管等業に係る以下の事項について変更
するので、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第17条の２第１項の規定により、関係書類及び図面
を添えて届け出ます。 

 新 旧 

変更する事項の内容（
規則第13条の３第１項
第８号に掲げる事項を
除く。） 

  

変更する事項の内容（規則第13条の３第１項第８号に掲げる事項） 

 

(ふ り が な ) 
氏 名 生 年 月 日        住 所 

   

   

   

変 更 の 理 由        

変更予定年月日  

備 考 
１ この届出書は、原則として変更する日の10日前までに提出すること。 

２ 各欄にその記載事項のすべてを記載することができないときは、同欄に「別紙のとおり」 
  と記載し、この様式の例により作成した書面を添付すること。 

                                                             （日本工業規格 Ａ列４番）  

（
新
規
） 

様式第三十五号の四（第十三条の十一関係） 

 
              

有害使用済機器保管等廃止届出書 
                                                  
 
                                                                    年  月  日 
 
  都道府県知事  殿 

  （市長） 
 
                                        届出者 
                                          住 所 
 
                                          氏 名                                  
                                         （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 
                                          電話番号 
 
      年  月  日付けで届出を行った有害使用済機器保管等業に係る以下の事項について廃止
したので、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第16条の４の規定により、関係書類を添えて
届け出ます。 

廃止した事業
の範囲  

廃 止 の 理 由  

廃止の年月日  

備 考 

１ この届出書は、廃止の日から10日以内に提出すること。 
２ 各欄にその記載事項のすべてを記載することができないときは、同欄に「別紙のとおり」 
  と記載し、この様式の例により作成した書面を添付すること。 

                                                             （日本工業規格 Ａ列４番）  

（
新
規
） 
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（
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
り
放
出

さ
れ
た
放
射
性
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
へ
の
対
処
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
り

放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
へ
の
対
処
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
三
年
環
境

省
令
第
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に

二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
対
象
規
定
全
体
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も

の
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の

は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の

は
、
こ
れ
を
新
た
に
追
加
す
る
。 

○ 

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
り
放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
に
よ
る
環
境
の

汚
染
へ
の
対
処
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
三
年
環
境
省
令
第
三
十
三
号
）
（
抄
） 
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（
環
境
省
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に

関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
四
条 

環
境
省
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利

用
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
七
年
環
境
省
令
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

改 
 
 
 
 
 
 

正 
 
 
 
 
 
 

後 

改 
 
 
 
 
 
 

正 
 
 
 
 
 
 
 

前 
（
産
業
廃
棄
物
管
理
票
等
に
関
す
る
規
定
の
特
例
） 

第
六
条 
廃
棄
物
処
理
規
則
第
八
条
の
二
十
、
第
八
条
の
二
十
一
第
一
項
、
第

八
条
の
三
十
一
の
五
、
第
八
条
の
三
十
二
及
び
第
八
条
の
三
十
六
並
び
に
様

式
第
二
号
の
十
五
及
び
様
式
第
三
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の

間
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
」
と
あ
る
の
は
、
「
石
綿

含
有
産
業
廃
棄
物
又
は
特
定
産
業
廃
棄
物
（
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に

発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
り

放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
へ
の
対
処
に
関
す
る
特
別
措

置
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
十
号
）
第
二
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る

特
定
産
業
廃
棄
物
を
い
う
。
）
」
と
す
る
。 

（
産
業
廃
棄
物
管
理
票
等
に
関
す
る
規
定
の
特
例
） 

第
六
条 

廃
棄
物
処
理
規
則
第
八
条
の
二
十
、
第
八
条
の
二
十
一
第
一
項
、
第

八
条
の
三
十
一
の
二
、
第
八
条
の
三
十
二
及
び
第
八
条
の
三
十
六
並
び
に
様

式
第
二
号
の
十
五
及
び
様
式
第
三
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の

間
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
」
と
あ
る
の
は
、
「
石
綿

含
有
産
業
廃
棄
物
又
は
特
定
産
業
廃
棄
物
（
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に

発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
り

放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
へ
の
対
処
に
関
す
る
特
別
措

置
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
十
号
）
第
二
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る

特
定
産
業
廃
棄
物
を
い
う
。
）
」
と
す
る
。 
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次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に

二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
対
象
規
定
全
体
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も

の
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の

は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の

は
、
こ
れ
を
新
た
に
追
加
す
る
。 

○ 

環
境
省
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
七

年
環
境
省
令
第
九
号
）
（
抄
） 

改 
 
 
 
 
 
 

正 
 
 
 
 
 
 

後 

改 
 
 
 
 
 
 

正 
 
 
 
 
 
 
 

前 

(

法
第
六
条
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
交
付
等) 

第
七
条 

法
第
六
条
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
交
付
等
は
、
廃
棄
物
の
処

理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律(

昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号)

第
十
二

条
第
九
項
、
第
十
二
条
の
二
第
十
項
、
第
十
四
条
第
十
三
項
、
第
十
四
条
の

二
第
四
項
、
第
十
四
条
の
三
の
二
第
三
項
（
第
十
四
条
の
六
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
四
条
の
四
第
十
三
項
及
び
第
十
四
条
の
五
第

四
項
並
び
に
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令(

昭
和
四
十
六

(

法
第
六
条
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
交
付
等) 

第
七
条 

法
第
六
条
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
交
付
等
は
、
廃
棄
物
の
処

理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律(

昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号)

第
十
二

条
第
九
項
、
第
十
二
条
の
二
第
十
項
、
第
十
四
条
第
十
三
項
及
び
第
十
四
条

の
四
第
十
三
項
並
び
に
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令(

昭

和
四
十
六
年
政
令
第
三
百
号)

第
六
条
の
十
二
第
二
号(

第
六
条
の
十
五
第
二

号
に
お
い
て
、
そ
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。)

並
び
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附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定

め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

一 

第
一
条
の
規
定 

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日 

二 

第
二
条
中
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
七
条
の
二
第
三
項
第
四
号
、
第
八
条
の
十
七

の
二
、
第
八
条
の
二
十
、
第
八
条
の
二
十
一
、
第
八
条
の
二
十
五
の
二
及
び
第
八
条
の
二
十
八
の
改
正
規
定
、
同

令
第
八
条
の
三
十
一
の
次
に
三
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
令
第
八
条
の
三
十
一
の
五
、
第
八
条
の
三
十
一
の
六

、
第
八
条
の
三
十
二
、
第
八
条
の
三
十
三
、
第
八
条
の
三
十
四
、
第
八
条
の
三
十
四
の
二
、
第
八
条
の
三
十
四
の

年
政
令
第
三
百
号)

第
六
条
の
十
二
第
二
号(

第
六
条
の
十
五
第
二
号
に
お
い

て
、
そ
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。)

並
び
に
廃
棄
物

の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則(

昭
和
四
十
六
年
厚
生
省
令
第
三

十
五
号)
第
八
条
の
四
の
六
及
び
第
八
条
の
十
七
の
三
の
規
定
に
基
づ
く
書
面

の
交
付
等
と
す
る
。 

に
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則(

昭
和
四
十
六
年
厚
生

省
令
第
三
十
五
号)

第
八
条
の
四
の
六
及
び
第
八
条
の
十
七
の
三
の
規
定
に
基

づ
く
書
面
の
交
付
等
と
す
る
。 
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三
、
第
八
条
の
三
十
四
の
四
、
第
八
条
の
三
十
四
の
五
、
第
八
条
の
三
十
四
の
六
、
第
八
条
の
三
十
五
、
第
八
条

の
三
十
六
、
第
八
条
の
三
十
七
、
第
八
条
の
三
十
八
（
「
電
子
情
報
処
理
組
織
使
用
事
業
者
」
を
「
電
子
情
報
処

理
組
織
使
用
義
務
者
又
は
電
子
情
報
処
理
組
織
使
用
事
業
者
」
に
、
「
法
第
十
二
条
の
五
第
十
項
」
を
「
法
第
十

二
条
の
五
第
十
一
項
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
条
の
三
十
九
及
び
第
八
条
の
四
十
四
の
改
正
規
定
、

同
令
様
式
第
二
号
の
十
三
か
ら
様
式
第
二
号
の
十
五
ま
で
の
改
正
規
定
並
び
に
第
三
条
の
規
定 

平
成
三
十
二
年

四
月
一
日 


